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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前１０時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（齋藤則男君） 各議員におかれましては、お忙しいところをご参集いただき、

ここに１１日目の議事が開会できますことを心から厚く御礼を申し上げます。 

 本日傍聴に来庁されました皆様には、傍聴心得を熟読され、ご協力いただきま

すよう、よろしくお願いをいたします。 

 ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくご協力をお願い申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 一般質問～ 

○議長（齋藤則男君） 日程第１、一般質問を行います。 

 会議規則第６１条による通告を受けております。 

 初めに、１５番、川治君の質問を許します。 

 １５番、川治君。 

○１５番（川治孝行君） １５番、川治でございます。おはようございます。 

 ６月、９月に続きまして連続３回目のトップバッターとなりましたが、何度立

ちましても大変緊張をしております。こうした緊張感の中で、通告に従いまして、

１問目に農家の担い手育成について、２問目に包括的連携協定についての２問を

質問させていただきます。 

 議会におきましては、毎年、春と秋に分けまして同一テーマを持って議会と語

ろう会を開催しておりましたが、今回は常任委員会ごとに各種団体との専門分野

についてのテーマを掲げ、語ろう会が開催をされました。私たちは、国の政策に

翻弄される農家の皆さん方の生の声を代弁して伺いたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 初めに、農家の担い手育成について伺います。 

 去る６月２９日に総務省が発表しました国勢調査によりますと、総人口に占め

る６５歳以上の高齢者が２６．７％となり、４分の１を超えたとあります。１５

歳未満につきましては１２．７％で最低を更新し、少子・高齢化が一段と進んで

いると報道されました。 
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 そんな中で、ＴＰＰ関連から農家の自立を促すとして、県単の見直しとともに、

平成３０年からは補助金の全面撤廃など、今後、農家にとりましてこの上ない試

練を迎えることとなります。このような状況と高齢化現象が進む中で、私たち産

業建設常任委員会は、農業の将来への施策をどのように考えるかと題して、農家

の皆さん方が最も危惧している農業の担い手育成、また農家の所得向上の２項目

について、農業認定者、また集落営農者、そして一般農家の方々のご意見をいた

だきましたので、農家の皆さん方を代表して伺いたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 まず、基本的なことについて伺いたいと思います。 

 平成２８年度現在の農家戸数、農家就労者の平均年齢及び町の総耕作面積と集

落営農の耕作面積、そして認定農業者や集落営農組織の耕作面積について伺いた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） おはようございます。 

 それでは、ご答弁をさせていただきます。 

 まず、平成２８年１０月末現在の農家戸数でございますが、９５８戸でござい

ます。平均年齢につきましては、まだ今は２８年度のデータがございませんので

２７年度のデータでございますが、７０．２歳でございます。また、町の耕作面

積でございますが、９３１．１ヘクタール。認定農業者個人でございますが、２

１名、集落営農組織２０組織、担い手集積面積は５２３．３ヘクタールでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 次に、平成３０年から米の直接支払交付金及び減反などが

撤廃されますが、永平寺町として今後の農業施策について伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 米の直接支払交付金が廃止となりますが、町といたしま

しては農家の育成のため、町独自の施策といたしまして、担い手育成機械導入事

業、地域振興作物・推奨作物支援事業、地産地消支援事業、さらには水田農業の

向上を図るために、担い手農業者、農業団体、農業者に対しまして、麦や地域振

興作物、推奨作物等の栽培に支援をいたしております。 

 町といたしましては、園芸作物の転換や農地の利用集積・集約化等もございま
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すが、国、県、そして農協や関係機関と連携を図りまして、今後の施策や農家育

成に努めてまいる所存でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 昭和４５年から続いてきました減反施策が廃止されるに当

たりまして、今後どのような状況が想定されるか。また、想定される農家への対

策について伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 米の直接支払交付金、また生産調整の廃止によりまして

米の価格が下落することが考えられます。また、農家の収入が減となることから、

農業への生産意欲が減退することが懸念されております。 

 こうした中、今後の農家への対策につきましては、農業を守っていくというこ

とが大事と考えており、米以外の園芸作物の転換も一つの方策と考えております

が、そのほかにまた、安全、安心なおいしいお米づくりと高付加価値の米づくり

によりまして、農家の収入アップと意欲向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 永平寺町の農業者及び農家の総戸数とは、認定農業者や営

農組合に水田及び水田の維持管理の全てを預けた個人農業者の方々を含めた数値

なのかどうか、伺います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 農業者及び農家とは、認定農業者、そして営農組織、そ

して個人の農業者を含んでおります。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 次に、担い手農業者を対象とした補助金は、農家全ての人

を対象とした補助金か、またそうでないのか、伺います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 担い手農業者を対象といたしました補助金につきまして

は、認定農業者及び営農組織を対象としております。 

 以上です。 
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○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） それでは、担い手育成機械導入の補助金として、永平寺町

は、現在の耕作面積の１０％以上の面積をふやした場合に補助をするとしており

ますが、町内の各地域での集落営農及び認定農業者は今後、現在耕作している面

積を１０％ふやす状況にあるか否かについて伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） この補助金の採択条件といたしまして、その一つといた

しまして、水稲作付面積の１０％の規模拡大、または水稲作付面積の１０％以上

のレンゲ米の作付等が主な上限でございます。 

 今現在の町内の担い手の集積率でございますが、約５７％弱でございますが、

１０％ふやすということは可能でございますが、地域性もありますので、その辺

につきましては再度精査をしてまた今後協議してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） それでは、現在、認定農業者として認定されている認定農

業者は、認定されたことによって何か特別にメリットがあるのかどうかについて

伺います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 認定農業者のメリットといたしましては、認定農業者に

しか交付されない補助金もございまして、経営所得安定対策補助金のゲタ対策、

これは麦、大豆等の畑作物の補助、それとナラシ対策といいまして、価格下落の

９割の補助等の支援補助金があります。 

 また、町におきましては、担い手を対象といたしました担い手育成機械導入事

業補助金、地域振興作物・推奨作物支援事業補助金等がございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 麦の単価について伺いますが、麦の種まきは前年１０月で

ありますが、収穫は翌年の６月後半であります。しかし、単価の発表は、収穫年

の３月から４月に発表される水田農業構造改革対策のしおりの中で発表されます

が、これは計画的に作付をし収益を見込む農家にとりましては大きな収益の差が

生じることとなりますが、この件について伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 
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○農林課長（小林良一君） 次年度の単価を決定するための資料となります当年度の

麦、ソバなどの補助対象作物の作付面積及び生産数量の確定でございますが、こ

れは１２月ころとなりますので、しおりの発行は例年１月頃となります。また、

当補助金は予算の範囲内において決定することから、栽培面積が多い場合は単価

調整がございます。この辺もうたってあります。 

 それとまた、平成３１年度より、また麦に対する播種前に提示できるように、

町といたしましても努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 水田の減反は、認定農業者や集落営農は収益を見込んだ計

画的作付を行っておりますが、また同時に維持管理もしております。しかし、個

人農業者は減反のための減反であることから、種まきのほうは野放しであります。

目的は違いましても減反補助金は反当たり同じ単価でありますが、この件につい

て伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 国の経営所得安定対策、水田フル活用でございますが、

米以外の園芸作物に係る補助金につきましては認定農業者と農業者との差をつけ

ていないのが現状です。国は、認定農業者、農業者とも平等に扱っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） それでは、農協には、農家の生産、販売促進のためにカン

トリーその他の改修や販売施設、例えばれんげの里などに多額の補助金を出して

いるかと思います。 

 しかし、農協は、農家への対応としての一例を挙げますと、麦の買い取り価格

はキロ３０円でありますが、乾燥料はキロ３２円であると聞きました。農家にと

って、田起こし、維持管理は自分で行いますが、麦の種や刈り取り、肥料は全て

農協にお願いをしている状況です。 

 この状況から見ますと、減反補助金を頼りにして農家は減反を行い、農協のた

めに最初から赤字を覚悟で作付、生産をしております。 

 永平寺町は、農協の営利と存続の目的で今後とも補助金を出していくのか。ま

た、この仕組みでよいのか否かについて伺いたいと思います。 
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○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） この麦の問題でございますが、単純に買い取り価格と乾

燥料だけ見ますと、今のおっしゃるとおり赤字となります。 

 そのほかに、実は補助金、今お話ございましたけれども、麦には、経営所得安

定対策交付金のゲタ対策ということで、１０アール（１反）当たり２万円の国か

らの補助がございます。それと水田活用の直接支払交付金、これも１０アール当

たり３万５，０００円が支払われます。そして永平寺町からは水田農業構造改革

補助金として、平成２８年度につきましては１０アール当たり１万５，０００円。

合計、補助金を合わせますと７万円が支払われております。 

 ということで、麦生産者にはトータルで補助金７万円支払っているということ

で、麦の買い取り価格、乾燥料だけの差額を見ますと赤字でございますが、トー

タルでは黒字となります。これにつきましては、国の政策、またあれもありまし

て、町といたしましては継続してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 平成３０年には減反施策が全面撤廃となりますが、これに

伴いまして稲の作付が１００％となることが想定されるかと思いますが、今後ど

のような指導及び対策を行うかについて伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 平成３０年に生産調整が廃止となります。国におきまし

ては米の直接支払交付金は廃止としますが、これまで同様、生産調整率は提示を

して、生産者には継続して生産調整をお願いして米の生産過剰にならないよう指

導し、米価が下落しないように努めることとしております。 

 また、今後の対策につきましては、国、県の動向を注視してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 次に伺いますが、米のもみすりの網目は、他県の精米工場

では特に網目の指定をしておりませんが、一等米で高額販売していると    

聞きます。しかしながら、特に苦情はないとのことです。 

 永平寺町は、以前は網目１．７５でありましたが、現在は１．９と網目が広く

規定されていることから、米は大きな粒ぞろいで良質でありますが、単価は他県
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よりも安い状況にあります。また、網目が広いことから収量も減少しております

が、同時に水分につきましても、１５％以上は１俵３００円の減額とのことであ

りますが、こうした農家への極端な負担を課すことについて町はどのように考え

ているのか伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 網目１．９ミリにつきましては、福井県がより大粒で高

品質なお米を目指しまして福井米の定義といたしております。その中の一つとし

て１．９ミリ以上の網で選別された米といたしております。また、水分率１５．

５％以上につきましては、国の農産物検査基準によりまして県下一律で追加金を

徴収しているところでございます。 

 農家の皆さんには検査基準におさまる良質なお米をつくっていただくことで、

単価の向上と所得向上につながるものと町としては考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 鳥獣害対策防護柵をおのおのの地区で必要と思われる区域

だけを設置しておりますが、地域間の防護柵の連続性がないことから効果が出て

いないのが現実であります。 

 永平寺町として、地域間の防護柵についてはどのような対応を考えているのか

について伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 鳥獣害対策の被害防止でありますネット柵及び電気柵の

設置につきましては、地区からの要望を受けまして設置を行っております。集落

間の防護柵につきましては、これにつきましても地域間で話し合っていただきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 次に、農家の所得向上といたしましては、米の消費拡大へ

の推進、また減反の撤廃を鑑み、水田のフル活用による米粉用米など、飼料用米

やそうしたものの生産を促し、販売価格の向上とコスト削減を図ることが必要か

と思いますが、今後の施策があれば何か伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 今後の施策についてでございますが、それぞれの実情に
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応じて異なりますが、生産、加工、販売の一体化の取り組み（６次産業化）と、

そして地産地消の取り決めをさらに促進するため、農産物直売所等へ出荷する生

産者への支援、また永平寺ブランドによる付加価値の向上支援とともに、販売に

つながるＪＡの営業努力に期待をいたしているところでもございます。 

 また、米粉用米と飼料米等の新規需要米につきましては、需要状況を見きわめ

ながらＪＡと関係機関と相談しながら検討してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 今後、米の生産は頭打ちとなることが想定されますが、農

家の所得向上への対策が必要かと思います。今後の課題としては、農家は販売価

格の見直しや販売先の確保に努め、コスト削減を図る中で販売の企画力の向上と、

畑作や果樹、また野菜、畜産の促進を図りながら企業との連携構築をすることが

課題ではないかと思います。 

 この課題を推進するに当たりまして、永平寺町としての役割と指導について伺

いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 町の役割と指導につきましては、意欲のある農業者には

積極的に支援、指導を行っていくことが必要であると考えております。しかしな

がら、農業者やＪＡがみずから取得向上やコスト削減に向けた取り組みを行って

いくことが重要だと考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 減反及び補助金の撤廃に伴いまして、今後は農協が社会情

勢の変化や組合員のニーズの変化を的確に捉えることが必要かと思います。 

 農協は、社会情勢と組合員のニーズの変化を捉える中で、農業者の所得増大に

つながるよう指導するとともに、農協の販売力の強化や生産、また資材等のコス

ト削減を図り、農協による農業自営など、農協の新事業を構築しながら農産物の

販売量の拡大や、そして生産コストの縮減を図ることによって農家の所得向上に

つながるかと思います。 

 また、消費者のニーズに合った農産物を生産することによりまして消費者のニ

ーズにも寄与できるのではないかと思いますが、今後の農協への補助金にちなん

でこの件について伺いたいと思います。 
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○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 農協への補助金につきましては、農家の所得向上と生産

者、生産組合の要望を受けまして、農協に対して生産拡大と農家の労力の改善の

ため、機械整備に対する支援を行っております。 

 今後の農協への支援につきましては、農家（生産者）の所得向上と生産意欲に

つながる支援を考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 農業従事者の高齢化が進むことから耕作放棄地が見られま

すが、今後、農業の担い手を育てる、支える仕組みを強化し、担い手の育成確保

が急務と思われますが、担い手を育てるには、また担い手を支えるにはどうした

らいかについて農家とともに行政も考えることが必要と思いますが、この件につ

いてはどのように思っていますか。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 農家、また担い手の育成につきましては、農家、また組

合員をまとめております農協が主体となって農家の育成を行うのが妥当だと考え

ております。 

 町といたしましては、担い手や農家の育成のため町独自の施策を行っておりま

すが、農協や関係機関と連携を図り、農家育成に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 農協は農家が自主的につくった民間組織ですから、行政の

関与には限界があるかと思いますが、農協の事業は、信用や共済事業に重点を置

くだけでなく、農協の本来の役割である地域の農業振興に力を入れるべきである

かと思います。 

 関連質問として税務課長に伺いたいと思いますが、農協には一般企業に比べて

法人税が安いことや出荷施設などの固定資産税が免除されていることなど、さま

ざまな優遇措置があると聞きますが、この優遇措置について伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 農業協同組合に対します優遇税制でございますが、まず
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固定資産の家屋に対する優遇がございます。農業協同組合の事務所、倉庫に係る

家屋に対する固定資産税は非課税となっております。 

 次に、償却資産に対する優遇がございます。共同利用に使用する機械、装置は

３カ年間、２分の１の軽減措置を受けることができます。さらには、国の法人税

でございますが、通常ですと２３．９％の税率が適用されますが、１９．０％の

軽減税率によって税額を決定しております。国の法人税の税額がそのまま法人町

民税の課税標準となりますので、間接的にではございますが、法人町民税におい

ても優遇されているということになります。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） １問目の質問はこれで終わりたいと思いますが、今税務課

長が説明された以外にも、農協は民間組織ですが、金融事業や保険などの共済事

業を初め、スーパーマーケットやガソリンスタンド、それに病院などを経営する

ことが許されております。これは、食料難の時期に農家を育て食料を確保する目

的で優遇措置を施したことによるものと思います。こうしたことを考えれば、地

方農業の振興には行政にも責任があるかと思います。 

 行政としても、優遇措置などを条件に、語ろう会での農家のこれまでの質問内

容について改善措置を指導することをお願いいたしまして、１問目を終わります。 

 次に、包括的連携協定について伺いたいと思います。 

 町長が県内市町村長の先陣を切りましてトップセールスマンとして県内外を縦

横無尽に活動する姿が新聞紙上で報道されております。こうした報道から、町内

地域の方々を初め、知人から永平寺町の町政について問われることがありますの

で、この一端をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 去る１１月９日、県立大と永平寺町が地域活性化や教育に関する包括的連携協

定を結んだと報道されておりますが、これは長期的な協力を前提として、各種分

野や案件ごとだけではなく、包括的な協力方針を定めることで双方がメリットを

共有できると判断されたことによるものと思いますので、次の点について伺いた

いと思います。 

 初めに、中部縦貫道路が大野から永平寺町までの区間において来年の春には開

通いたしますが、他県、他市町との地域間交流について、県立大とのディスカッ

ションの中ではどのように進め地方創生につなげたいのか伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 



 －37－ 

○総合政策課長（太喜雅美君） 県立大学との協定につきましては、去る１１月９日

に包括的連携協定を締結させていただきました。協定には６項目ございますので、

主な内容だけご説明を先にさせていただきます。 

 １つ目に、地域振興を担う人材の育成としまして、地域の歴史、文化、産業を

学ぶフィールドを永平寺町は提供して、インターンシップ活動などを通して地域

と触れ合っていただくことになります。 

 ２つ目に、地域社会の活性化及びまちづくりとしまして、地域資源の有効活用

策などの提言や共同研究、魅力あるまちづくりへの専門的アドバイス、支援をい

ただくことになっております。また、大学の施設及び町の施設の相互、お互いの

有効活用を行いたいと思っております。 

 ３つ目に、教育及び学習機会の提供としまして、各種団体等への出前講義や講

座を充実させ、地域住民と学生との交流の推進などをすることになってございま

す。 

 以上が内容ですが、ご質問の他県、他市町との地域間交流につきましては、福

井県立大学には県内にはない経済や経営の専門家がおられます。この方々のアド

バイスや支援をいただきながら常に連絡を密にしまして、地方創生につなげてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） 建設課のほうで、中部縦貫自動車道、永平寺大野道路の

開通に関連しましてお答えさせていただきます。 

 永平寺大野道路全線開通によりまして、移動時間、距離の短縮で人や物の流れ

が変わってまいります。そういった動きの中で地域間交流が活発になり、産業振

興や観光客の誘致の促進など、より開通効果が発揮されるように連携をしていき

たいと考えております。 

 今後は、連絡協議会等の設置によりましてアドバイスや支援をいただきながら、

地域の活性化につなげていきたいというふうに考えております。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 次に、田園回帰の時代を開くと題して、永平寺町を全国に

アピールできる豊富な地域資源に恵まれている、これらを強力に情報発信する中

でブランド化につなげることが大切であるとしておりますが、包括的連携協定の

中でどのように見出していきたいのか伺いたいと思います。 



 －38－ 

○議長（齋藤則男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（川上昇司君） 今ほど総合政策課長のほうから連携協定についてご

説明をさせていただきましたとおり、包括連携におきましては、産業振興など６

つの項目において連絡協議会を設置し、協議を重ねていくこととしてございます。

本町には２つの大学があるというメリットを最大限に生かし、福井県立大学の地

域経済の専門的知識と町民の皆様、それと恵まれたこの町の地域資源を結びつけ

て産業の振興につなげてまいりたいと考えております。 

 この協定を受けまして、１１月２３日には、県立大学の学長を初め、学生の皆

さん３７名に大本山永平寺で座禅をしていただいて、各自自由に門前のまち歩き

をしていただくなどの体験をしていただき、そのアンケートにより学生目線での

ご意見をいただいております。 

 また、ブランド戦略推進委員会や町のチャレンジ企業審査会には大学の教授に

も参加していただいており、それぞれの知識を生かした提案やご意見をいただく。

このほか、周遊・滞在型エリア創出プログラムにおきましても、県立大学の地域

経済研究所の教授及び学生さんから参画をいただき、まちづくりの視点でのご意

見をいただくなど、今後のまちづくりに生かすような取り組みを行ってございま

す。 

 包括的連携協定を結んだことにより大学からもたらされる知識などを生かし、

永平寺町の特有のもの、永平寺町でしか体験できないものなど、これまでの事業

に新たな視点での事業展開の協議を重ねながら、町内の産業、企業の支援、永平

寺ブランドの育成などに生かしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） 最後になりますが、国体を２年後に控える中で、町内各種

スポーツの振興と環境整備が必要かと思います。 

 家庭婦人バレーボールなどは、国体に備えまして、町内バレーボール大会にお

いて隣接市や町のバレーボールチームを招待して大会を盛り上げようと努力をし

ております。他の各種スポーツにおきましても国体へのムードを高揚させること

が必要かと思います。 

 また、環境整備におきましても、花いっぱい運動もいま一つ盛り上がらないの

が現状かと思います。 

 また、小さなことですが、子どもや老人が横断歩道を渡るに当たりまして黄色
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い横断旗がありますが、ビニール製のため、横断旗は、寒いとき、また古くなっ

たものは開きません。しかし、きょう朝、再度点検をいたしましたところ、布製

に新しく取りかえてあります。これは大変ありがたいと思いますが、町内各地に

おいても再度点検をして整備していただければありがたいなと思います。 

 こうした身近な環境整備、いわゆる花いっぱい運動や横断歩道旗などの振興と

整備が必要かと思いますが、これは包括的連携協定の中での位置づけについては

どのようになっているのか伺いたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（山田孝明君） 今、議員さんのほうから、競技団体であるソフトバ

レーボール協会、いろんな形で対応というか、取り組んでいるということで本当

にありがとうございます。 

 今、教育委員会としましても、町の体育協会主催の大会等と連携をしまして、

本町で開催される、例えばソフトボールとかバスケットボール、ハンドボール競

技、そういった競技の普及とか啓発として、例えば各種の教室とか地元国体選手

からの指導を受けるとか、そういった機会を計画していきたいと思っております。

これは町単独というよりも、いろんな団体と協力してということでございます。

また、地元の選手育成というんか、そういったことでも競技力の向上、そういっ

たことの取り組みも検討していきたいと思っております。 

 また一方、施設関係、町としましても、公共施設の再編計画を今上げさせてい

ただいておりますが、例えば松岡総合運動公園グラウンド及び海洋センターのプ

ールとか体育館の整備関係、また永平寺緑の村ふれあいセンター関係の各修繕、

そういったものを計画的に、今年度もやっておりますけれども、来年度、２９年、

３０年度に計画的にやっていきたいと思っております。 

 また、先ほどの大学との包括的連携の件ですけれども、最初、総合政策課長が

述べたとおり、いろんな項目があります。そういった観点で、例えば大学の地域

交流の施設とか、また本町のいろんな社会体育、グラウンド等も含めた体育館 

    施設関係を相互に利用しやすく、またお互いが、当然管理運営している

わけですけれども、その利用を促進できるようなことを利用しやすく、また連絡

協議会の中で検討を進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 国体推進課長。 

○国体推進課長（家根孝二君） 国体推進課の立場として申し上げたいと思いますが、
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今ほど花いっぱい運動がいま一つ盛り上がりに欠けているのでないかということ

でございますが、現在、本国体に向けまして、花いっぱいの里親募集ということ

で２，０００個の募集をかけているところであります。現在１，５００以上、１，

６００に近い応募がありまして大変ありがたいことでありますが、今後また引き

続き募集を行っていきたいと考えております。来年度、実証栽培を経まして本国

体に向けて取り組んでいきたいと思っております。 

 そういうことで、県立大学との包括的連携協定の中で、まず今ほど言いました

花いっぱい運動のプランター栽培、あと学生ボランティア、こちらのほうの協力、

あと予定しておりますクリーンアップ作戦のほうの参加をお願いしたいというふ

うに思っております。 

 あと、ソフトボール、ハンドボールの競技の練習会場といたしまして大学の施

設をお借りできないかというふうに思っておりますので、今後、大学側と協議を

していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今回、県立大学との包括協定を結ばせていただきまして、ま

ずその専門的な先生とかとのいろいろなご意見を聞く場、もう一つは学生さんと

町民との交流というのを深めていけばいいなと思っております。その中で、例え

ば、福井県立大学にはサークルとか部活がたくさんありますので、ママさんバレ

ーボール大会に県立大学の女子バレー部が交流試合に参加していただくとか、公

民館活動に文化部が一緒に何かやっていただくとか、そういった趣味といいます

か、取り組んでいることの共通点で交流を図れるような、そういったことも大学

のほうと協議していきたいなと思っておりますし。 

 もう一つは、今、永平寺町、県立大学を含めいろいろなところと協定を結ばせ

ていただいております。やはりこれからの行政運営といいますか、地方創生に向

けて、いかに専門的な情報、世の中の流れ、そういったものを把握しながら進め

ていくかというのが大事ですし、そういった中でそういった各団体、大学、また

労働局のような組織、そういった方が持っている情報であったり経験であったり、

そういったことをいかにこちらが吸収して行政のいろいろな施策に結びつけてい

くかというのも大切ですし、今考えておりますのが、今いろいろなところと結ん

でおります。その協定を結んでいるところとの連携といいますか、今度は銀行さ

んと県立大学さんであったり労働局であったり、そういったところの連携という
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のも図っていただいて、より強固な連携にして行政運営に結びつけていきたいと

いうふうに考えております。 

 それと、花いっぱいのお話もありまして、今、国体推進課、いろいろ取り組ん

でおります。実は、その花を植えている住民の方は結構、本当に多くたくさんい

まして、今考えていますのが、その花を植えている人たちのサミット、永平寺町

内でそういった一緒な趣味を持たれている方が一堂に会していただいて、「どう

いうふうに花を植えていったらいいか」とか「私たちはこうやって植えてるで、

なら私たちのつくった種使ってみたら」とか、そういったサミットを開いて花い

っぱい運動につなげていきたいなというふうにも思っております。花いっぱい運

動は国体のためではなしに、国体が終わった後も一番身近にできる環境整備、住

民参画といいますか、それの一つだとも思っておりますので、この花いっぱい運

動を大切にしながら進めていきたいと思っておりますので、また応援よろしくお

願いします。 

○議長（齋藤則男君） 川治君。 

○１５番（川治孝行君） これをもちまして一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩します。 

（午前１０時４３分 休憩） 

────────────── 

（午前１０時５５分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 次に、１６番、長岡君の質問を許します。 

 １６番、長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） 改めまして、おはようございます。 

 すごく今、私、緊張してるんで、ちょっと自分の緊張をほぐすために余計なこ

とをしばらくしゃべらせていただこうと思うんですけれども。 

 実はけさのことなんですけれども、ちょうど７時過ぎだったと思うんです。我

が家のリビングが北向きになってるんですけれども、北のほうに大きな、それこ

そ本当に色鮮やかな虹が真っすぐ天に向かって出てきておりました。 

 実は今回、開会からきょう再開するまでの間、１週間以上の日にちがありまし

て何となく私の中で間延びしてしまったような感じがして、一般質問に対する緊

張感というのがどこへ飛んでってしまって、きのうになって、ええっあしただと
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いうふうな思いでいたんですけれども、そうした思いで、どうしよう、どうしよ

うと考えながらいたときに出た虹だったものですから、この１２月の暗雲立ち込

める空の中、それはそれは鮮やかな虹だったものですから、思いっきり背中を押

されるような思いできょうは出てきたわけなんですけれども。 

 何ていいましょうか、それこそ本当に余りの大きな虹だったものですから、こ

の虹がずっと出ててくれたらなと思ったんですけど、それが色薄れるのにはそれ

ほどの時間は必要ではありませんでした。すぐに薄くなってしまい、そして今度

は見えるか見えないかわからないぐらいの色で丸く円を描く、こういう虹になっ

ておりました。最終的に虹も頑張ってんだなというふうに私は思いながら虹を見

てきょうは出てきたわけでございます。 

 余談はさておきまして、今回は３つの質問を用意させていただきました。この

質問の中には、理事者が本来やっていらっしゃること、それから思っていらっし

ゃること、考えていらっしゃることと、私を含めました町民の皆さんがそれによ

って感じていることの間に若干の食い違いがあるかなという思いもしましたの

で、あえて３つ質問させていただくようにしたわけなんですけれども、もし思い

違いとか勘違いがありましたら、ぜひ、そこはそうじゃないんだよ、こうだよと

いうことをおっしゃっていただければと思いますので、どうぞ最後までよろしく

お願いいたします。 

 では、１つ目の質問であります在宅高齢者対策についてお伺いしていきたいと

思います。 

 まず、本町におけますひとり暮らしの高齢者、それから老老世帯、家族と同居

していても日中ひとりになってしまう高齢者は町内にどのくらいの数がいらっし

ゃるのか。地区別に教えていただければと思いますので、お願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） それでは、地区別の数字についてお答え申し上げま

す。 

 ただ、日中独居の高齢者という数を正確につかむ資料というものはございませ

ん。ですから、２８年１月１日現在の住基データを活用しまして概算で取りまと

めたものであることから、現実的な数字とはちょっと離れるということをご承知

おきください。 

 それから、前提として、６５歳以上の高齢者は２８年１月１日現在で５，５０

２人、要介護認定者は９６０人ということでお願いします。 
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 それから、デイサービス利用者ということも質問でありましたが、こちらにつ

いては用意できませんでした。要介護認定者ということでご承知おきください。 

 それではまず、６５歳以上の単身世帯の数で申し上げます。松岡地区で３３０

人、永平寺地区で１７０人、それから上志比地区で７０人の方が６５歳以上の単

身世帯ということです。なお、施設入所者数はこの中から省いております。 

 それから、６５歳以上の老老世帯ということで申し上げます。松岡地区が５３

０人、永平寺地区が４３０人、それから上志比地区が２７０人ということでござ

います。老老世帯の中身ですが、夫婦お二人という世帯もあれば息子さんとお父

さん、お母さんという４人世帯もございます。３人世帯もございます。そういっ

た数で今の数字でございます。 

 それから、６５歳以上の日中単身世帯ということで、松岡地区が３５０人、永

平寺地区が２７０人、上志比地区が１５０人という数字でございます。 

 それから、認定者につきましては、６５歳以上の単身者世帯のうち、松岡地区

は３３０人のうち８０人が認定者、永平寺地区は１７０人のうち３０人が認定者、

それから上志比地区は７０人のうち２０人が認定者という数字でございます。 

 それから、６５歳以上の老老世帯の中では、松岡地区５３０人のうち６０人、

それから永平寺地区は４３０人のうち４０人、上志比地区は２７０人のうち４０

人でございます。 

 それから、６５歳以上の日中単身世帯では、松岡地区３５０人のうち６０人、

永平寺地区２７０人のうち４０人、上志比地区１５０人のうち３０人が認定者と

いう数字でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） やはり人口２万人のうちの１万九千何がしだと思います

けれども、そのうちの５，５００人が６５歳以上の高齢者ということになると、

先ほどの川治議員の質問の中にも総人口の２６．何がしが高齢者になってますと

いうお話がありましたけれども、まさしく現実だというふうに思っております。 

 その中でこれだけの高齢者がいらっしゃるということで、高齢者の状況や情報

は庁内、役場のどこかもしくは役場外のどこかで管理していると思うんですけど、

それはどこで管理されて把握されているのでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 高齢者の状況を把握する体制ということですが、ま
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ず町では福祉保健課が窓口となります。あと地域包括支援センターであったり在

宅介護支援センター、それから民生委員さん、福祉委員さんから随時情報提供を

いただくということになります。必要とあれば、関係者が寄ってケア会議という

会議を開催して情報共有を図ったり、それから対策を検討したりしております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） 介護を受けてらっしゃる方につきましては、いろいろな

ところで、またいろいろな方々のお世話になりながら、情報の提供あるいは状況

の把握等をして、かなり町としてもつかんでいらっしゃるとは思います。それは

よくわかるんです。 

 ですけれども、介護認定を受けていなかったり、その状況に乗らない方もたく

さんいらっしゃるわけです。例えば松岡でいえば、独居の、ひとり暮らしの高齢

者に関して３３０名がいらっしゃるということをさっきおっしゃいました。その

うちの８０名につきましてはデイサービス、一応介護認定を受けているというこ

とであれば、残りの２５０名というのは、誰からもと言うとおかしいですけれど

も、そういうふうなところに乗っていない方なんですよね。単純に２５０名全員

が乗っていないかというと、そうでははいと思います。いろんな、民生委員だと

か福祉委員さんだとか、あるいはほかの支援されている方によってちゃんと手厚

く受けているかもわからないんですけれども、やはりどうしてもひとりでぽつん

とおうちにいらっしゃる方、老老でぽつん、ぽつんと二人、この時期ですとこた

つに相向かいになりながら座って１日を過ごしてる方とかというのがふえてくる

のではないかなと思います。 

 中でも一番心配なのは、朝晩、夜から朝にかけては家族がいて団らんもあるん

ですけれども、日中になると若い人たちは仕事に出かけていってしまって独居に

なってしまうという方もいらっしゃるのではないかと思います。そういう方の不

安というのがかなりあると思うんですけれども、そういう方、要するに介護を受

けてらっしゃらない、しかも家族が同居していて、ですけれども日中はひとりぼ

っちになってしまう、そういう方の現状についての対策というのは何かお考えに

なってらっしゃるんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 高齢者の単身世帯の不安解消ということで、緊急時

の対策ということも含まれると思います。 
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 まず、６月の在宅福祉サービスの中でもご説明申し上げましたけれども、町内

の全世帯に緊急時情報カードというのを設置をお願いしております。既往症とか

緊急連絡先を記載しておき、救急車でありますとか警察官への情報提供等をする

ものでございます。 

 それから、緊急通報装置の対応事業というのを実施しております。６５歳以上

の単身者や身障１、２級の単身者の方に、電話回線を利用した通報装置を貸与し

ております。安否確認とか緊急時の対応を図るということでございます。 

 それから、軽度生活援助事業とか配食サービス事業の中でご利用いただく場合

には、民生委員さんとかの見守りも含まれております。軽度生活援助事業では月

２回でございますし、配食サービスでは週３回の見守りができるということにな

ります。そのほか、地域ふれあいサロンへの勧誘でございますとか老人センター

の利用なんかも啓発しております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） ありがとうございます。 

 今課長がお答えいただいたのは、あくまでもある程度把握されている方だとい

うふうに、私はそういうふうに聞こえたわけなんですけれども。 

 例えば、認知もなければ歩行も、それから自分の生活もある程度できるという

方、たくさんいらっしゃるんですけれども、３月ぐらいから１１月ぐらいまでは

自分の趣味を生かして畑に行ったりとか、またお天気がよければ近所のおばちゃ

んと話をしたりとかというのができるんですけれども、できてそれなりに楽しん

でいらっしゃる方というのがいると思うんですけど、今のこの時期になって、こ

の１２月の時期から来年３月中ぐらいまでといいますと、やはり雪が降ったり雨

が降ったりという毎日が続きます。そうするとそういうお年寄りは何をしている

かといいますと、畑に行くこともできないですし、畑に行ったところで作物がで

きるわけではありませんので行く必要もないと思います。そうかといって、寒い

北風が吹く中、外へ出かけようかという気にもならないのではないかなというふ

うに思います。じゃ、何をしているのかなと思いますと、家の中でテレビとこた

つとストーブが盗まれないようにじーっと番をしている。そして朝から晩まで、

ご飯になればちょこっと立って、何メートルか先のキッチンに行ってご飯を食べ

て、また何メートルか先に歩いて戻ってもとの場所に座るという、こういう生活

をお年寄りはされているのがほとんどではないかなというふうに思います。この
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お年寄りがこの時期になると、やはりどうしても、万が一何かあったとときに見

つけてもらえない、助けてもらえない、あるいは孤独感を感じてしまうというよ

うなことが起きてくるのではないかなというふうに思いました。 

 そういうなのを目の当たりに見てまして、今回ちょっと調べてみたいなと思い

まして、実は老人センターと、それから宅老所、デイサービス、小規模多機能居

宅介護施設の違いは何なのかというのをちょっとネットで私なりに調べてみまし

た。 

 老人福祉センター、松岡にも翠荘にあるのがそうだと思うんですけれども、こ

れは高齢者を対象に趣味や娯楽を通じた交流の場であり、さまざまな目的で気軽

に利用できる施設というふうに記載がありました。年齢制限とかそういうなのも

書いてはありましたけれども、それは別としまして、誰でもが行けるところとい

うふうに書いてありました。 

 また、宅老所というのを調べてみましたら、託児所の「児」を「労」に変えた

介護事業所で、宅老所の利用には３種類あり、デイサービス、訪問サービス、宿

泊サービスとなっておりました。もう一つ、近年では小規模多機能居宅介護とい

う制度が導入される中で、保険対象外の宅老所という名前のものはなくなりつつ

あるという傾向にあるというふうなことも書かれておりました。 

 じゃ、宅老所が託児所の「児」を「労」に変えたものであるならば、実際のと

ころ、私が思うには、デイサービスであったりとか訪問サービスであったりとか

宿泊サービスという、そのデイサービスという観念が、実は町内にありますデイ

サービス、本当に介護認定を受けてお風呂だとか食事だとかをしてもらうところ

がデイサービスのように私は感じてたものですから、これって普通に考える、私

が思ってた宅老所じゃないよねというふうに感じたのは事実です。私が思ってい

たのは、正直言いますと幼児園の高齢者版みたいな感じで、希望者があれば誰で

も一定の年齢に達すればそこへ、有料でしょうけれども、通所できる。別にお風

呂もひとりで入れるし、お手洗いも自分で行けるし、食事も自分でできるし何ら

介護は必要ないけれども、日の日中ひとりでぽつんといるのが寂しいから、そう

いう施設へ行って孤独感を感じることなく自分の趣味なんかを生かせるような場

所があったらいい。むしろどちらかというと老人福祉センターに近いようなもの

が宅老所だというふうに思っていたわけなんですけれども。 

 以前、どの議会だったかは忘れたんですけれども、宅老所の新設という話があ

ったような記憶をしているんですけれども、そういった意味での宅老所というの
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についてはその後どういうふうになっているのか。もしなければまたないで、今

後考えていきたいということがあればそれを教えていただければと思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これからいろいろな福祉施設の充実というのは、少子・高齢

化が進む中で必要になってくると思っております。その中で宅老所というものも

検討していかなければいけない大切な施設だということも認識しております。た

だ、６５歳以上の方、実は今、永平寺町でも３０％弱の方が６５歳以上になられ

てまして、活躍をしていただきたい。もっともっといろいろに。 

 この前も健康長寿クラブの方とお話ししているときに、「私らは時間幾らでも

あるで、何でも町のためにやりたいで何でも言うてくれ」という、そういった心

強いお話もさせていただきました。今、健康長寿クラブの皆さん、福井大震災の

語り部であったり３年日記であったり、またこういうこともやってみたい、ああ

いうこともやってみたいという、そういった意欲的な提案もいただいておりまし

て、どんどんどんどんそういう参加する輪を広げていただくこともお願いしたい

なと思っておりますし、また先ほどの花いっぱい運動もどんどんどんどん参画し

ていただく、そういった事業を町が関係団体、また公民館、いろいろなところが

することによっていろいろな場面で活躍していただく、そういった機会をつくっ

ていくといいますか、参加していただく、また活躍していただく場をつくってい

きたいなというのも一つ思っておりますし、また上志比のほうの旧小学校は今壊

しておりますが、その体育館を利用して冬でもスポーツができる環境といいます

か、そういった環境整備で、今までですと冬の間はなかなか練習で集まれなかっ

たのを、そういったところでまた交流を深めていただくとか、その後、温泉に入

って帰っていただく、そういったいろいろな大先輩方の活躍の場というのを創出

していくのも私たちの務めだなと思っております。 

 福祉施設の充実というのも大切なことだと思いますが、「私、あんな福祉施設

じゃなくて、こういった趣味のことがしたい」とか、いろいろなニーズもありま

すんで、活躍していただいて町政の、町の発展にまた協力していただく、そうい

った取り組みを行っていきまして、誰かといつも会っていて地域の活動もしてい

て孤独感を感じない、寂しいなと思ったら誰かに電話してまた行ける、そういっ

た環境になればいいなと思っておりますので、またよろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 議員おっしゃるとおり、これから冬に向かって高齢
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者が宅内で過ごしてしまうという現実は確かにあると思います。ただし、そうい

った高齢者の方にもみずから気づいていただきたいというふうに思っています。

まずは介護予防に取り組んでいただいて、それから社会参加もして、ふえていく

であろう要支援１、２の方についてはなるべく歯どめをかけていきたいというふ

うに思っております。 

 来年から新しい総合事業というのが始まります。これは地域で生活する高齢者

が気軽に利用できるような事業所といいますか、場所を既存の介護事業者さん以

外にもシルバー人材センターとか、それからＮＰＯ法人、それからボランティア

さんによる取り組みというのを期待しております。掃除とか買い物とか軽度の援

助が必要な方については、できれば住民主体によるサービスを期待するものです

し、そういった住民の方みずからが取り組むことによって介護予防につなげよう

と、そういった狙いもございますので、来年以降の取り組みとなりますが、生活

支援協議体というものを設立して、地域で協議体をつくってサービスをつくって

いこうというふうに考えております。 

 それから、宅老所の件でございますが、宅老所につきましては、現在の介護事

業所の小規模多機能型居宅介護施設、これのモデルとなったような概念でありま

す。全国には託児所と幼児園と、それから障害者施設を合わせたような宅幼老所

みたいな事業所もあるように聞いております。将来に向かってそのような事業者

さんが出てきていただけるのは非常に期待するところでございますが、現状では

町では、今年度オープンしましたグループホームと小規模多機能の１施設ずつが

オープンしておりますので、現状では町による宅老所的な施設というものは計画

はしておりません。民間さんの事業者さんのほうで出ていただけるのを期待した

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） ありがとうございます。 

 町長の高齢者に対する思い、それから町の体制というのは今お伺いしたんです

けれども、一つ、今、福祉保健課長がおっしゃってたのは多分富山型デイサービ

スというんで、要するに、高齢者の宅老所と、それから小さい幼児の幼稚園が合

体して一緒な施設の中に同居するような、そういうなのを、何か宅老所というか、

そういうような中でも富山型デイサービスというふうに名前がつけられているそ

うです。 
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 それも一応調べてきました。その中には、自宅でいられるような環境の中で小

さい子どもたちと触れ合うことが、お年寄りにとっても、また小さい子どもにと

ってもお互いに相乗効果があって非常にいいことなんだよというのが、効果的な

んだよというのがこれには書いてありました。それで一番最後に、富山型デイサ

ービスは日本各地で拡大中でありますということも一言書き添えられていた。こ

れはもう全くの事実なんですけれども、ああ、すばらしいことをやってる自治体

もあるなと思いました。 

 私もこれで今現在２期目の議員で、丸６年がたちましたけれども、ずっと議員

になったときから教育民生の常任委員会で活動させていただいております。その

中では、常に宅老所というところも何カ所かあちこち視察に行かせていただきま

した。すばらしくいいところというこの富山型というのも実際に見学させていた

だいたこともありますので、そのときはそのときで、たしか多分、一般質問でさ

せていただいたなというふうに思いました。 

 福祉保健課長のお話ですと、宅老所的なものにつきましては民間でというお話

がありましたけれども、一緒に考えるのはまずいかもわからないんですけれども、

幼児が通園している幼稚園や幼児園というのは義務教育でもありませんし、保護

者が任意で入園させているというのが現状だと思うんですよね。その幼児園に入

園させるという目的につきましては、保護者が日中、仕事等の理由によって不在

となり幼児の世話ができないためであるという、こういう目的を果たすために幼

児園や幼稚園はあるものだと思っております。本町では、この幼児園、幼稚園に

つきましては全て１０園公立であります。それを同様に考えますと、日中お世話

してくれる人または見守ってくれる人がいない高齢者のための宅老所というの

は、民間にこだわるというのはいかがなものかなというふうに思います。 

 公立の宅老所があってもよいというふうに思いますし、物理的に不可能かもわ

かりませんけれども、幼稚園、幼児園に併設するというのも可能ではないかとい

うふうにも考えられますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 新しい提案をありがとうございます。 

 その点につきましては今後検討していくというようなお答えになりますが、ぜ

ひ参考にさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 
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○１６番（長岡千惠子君） 余り幼稚園、幼児園のことに触れるつもりはなかったん

ですけれども、今ちょうどこの時期になりますと、来年度の入園が決定したころ

か、決定するころだろうというふうに思ってます。やはり旧松岡町をとって言え

ば、松岡小学校校区内での入園希望者というのはかなりあって、１００％待機と

は言いませんけれども、１００％を校区内で受け入れることはできていないので

はないだろうかというふうに考えます。そうした対策も町長の頭の中では考えて

らっしゃると思いますので、ぜひそれをお考えになるのであれば、高齢者も含め

てお考えいただければというふうに思っております。 

 高齢者はますます増加傾向にあると思います。多分、団塊の世代の方がある程

度の年齢になればそれも減ってくるとは思いますけれども、ここ１０年ぐらいは

どうしてもふえる一方だというふうに思っております。高齢者が安心、安全に暮

らせることは言うまでもありませんが、またその家族が安心して働ける体制とい

うのが、一億人総活躍の時代と言われている中では急務ではないかと思います。

今や待ったなしで介護保険も変わっていく状況にある中、町としてのご所見があ

れば教えていただければと思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 先ほども申し上げましたとおり、やはり大先輩方が参画でき

る、また大先輩方の知識、経験、そういったいろいろなものを生かせる、活躍で

きる、そういったまちづくりを推進していくことが、いろいろな形で参画して若

い人たちから大先輩までがコミュニケーションをとれる、そういったまちづくり

が求められていると思っております。 

 宅老所につきましても、宅老所をつくって、じゃ、そこで何をするか、どうし

たら人が集まってくるか。ただ開設して誰も集まってこなくてもだめですし、や

はり私思いますには、いろいろな趣味であったり目的であったり、これがしたい、

あれがしたい。先ほどの花いっぱいのサミットではないですが、そういった方々

の情報を共有する場、それが公民館活動であったりいろいろなことがあると思う

んですが、そういったことによっての連携といいますか、共有して切磋琢磨もし

たり情報を共有して、「じゃ、私はこうやってやろう」という、そういったプロ

デュースといいますか、仕組みをつくっていけたらなと思っております。 

 やはり高齢者の皆さんだけじゃなしに、若い人たちが尊重できる、「先輩はこ

うやってやるんですか」とか、若い人たちに「ちょっとこれ何か教えてください

よ」とか、そういった環境づくりといいますか、そういったことを町の事業、ま
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た公民館事業、またスポーツもそうですよね。今、７０歳になられてもソフトボ

ールをしてたりサッカーをされている方もいます。そういった方々との活躍の場

というものをしっかりつくっていって健康でいていただく、そういったことが大

切かなと思っておりますので、高齢者の皆さんが活躍できる、そういったまちづ

くりをしていきたいというふうに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） ありがとうございます。 

 町長がずっとおっしゃってることの中に、この町には２つの大学があって、学

生さんとの交流をしていきたいというお話をいつもされております。私は別にそ

れが悪いというわけではないんですけれども、もちろん若い方、特に若い方とい

うのは自分の思いとかと言う場がないので、そういう方を交流することによって

そういう方の意見を取り入れていくということは非常に有意義なことだと思いま

す。 

 それと同時に、高齢者の方につきましても我々の大先輩ですし、少なからず私

たちが経験しているよりも、より以上のことをたくさん経験されていることだと

思いますので、そういった方がやっぱり安心して暮らせるまち、そして活躍でき

るまちというのが非常に大切なことだと思います。宅老所で預かって見守るだけ

が能ではないというのは十分承知しております。ですけれども、活躍できる方に

は活躍していただいて、保護が必要な方には保護の手を差し伸べる、こういった

まちづくりというのが今後絶対に必要ではないかというふうに思っております。 

 この件につきましてはいろいろ考えていただけると思いますので、このくらい

にいたしまして……。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、県立大学との協定を結びまして、学生に特化してるので

はないんです。学生と町民の皆さんとの交流、先ほど申し上げましたとおりに、

スポーツの中で学生さんと一緒に、若い人たちと先輩方が一緒にスポーツをした

り文化活動をしたり、またまちづくりの点に関しましては、参画していただいて

いる地域の人と、またその若い感覚を取り入れていく。行政は、学生さんだけに

聞くんではなしに、地域の人と一緒にいろいろな視点で考えていただくというこ

と。また、大学生の先生が出前講座といいますか、公民館とか今できるえい坊館

とかいろいろなところで地域の皆さん対象に講義をしていただく。そういった大

学がある利点を生かしていくというふうな協定でございまして、学生のためとか
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という、そういうのではなしに、住民の皆さんとの新しい空気といいますか、そ

ういったことにつながっていけばいいなというふうに思っておりますので、ご理

解よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） ありがとうございます。 

 私も別に学生に特化したというふうに思ったわけではないんですけれども、そ

ういう学生を含めた若い人たちとの交流というのが非常に大切だなというのは十

分承知しているつもりです。 

 ただ、何というんですか、残念なのは、県外から来ている学生さんというのは

４年なり、あるいは６年なりすると大方の方が地元に帰られたり、またはここを

離れていかれてしまうのではないかなと思うと。だからといって、学生さん、そ

ういう方がいろんな提言していたことについて無責任な発言をしているとは思い

ませんけれども、少しでもよくなればというふうな発言をいただいているんだろ

うと思いますけれども、やはりここのまちに、もう実際に住んでいる若者の意見

も活用してほしいなというふうに、活用してるのはわかるんですけど、何という

んか、その重要度をアップしていただけたら。何かちょっと見えてこないなとい

うのがあります。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 重要度はもちろん物すごくアップしておりますというか、も

ともとアップしております。ただ、学校との、学生さんとの連携というのが物す

ごくなかったので、それに積極的に入っていただく。もう一つ、学生さんも住民

票を持ってきて、住民ですのでそういったのはしっかりと、学生だからとかそう

いったのでなしに、平等に扱うところはしっかり扱っていかなければいけないな

というふうにも思っております。 

 もちろん地域に住んでいただいている若い人たちに活躍をしていただく中で、

地域の若い人たち、どちらかといいますと、やはり働いている方が物すごく多く

て、なかなかその参画の機会というのがないというのが大きな課題になってます

し、現状だと思っております。そういった働いている世代、子育てをしている世

代に今どういうふうにこの町政に参画していただくかというのが大きな課題にな

ってますので、そういった点ももちろんしっかりとやっていきたいと思っており

ます。 

 もちろん今、若い人たち、各地区では活発に、壮年会活動であったりもやって
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いただいておりますし、いろいろな活動をやっていますが、地区では頑張るんで

すけど、もう１個上の町の何かというとなかなか参画が少ないというのもありま

すんで、そういったのも、「若者・学生まちづくり条例」なんです。「若者」が

先に来ておりますので、それも学生のための条例でなしに、若者と学生の条例と

いう、そういった位置づけで、もう一度その若者の参画もどういうふうにやって

いけばいいのか見直す意味でこの条例の制定というのを今進めていっているとこ

ろであります。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） ありがとうございました。ごめんなさい、町長。質問に

ないことまでいろいろお伺いして申しわけございませんでした。 

 では、この宅老所、高齢者の対策についてはこのくらいにさせていただきまし

て、引き続きまして、同じ福祉のほうなんですけれども、２つ目に障害者総合支

援法に基づく地域生活支援の拠点の整備ということで質問させていただきたいと

思います。 

 近年、一口に障がい者といいましても、身体障がい、知的障がい、精神障がい、

発達障がいなど障がいが多様化しております。特に精神障がいや発達障がいは、

その症状につきましてもさまざまで、対応が非常に難しいというふうに聞き及ん

でおります。 

 第４期基本計画では、施設入所者の削減を行い、地域生活への移行を平成２９

年度末までに行うというのが計画されております。これによる対象となる人は本

町にはいるのか。また、地域生活での受け入れ準備はできているのでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） お答えします。 

 第４期障害福祉計画におきましては、住みなれたまちで自立しながら生活でき

るようにという方針から、施設のほうから移行してという計画をうたっておりま

す。 

 本町に対象者はいるのかということでございますが、具体的なこの方というよ

うな特定をしているものではございません。対象者を見据えて設定はしておりま

せん。それから、移行先ということでございますが、永平寺町においてはグルー

プホームでの受け入れということを期待するものでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 
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○１６番（長岡千惠子君） グループホームにつきましても、昨年までは本町には１

カ所だったのが、本年もう１カ所開設されて２カ所になったわけですよね。２カ

所になったんだというふうに意識してるんですけれども、今まで施設に入所して

いた人、居宅で介護したりというのは簡単なことはないというふうに思っており

ます。住居の問題を初めとして、家族間の問題、地域での問題、支援の問題など、

問題が山積みしているというふうに思います。 

 実施まであと１年３カ月余りしかありません。対象者を見据えているというこ

とでもないということですし、その対応はグループホームでということなんです

けれども、やはりその状況に合わせての対応策というのはお考えになってらっし

ゃるんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 状況に合わせた対応ということでございますが、現

状におきましてはグループホームで受け入れをしていただくと。それから、その

受け入れ先のホームの整備につきましては、永平寺町でという、行政単独でとい

うことではございません。福井市と合わせた圏域をもって整備していくというこ

とを計画しております。 

 ただ、整備したいという意向を持った事業者様はいらっしゃいますけれども、

現実的にはまだ一歩踏み切れていないということで、二の足を踏んでいるという

ふうに聞いております。お話はございますけれども、そういう状況です。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） あと１年３カ月余りですから、該当するかもわからない

と思っていらっしゃる方が安心して暮らせるような対応というのをぜひともお考

えいただきたいというふうに思っております。 

 また、国の方針では、障がいのある人の地域生活を支援する機能の集約を行う

拠点というのを平成２９年度末までに各市町または各圏域で少なくとも１カ所以

上整備するというふうになっておりますが、本町ではどういうふうな対応になっ

ているんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 今ほど申し上げましたけれども、福井市と合わせて

圏域でグループホームの整備を考えているというところで、圏域内で１カ所の整

備を予定しております。 

 ただ、事業者さんも、お話はあるんですけれども、いま一つ踏み切れないとい
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う状況でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） 済みません、この障害者総合支援法というのがちょっと

余り私もよくわかってなくて、今回初めてこの質問をさせていただきました。 

 というのは、今、圏域で整備するというふうに課長おっしゃってたんですけれ

ども、それがあと１年３カ月の間どうなるのかなという思いと、本当に障がいの

ある方がどうやって地域で暮らしていけるのかなと。特に一番問題になるのは、

家族の対応が一番大変だろうと思いますので、そこら辺の対応を含めたことと思

いましたので。正直言いまして、この障害者総合支援法につきましては私自身が

勉強不足なものですから、きちっとした質問ができなくて申しわけないなという

ふうに思ってますけれども、あと残された１年３カ月の間に、そういった弱い立

場にある方が十分地域で、あるいはそういった別の施設でというところで今まで

どおりの生活ができるように極力支援をお願いしていきたいなというふうに思っ

ております。 

 この件につきましては、今申し上げましたように、余りにも私が勉強不足なも

のですからこれ以上のことをお聞きすることができません。ですけれども、障害

者総合支援法というのが変わって実施されるのは事実でございます。間違いのな

いことですし、これから先、どんどんどんどんとそういうふうな方向に進んでい

くのもこれまた事実だろうというふうに思いますので、ぜひとも障がいのある方

も地域で皆さんと、健全な方と同様に暮らしていけることが一番大切というふう

に思いますので、その点、十分にご配慮願いたいというふうに思います。 

 それでは、最後の質問の人口減少に歯どめをかけるにはということで質問させ

ていただきたいと思います。 

 人口減少につきましては、地方創生総合戦略の中でも多方面にわたり計画がさ

れていることは十分承知しております。計画されていることを一件ずつ考えると、

他の地域に住んでいる人を対象に永平寺町に移住してもらうための施策が目につ

いております。本町以外で生まれ育った人に本町に移住してもらうというのは、

なかなか難しいというふうにも考えます。本町にかかわりのある人、特に本町で

生まれ育った人が県外の大学に進学した、そういった人を対象に本町に戻ってく

る施策が必要ではないかというふうに考えております。 

 現在、学校給食無償化事業が進められております。保護者の負担軽減には十分
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なっていると思います。給食費の滞納者がどれだけいるのかは存じませんが、給

食無償化による人口の増減というのはあったのでしょうか。年間８，０００万か

ら９，０００万円のお金が消費という形で消えてしまっています。このお金を、

県外に学業のために出ていった人を町に呼び戻すために使ってはどうかというふ

うに思います。 

 例えば、町独自の奨学金制度があります。大学卒業後、Ｕターンで本町に戻り

一定期間町民税を納入すれば奨学金の返納は免除する、あるいは減免するといっ

たものであります。 

 今までにも奨学金については一般質問があったように記憶しております。再度

検討すべき時期だというふうにも思いますので、町としてのお考えがあれば教え

ていただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（坂下和夫君） 学校給食無償化に要する費用を奨学金制度の導入等

で代替してはどうかというようなご質問でございますが、現在、学校給食無償化

を進めておりますので、各校で給食費の滞納者につきましては該当者はおりませ

ん。 

 それから、給食無償化による人口の増減というご質問でございますが、教育委

員会が、町内に転入または町内から転出する方につきまして、その目的を調査す

るというようなことはできませんので、個人情報保護の観点からも、ただいまの

ところ、学校給食無償化による人口の増減数というものは把握しておりません。 

 それから、町独自の奨学金制度について検討をということでございますが、こ

れまでも議会からのご質問等で奨学金の制度を検討した経緯もございますが、町

独自の奨学金制度としまして、一定の基準を満たす町内にＵターンした方の奨学

金返済を免除する制度など、確かに大学卒業後に本町にＵターンする学生につき

ましては、そういう制度の導入によりまして効果は期待できるものと考えており

ます。ただし、町内全ての小中学生が恩恵を受けます現在の給食無償化に比べま

して、奨学金で恩恵を受けます学生は限られてくると考えますし、町内全ての児

童生徒が公平にサービスを受けられるということは学校給食無償化の最大のメリ

ットではないかなというふうに考えております。 

 学校給食につきましては、子どもたちが家庭の経営状態にかかわらず栄養バラ

ンスのとれた給食を気兼ねなく食べることができ、教育の充実ですとか保護者の

経済的負担の軽減にも役立っていると存じますので、現在の学校給食の無償化に
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つきましては引き続き継続させていただきたいなというふうに考えております。 

 簡単ですが、以上です。 

○議長（齋藤則男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（川上昇司君） 雇用の対策という言葉が出ましたので、そのことに

ついてちょっと労働のほうから申し上げますと、町内では就職増の取り組みとい

たしまして、議員もご存じのように、ことし７月８日に福井労働局との間で雇用

協定を結ばせていただきました。これは、多様な地域資源を積極的に活用した新

たな安定雇用の機会創出等を相互の連携を密にして行うことで地域住民の雇用の

安定等を図ることを目的とさせていただいております。 

 その中で、町内の大学の卒業生を、県外の大学で学んでいる皆さんに町内へ戻

っていただくという、Ｕターンを考えている皆さんの情報提供といたしまして、

ことしお盆の８月１２日から１５日まで福井市のアオッサで就職相談会を開催さ

せていただいております。また、年末の１２月３０日には町の商工会本所、松岡

のラッキーの横です。そこで就職等の相談会を開催する予定で準備を進めており

ます。また、１１月からは、町ハローワーク、商工会の職員が一緒に地元の企業

を訪問し、雇用状況とか今後の採用計画などの情報を収集して、それの情報を発

信をしていくこととしております。このほか、県外で就職されている方で永平寺

町に戻って就職を考えておられる方につきましてもあわせて情報提供しておりま

して、町内へのＵＪＩターンの増加、本町に戻っていただくような取り組みを行

っております。 

 また一方では、本町での働く場の確保につなげるための事業もあわせて繰り広

げているところでございます。例えば門前街なみ整備事業では、門前地区に県と

お山と町が三者一体となって旧参道、永平寺川整備宿坊の建設を行い、改めて福

井県を代表する観光地であるという磨きを行い、多くの観光客の誘客を目指して

おります。また、永平寺並びに「ＺＥＮ（禅）」という、この地域特有のブラン

ドを町民の皆さんに認識していただき、広く活用していただくための各種団体、

事業者からブランド戦略推進企画委員として参画していただき、民間の目線での

ご意見をいただきながらブランドの向上に努めているところでございます。 

 これらの事業は地域振興のための一つの手段でございまして、町全体ににぎわ

いを持たせ、永平寺町の魅力向上につなげるための事業と考えております。いろ

いろな事業を実施し町内外へ情報を発信することが、永平寺町を活性化させ、に

ぎわいを取り戻すことにつながっていくものと考えております。その過程の中で



 －58－ 

産業にもいい影響を与え、起業者もふえ、働く場もふえていくものと考えており

ます。 

 学生の皆さんに戻っていただくことも大事でございます。あわせて、町内での

働く場所の確保につながるような施策も同時進行で行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この奨学金につきましては、２年前ですか、いろいろなシミ

ュレーションを立ててできるかどうかということを研究しました。その中で、や

はり何人を対象にするか、何年目から返済していただくか、そういったのをシミ

ュレーションしていきますと数億円用意しなければいけないというのと、また、

じゃ、どういうふうにして返済をしていくかという、そういったところの課題も

ある中で、今、永平寺町では利子補給という形で子育て支援をさせていただいて

おります。近隣市町でもこの奨学金制度をやられている市町はありますが、ここ

もＵＪＩターンというのも大きな目的の一つだと思いますが、経済的支援という

のが基本的でありまして、ほかの奨学金制度とよく似た基準でやられているとい

うのが現状だと思っております。 

 今、給食無償化をこれに切りかえていこうという、こっちというご提案もいた

だきましたが、実は、先ほど議員おっしゃられたとおり、子育て支援と、ただ消

費だけに回っているのではないかというご指摘もありましたが、役場としまして

は、この給食無償化もあわせまして子育てのしやすいまちということを町内外に

広く発信させていただいております。その一環として、テレビＣＭもそうですし、

また各金融機関に永平寺町の子育てのしやすいパンフレットも置かさせていただ

きまして、どんどんどんどんＰＲをしていっているところです。 

 そういった中で、こういった数字にはなかなかあらわれてきておりませんが、

私が肌で感じていますのは、福井市内で町外の方とお話しする機会があると、「私

はお母さんと話ししてて、結婚したら永平寺町に住まなあかんと言われてるんで

す」とか「子育ては永平寺町」という声が日に日に大きく聞こえてくるようにな

ったのは、少し効果が出てきたのかなと思ってます。 

 ただ、これも具体的にというか、それは町長だけにみんなが言うてるんじゃな

いかという話もあるかもしれませんので、そういった効果がどういったことがあ

るかとか、さまざまな角度から、アンケートか調査かはわかりませんが、一度検

証してみることは大切だと思っております。しっかりと検証してさらに発信して、



 －59－ 

ここ永平寺町に住んでもらう環境というのをＰＲをしていけば、少子・高齢化の

若い人たちの流入にもつながるかなというふうに思っております。 

 それともう１個、ＵＪＩターンにつきましては、若い人たちが選ぶ理由は、や

はり働く場。働く場がないとなかなか若い人たちがここに住もうと思わないので

はないかなということで、産業の振興、もちろんこの永平寺町、福井市のベッド

タウンという土地柄もありますので、交通の便であったりそういったことをＰＲ

することによって若い人たちが来てくれたり、また帰ってきてくれるかなと思っ

ております。 

 いずれにしましても、やはり産業がしっかりしていませんと、大学で勉強した

ことを福井に帰ってきて生かせないのではもったいないということもありますの

で、そういったにぎわいを取り戻す施策とあわせて、全て点と点ではなしに、線、

面として考えながら、この人口減少に歯どめをかける施策に今取り組んでいると

ころであります。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） ありがとうございます。 

 町として、Ｕターン、Ｉターンで帰ってくる若者たちの受け入れ体制、就職面

とか、あるいは住宅面とか、いろんなことで支援をしていこうというのはわかっ

ております。わかっているんですけれども、その若者たちがここへ戻ってきたい

その理由の一つに、例えば、借りてたお金を半分しか返さなくてもいい、または

全額返さなくてもいいといったら、余計にここへ帰らないといけない、ほかでは

住めないという動機になるのではないかなというふうに思います。 

 学校教育課長がおっしゃったように、それが全ての対象者に対して公平かどう

かということになったら確かに、例えば９，０００万、１億のお金を、１カ月５

万円で１２カ月、６０万円、それの４年間、１人当たり２４０万円。それだけ対

応したとすると、１年分の給食費では約３６名が対応できます。対応できる金額、

算数の計算式上はそうなると思います。ですけれども、じゃ、１学年１４０名、

１５０名いる中で３０名だけがその恩恵にあずかるというのでは、確かに不公平

感というのはありますけれども、本当に地方創生を考えて、ここに人口を戻さな

いといけない。 

 何にもしなくても戻ってくるお子さんは確かにいると思います。何にもそうい

う施策がなくても、親と一緒に同居しなくちゃいけない、福井で大学を卒業した

ら福井に戻って就職して頑張らないかんのやと思っているお子さんもたくさんい
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らっしゃると思います。ですけれども、我々はもう戻らなくてもいい、東京で自

分で好きなことをやって自分の夢を築いていきたいと思っているお子さんもいら

っしゃると思います。そういうお子さん、その東京で住みたい、目的があって住

むというのは、それは日本全体のことを考えるとだめだということは言えないと

思います。日本の発展のことを考えたら当然ですけれども、優秀な官僚も必要で

すし、優秀な人材というのは東京に集中しても仕方がないのかなというふうには

思いますけれども、そういった方々が一人でも二人でもこの永平寺町に戻ってく

る、そういう起爆剤というふうなことを考えますと一番、お金に換算するのがい

いか悪いか、これはまた別の段階の話だとは思いますけれども、一つの方法とし

て考えられるのではないかなというふうに思いました。 

 実はきのう、自治体が実施している奨学金制度について若干ちょっと調べてみ

ました。この永平寺町の近くでは、大野市に結の故郷奨学金制度というのがあり

ました。それは大学の場合で、自宅通学の場合は月１万円、それから自宅外通勤

の場合は２万円、貸与期間というのは在学中というふうになっておりました。こ

れはほかの奨学金との併設についても制限がないと。だから育英会とかの奨学金

を受けても、別にこれに申し込んでもらっても構いませんと。それから、返済に

つきましては、返済期間は原則１０年以内で均等分割の返済ですというふうに書

かれていました。 

 その下に奨学金返済の減免という記載が載っておりました。「奨学生が大学等

を卒業後または修学期間終了後、大野市に居住する場合は、返済額の減免措置が

あります。」というふうにうたっておりました。これが今私が申し上げている部

分であります。 

 本町内をとってみれば、公立の大学が福井大学と、それから福井県立大学の２

校があります。県外から来ている学生さんも大勢いると思います。県外出身であ

っても、卒業後そのまま本町に住み続けていただければ返済額に免除措置を行う

というのも、本町としては人口減少に歯どめをかけられる可能性が十分考えられ

るのではないかというふうにも思います。地方創生で人口減少に歯どめをかける

施策として、奨学金制度は、本町に生まれ育った子どもたちだけでなく、大学生

を含めて拡大して考えてみるのはどうかというふうに思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） ちょっとお尋ねしますが、それは、大野市は全大学生を対象
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にしてるんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） 応募要件の中にそのことが書いてありまして、大野市に

つきましては、満２５歳以下の方で大学に在学している方、大野市内出身または

大野市に居住している方で保護者が大野市内に居住している方というのが対象に

なっておりました。 

 ですから、今私が後でつけ加えました県立大学とか福井大学に県外から来てい

る学生さんというのは、大野市の場合は対象外になってますけれども、たまたま

ここには２つの大学がありますので、そういった方も対象にしたら、卒業後、地

元出身地に帰らずにここに住み続けたいというふうに考える方が出てくるのでは

ないかということなんです。もちろん出身地に帰ってしまうという場合には返済

というのをきちっとしていただければいいわけですので、そういった対応という

のもできるのではないかなというふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 奨学金の主な目的としましては、やはりその経済的な環境の

中でそういった方々を支援していくという奨学金の考え方などがあって、例えば

永平寺町に住んでいる子どもたちというか、学生さん、全ての皆さんに、じゃ奨

学金をという形になりますと膨大な金額に、それこそ毎年数億、数千万円、逆に

言うと、学費をここに住んでくれるなら見ますよという話になりますので、そう

いったのではなしに、そういった環境にある方に対しての奨学金であるべきだと

いうふうに私は考えますし、今、違ったやり方ですけど、永平寺町では利子補給

という形でそういった経済支援をさせていただいているということもありますの

で。全体的な学生さんを対象といいますか、そういった経済的支援という意味で

の奨学金は一度検討したんです。ただ、その中で、やはりちょっと財政的にも積

み上げる金額が大きくなりますので、その経済的のそこだけでも物すごい金額の

基金というのが必要になってくるという試算が出てましたので、今回はそのかわ

りとしてではないですけど、利子補給という形でとらせていただいておりますの

で、その辺ちょっとご理解いただきたいなと思うのと。 

 もう一つは、先ほど申し上げました、じゃ、昔は何で若い人たちはここへ、実

家へ帰ってきて、県外大学へ行っても帰ってきて、何でといいますか、どうして

帰ってきてたのかという原点に返りますと、やはり当時は、例えばずっと引き継

いできた田んぼを守ろうと、いいのか悪いかはそれは別としまして、田んぼを守
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らなあかんで、家を守らなあかんでとか、そういったこともあったと思います。

やはり何かを引き継いでいく、そういったことも大切なんですが、先ほど農業の

質問もございましたが、やはりもうかる農業であったり、いろいろな産業であっ

たり、選べる環境、そういった環境づくりというのが根本にはあるのかなと思っ

ておりますので、そういった面でこれから地方創生に向けて頑張っていきたいと

思っております。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 確かに奨学金、お金の面でいろいろと帰りたいという意欲

につながる。多少はあるかもしれませんけれども、今町長話してたように、利子

補給で手当てをしようというのが、何年か前にいろいろした検討した結果、そう

いうことでやってますし、何よりも若者が出ていくというのは、やっぱり大学の

関係もありますし仕事の関係、それから若者が出ていって戻る最大の原因は、や

っぱり若いとき、仕事に一生懸命になっているときはなかなかそういうイメージ

はないと思うんですけれども、子どもができたり、あるいは年をとったときに、

ふるさとっていいなとか、ふるさとのしみじみとした、そういう思いでまた戻っ

てこようかなということがあると思うんですね。 

 それで今、学校給食無償化でどの子も学校給食が遠慮なく食べられる。給食費

が滞ってたりした場合には、やっぱりつらい思いをしていたこともあるでしょう

し、そういうことも解消していきたい。 

 それと、何よりも、ふるさと発見体験というようなことも考えてまして、子ど

ものときは都会に憧れたり他県に憧れたり、やっぱりこの永平寺町を余り誇りと

かを感じ取れない面もあるんですね。それで、例えばの例ですけれども、僕も永

平寺中学校にいるとき、子どもたち「永平寺中学校って恥ずかしい」って言って

たんです。極端な話、丸坊主していて永平寺ということで恥ずかしい、田舎者や

というようなことがあったんですけれども、今、礼の心、教育ということで、高

校へ行ってもどの学校からも認められ、永平寺町の生徒というのは高校の先生か

らも認められ、出ていった子どもたちが学校へ頻繁に戻ってくるんですね。そし

て誇らしげに、自慢げに、永平寺町っていいやんということを言うようになって

きてます。 

 そういうようなことで、子どもたちにもそういう永平寺のよさを存分に知って

もらって、自信と誇りをつけてもらって、その大学とか職業については、もう行

かざるを得ない現状がありますので、またしみじみ家庭を考えたり、年をとった
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ときに、思うときに子どものときのそういうものがよみがえってきて、また戻っ

てこようかなというものにもつながっていくと思いますので、お金も大事だと思

うんですけれども、そういう面でふるさとを愛する、ふるさとを誇りに思う、そ

ういう教育をしっかりと育てていきたいなということを思ってます。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） ありがとうございます。 

 まず、今、現状から私が推察しているところなんですけれども、学校給食無償

化事業は、小中学生を持つ保護者にとっては非常に優遇された事業だというふう

には思ってますし、子どもたちが安心、安全でおなかいっぱい給食を食べられる

のも非常にいいことだと思っています。ですけれども、その保護者にとって我が

子がその恩恵を受けている時期が過ぎてしまうと、保護者にとって、もしその保

護者が一戸建ての住宅に自分で家を建てて住んでいれば、そこに住み続ける理由

は確かにあると思うんですけれども、もし借家住まいあるいはアパート住まいだ

った場合はどうでしょう。ここに住み続ける理由がなくなってくるんです。ここ

に住み続けるメリットというのがなくなっちゃうんですよね。子どもたちは、も

う恩恵受けられる分は恩恵受けたわけですから。 

 確かに恩恵受ける部分は子育ての部分だけではないと思います。ですけれども、

子どもたちのことに関して言えば、例えばここには高校がありませんので、高校

に通うようになれば、当然ですけれどもどこの学校に行っても交通費というのが

かかってきます。それならば、どこに住んでも同じようなサービスを受けれるん

であれば、交通費のかからないところに転居したい、高校の近くに転居すれば交

通費がかからなくなって月何がしかのお金が楽になるんじゃないかというふうに

考えるのも必然的ではないかというふうに思います。 

 であれば、やはりその後の高校へ行ったとき、あるいは大学へ行ったときの対

策という意味での奨学金制度であります。経済的な部分だけでなくて、町の将来

の人口をどうしていくかというのを踏まえてもう一度再検討をお願いしたいと思

います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 子育て期間が終わったら町外へ戻ってしまうのではないかと

いうご意見ですが、まずここで子どもたちと一緒に永平寺町で教育を受ける、そ

うしたら友達もいっぱいできる、ここで一つの生活の環境、また同級生、これは

卒業しても大きな宝になると思いますし、やはり、もし町外に戻られても、私は
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永平寺町の中学校出身やと誇りに持って行っていただけますし、同級生も同窓会

をしてまた大切にしていただける。さっき教育長からもありましたが、その中で

その方がまた家庭を持って落ちついたときに、じゃ、永平寺町に戻ろうかという

一つの選択になるかもしれません。 

 先ほどの奨学金の話も、もし、帰ってきて何年かいたら免除ですよと、その何

年かが終わったら県外、また町外に出てしまうという可能性もなきにしもあらず

ですので、そういった、ここに住んでいただいて、ここに定住していただこうと

いう、そういった思いの中でしっかりと。ただ、給食がただだから、実際にそう

思って来ても、永平寺町に同級生もできたし、地面も福井から見たら安いし、な

ら永平寺町で家を建てようかなとか、そういうふうに思っていただけるような情

報発信とか取り組みをしていきたいというふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） 長岡君。 

○１６番（長岡千惠子君） ありがとうございます。 

 何分にも大きなお金のかかることです、奨学金制度というのは。それから、始

めれば絶対に途中で投げ出すことのできないことだというのは十分承知しており

ます。だから、この場でやりましょうなんていう返事を私は別に期待しているわ

けでも何でもありませんけれども、やはりもう完全に、例えば１００人の子ども

たちが、半分は県外に出たら戻ってこないんだよという寂しい実態が、半分じゃ

なくて半分よりももう１０人余計に戻ってきてくれたんだというのに少しでもつ

ながればいいかなというふうに思って、今回この質問をさせていただきました。 

 給食につきましては別段、無償化というのを全面的に廃止するというのでなく

ても、例えば半分に減額するとか、半分だけ家族の負担にしてもらって、あと残

りはそういったほうに使うとかという方法も、方法は考えれば幾らでも出てくる

ことだと思いますので、そういった面を含めて、将来の子どもたち、そして卒業

して、例えば１０年、１５年ここで住んで免除になりました、そこから県外に転

居というふうなことを考えると、それなりに大きな理由がないと、３０半ば、も

う４０に手が届こうというころになるとなかなか難しいのではないかなというふ

うにも考えます。そのときに自分の子どもたちがまた給食が減免されてたりとか、

その後大学に行ったときに同じような奨学金制度が受けられるということであれ

ば、当然住み続ける理由にもなるかと思いますので、ぜひそこら辺も含めてお考

えいただければと思います。 

 きょうはこのくらいで私の質問は終わらせていただきたいと思います。 
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 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩します。午後１時より再開いたします。 

（午後 ０時１２分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 ３番、長谷川君の質問を許します。 

 ３番、長谷川君。 

○３番（長谷川治人君） ３番、長谷川治人でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 私は、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 永平寺口駅周辺についてということで３点ほどあるんですが、まずその１点目

ですが、永平寺口駅から中部縦貫自動車道の永平寺東インター間の道路整備事業

についてお聞きをさせていただきます。 

 まず、この道路事業についていま一度思い返してみたいんですが、平成２５年

の３月の定例会の、私、議会だよりを見ますと、地域あるいは永平寺口駅前広場

の活性化のためには、国道４１６号線を通ずる福井銀行永平寺支店から永平寺口

駅を経由して永平寺東インターへの接続が必要であるし、また消防庁舎統合に関

連して本事業との南北を連絡するアクセス道路は不可欠かつ重要とされておりま

した。ただ、えち鉄、京福線の踏切が最課題と言われていましたが、その後、着々

と整備計画が進みまして、道路については、平成２６年の４月１０日に福井銀行

永平寺支店から永平寺口駅までが完成をしましたし、また平成２７年の３月２６

日には消防庁舎の落成式が行われまして、消防署統合で１本の署体制になってき

ております。 

 その今後のことについて、永平寺口駅直近の東側のえち鉄踏切から東インター

への接続に係る踏切新設計画及び道路整備事業についてですが、このことについ

て、地元で５月１８日、それから７月２１日に東古市の区とまちづくり協議会の

役員会の協議を経て、去る９月１８日に臨時総会が開催されております。その席

には、町の担当課長、建設課長と総合政策課長らも出席していただきまして説明

会を行っております。 

 そこで、新設道路整備事業のこの計画について、その現状について説明を、再

度になると思いますけれども、お願いしたいと思います。 
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○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） 永平寺インター線整備の現状についてお答えさせていた

だきます。 

 まず、インターの名称についてちょっとご確認させていただきます。平成２７

年の３月１日に北陸道と中部縦貫道が直結したことによりまして、永平寺東が永

平寺インター、永平寺西が永平寺参道インターということに変わっておりますの

で、ご確認させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 今ほどご質問のありました新規路線、永平寺インター線でございますけれども、

これにつきましては、国道４１６号から南に延びる一般県道竹田東古市停車場線

を延伸しまして、中部縦貫自動車道の永平寺インターから東側のほうでの国道３

６４の谷口バイパスに接続する道路計画でございまして、延長が約８２０メータ

ーの道路計画となっております。 

 永平寺インター線につきましては、えち鉄を横断することになることから、永

平寺口駅の旧駅舎の西側にあります現在の東古市の踏切にかわる安全な踏切を確

保するという観点からですが、既存踏切を移設をしまして、その移設計画に合わ

せまして新たな道路計画を計画しているということで、その計画を地元のほうに

提示させていただきまして、それに伴いまして既存踏切の閉鎖ということについ

て、必要性とかについて地元説明会を行っているところでございます。その中で、

既存踏切の閉鎖に伴いまして、えち鉄の南側の区民の皆様が通り抜けができなく

なるというようなことから、こういった閉塞状況の解消策としまして、永平寺イ

ンター線との新たな連絡道路の計画としまして、現在の永平寺の参ろーどの起点

から永平寺参ろーどを一部利用しまして、永平寺インター線と直角に交差すると

いうような道路計画を地元の提示させていただきましてご理解を求めているとこ

ろでございます。 

 また、国道３６４号への連絡ということで、現況から見ますと２つのルートが

考えられるのかなと思っておりますけれども、どちらにするかにつきましては、

東古市区、地元のご意見をいただきながら、関係地権者等のご理解も得た上で決

定していきたいなというふうに考えております。またあわせて、えち鉄や福井警

察署とも連絡道路の計画について、平面図を提示しまして協議を行っているとこ

ろでございまして、詳細について、細部については今後また協議を進めていくと

いうことになっております。 

 また、町としましては、協議の中で提出されております地元要望であります永
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平寺口駅構内のバリアフリー化につきましても積極的に取り組んでおりまして、

ほぼ今完成を見ているというようなことで、従来の機能ができるだけ損なわれな

いような形での対応に努めているということでございます。 

 いずれにしましても、永平寺インター線整備につきましては、既存踏切を移設

するために現在の踏切閉鎖が必要となりますので、このことについて、地元の同

意というのが不可欠となってまいります。そういったことから、地元の判断を現

在お待ちしているというような現状でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長谷川君。 

○３番（長谷川治人君） ありがとうございます。 

 いろいろ補足もいただきながらお話をいただきました。 

 そこで、その先の計画ですが、その見通しといいますかね、それはどういうふ

うにお考えしておりますか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） 今、地元のほうにその新しい道路と連絡道路の計画を提

示させていただいている中で、安全確認ですとか安全対策ですとか、そういった

要望もいただいている中で、できるものは十分対策していきたいなというふうに

考えております。また、えちぜん鉄道横断後の先線のルートの計画につきまして

も、今、既設の農道を利用しながら、国道３６４のバイパス、谷口バイパスに取

りつけるということで、谷口バイパスとの交差点部分につきましては縦断勾配を

規定値以内にする必要があるということから、谷口バイパスの一部改良も必要に

なってくるというようなこともございます。永平寺インター線につきましては、

踏切問題が解決した後、その先線計画に関係する地権者の方々とか関係地区のご

理解を得た上で事業化に向けた手続を行いたいというふうに考えております。 

 事業採択後のスケジュールとしまして、測量及び詳細設計、丈量測量とか用地

取得、道路改良工事等を行った後に、最終的には踏切改良工事という形になろう

かと思います。予定している事業期間としては五、六年を予定しているというよ

うなことで考えております。 

 繰り返しになりますけれども、事業着手時期につきましては、地元あるいはえ

ちぜん鉄道を含め、踏切問題の解決ということが非常に重要になってきますので、

そういったご理解を得られた上で事業着手していきたいなと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 
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○議長（齋藤則男君） 長谷川君。 

○３番（長谷川治人君） いろいろ難しいことがたくさんあるんだろうと思いますし、

上手にスケジュール的にいけば、およそ５ないし６年ほどというようなことでち

ょっとお聞きしました。 

 そういうふうに進んでいければいいかなというふうに私思うんですが、今、課

長が申しましたように、地元で要望されていました旧駅舎の東側の、駅構内のバ

リアフリー工事ですか、これも私も毎日見ておりますけれども、今はほとんど、

もう少しで完了するような状況と見ております。住民の目線では、そういった町

の取り組みも十分見られておりますので、本事業の実施についてよい方向で行く

んだろうなと、そういうふうに期待しながらそういうふうに思っております。 

 きょうは、この事業について広く皆さんに知っていただくということでお話を

お聞きさせていただきました。 

 それから次に、永平寺口駅周のレンガ館について、その内部活用についてちょ

っとお聞きしたいと思います。 

 さきに申しましたように、９月１８日に東古市区の臨時総会が行われたわけで

すが、その中でも、さまざまな話の中からレンガ館の話題が出ておりました。い

わゆる、その中の利用ができるようにならんかなという話でございます。これは

地区住民の話だけでなく、町内外からもよくお聞きをします。 

 実は、平成２３年の９月定例会、そのときの記録をちょっとひもときしますと、

町は、レンガ館は歴史的な建造物でもありまして、これを地域情報発信、それか

ら観光交流拠点として、地域の活性化を図る上でしっかり整備をしたいと、そう

いうふうに言っていました。その後、やはりそのレンガ館改修には相当な経費が

かかることから、内部の活用ができなくなって現在の形になってきておるわけで

ございます。 

 現在は、毎年、区ではえち鉄５２１プロジェクト「桜とラッセルを撮ろう！」、

こういうことで、県内からのカメラマンもたくさん来ていただいて盛況をしてお

ります。今年度からは地区のレクリエーション大会もこの事業とあわせて行って

おりまして、ますます駅周辺のにぎわい創出が図られております。また、今年度

は、ご承知のとおり永平寺町秋浪漫、レンガ館周辺で１０月２１日から２３日、

盛大に開催されましたけれども、やはりこのようにたくさんの人に来ていただく

中では、ただ周りから眺めるだけの建物で、せっかくのしゃれた文化財を生かす

ことができない、まことに残念な声も多く聞きました。 
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 また、私が見たままですけれども、１１月に入ってから、県外からの観光バス

の客、４０人程度いたと思うんですが、永平寺口駅に立ちどまって、その駅から

えち鉄に乗りかえて勝山の恐竜方面へ行っています。その際、その観光の人たち

ですけれども、レンガ館の中を知りたがっていましたけれども、中身が空っぽと

知って残念がっておられたということも目についています。 

 このレンガ館について、近年、人気スポットの勝山恐竜博物館には、先ほどの

観光客がわざわざ永平寺口に足を運んできている現実もありますし、またさらに

は永平寺温泉、道の駅には、歌手の五木ひろしが歌った「九頭竜川」とあわせて、

ピクニックコーン、大福ですか、これは発売以来大ヒット商品と聞いていますし、

日本一のジェラート職人の手づくりジェラート等々、全国に広めておりますけれ

ども、これもまたレンガ館についてはターゲットの１位になると思うのではない

かなというふうに思っております。 

 そんなことで、このレンガ館活用について、以前、中学校の生徒やら一般的な

調査をさせていただいておりますけれども、その一部ですが、たくさんあるんで

すがちょっと出しますと、定期的に永平寺本山雲水の講話が聞けるといいなとか、

小中学生の社会見学の場として永平寺本山の概要がわかるパネルの展示、それか

ら語り部を置いたらどうかとか、中高生それから観光客など電車の時間待ちに図

書等を置きいい意味でのたまり場にはできないかとか、それから文化的な催しで

小さいミニコンサートができないかとか、落語会とか、遊歩道に使えるように自

転車のレンタルを設けるとか、それから地元の野菜販売とか趣味の作品展示会

等々、その他多くの意見がございました。 

 いろいろございますが、どういったやり方がベストなのかわかりませんけれど

も、やはりそういうことによって地域の活性化が生まれて、それからひいては永

平寺町全体につながるのであれば、それは重要な意味があるのではないかと、そ

ういうふうに思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（太喜雅美君） お答えさせていただきます。 

 このレンガ館につきましては、平成２５年４月、５月の全員協議会、６月議会、

１２月議会でレンガ館の補強工事の工法についてご説明をさせていただいており

ます。当初計画では、レンガ館を地域の活性化を図るための拠点施設、観光交流

センターとしての活用をする計画で、社会資本総合整備事業による都市再生整備

計画、永平寺地区において基幹事業としておりました。 



 －70－ 

 工事の実施に先立ち、概算事業費を見積もり、    空間ができるようにな

る２案、できない案４案、計６案を提示させていただいております。 

 空間利用できる２案につきましては、レンガ館の内部に鉄骨等でもう一つの建

物を建築するような工法で事業は約１億７，０００万円程度を要するにもかかわ

らず、有効利用できる面積は、もとの面積、レンガ館の中ですが、１５１平方メ

ートルの約半分の７５平方メートルで、投資効果としては非常に見合うものでは

ないのではないかというものでした。また一方、他の内部利用ができない４案の

中、事業費が約５，０００万円で、屋根のふきかえを行うことで次回の補修まで

の期間が長くなると思われるものとともに、比較的コスト制約が見込まれる案が

採用されたことはご存じのことであると認識をしております。レンガ館は、次世

代に伝えていくべき貴重な建物でございます。地域のシンボル的存在として保全

していくことに切りかえてあの事業をやったものでございます。 

 なお、設計の際には、県の文化課、文化庁との協議を行い、レンガづくりの外

形、外観を極力保全しつつ屋根の構造を変えない保護設計を行い、補強工事を行

いました。ただし、採用しました工法は根本的な耐震補強ではございません。屋

根の梁であるトラスを内部から支えるとともに、地震などにより倒壊した場合に

側面、壁面でございますが、れんがの飛散、飛び散るのを抑えるための特殊シー

トを張りつけたものであります。 

 １０月に開催しました秋浪漫でレンガ館の内部利用ができないかというご意

見、実際ございました。ですが、このような工法で補強工事を行いましたレンガ

館につきましては内部を利用することはできませんので、ご理解のほどをよろし

くお願いしたいと思います。 

 これがレンガ館の当時のいきさつ、今現在の内部利用についてのお答えとさせ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（山田孝明君） 今ほど総合政策課長のほうから事業の経過説明があ

ったかと思います。私、教育委員会として文化財的な見地のほうで、ちょっと経

過を簡単に説明させていただきます。 

 この通称レンガ館ですけれども、旧京都電燈古市変電所ですけれども、これは

平成２３年の７月２５日に国の登録有形文化財に指定されました。そのときには

旧駅舎、またこちら、松岡地区で言う松岡駅、志比堺駅もなっております。また
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黒龍酒造様の離れとか門、そういったものも同時に指定を受けているものでござ

います。 

 また、この通称レンガ館ですけれども、これはもともとはえちぜん鉄道株式会

社の所有でありましたけれども、平成２６年の３月１２日付で町のほうへ無償で

譲渡されました。町の品物ということです。それを受けながら、今ほど説明があ

ったとおり、外観の保存・補強工事約５，０００万円、またライトアップの整備

工事３００万円余りを施工した経緯があります。 

 そういったことを踏まえまして、今回の整備とか補修は外観の保存用、構造補

強工事でありまして、先ほど言いましたとおり、外観、れんがの補修とか屋根の

ふきかえで景観は今まで以上に保たれていると思います。しかしながら、耐震補

強でないために、内部に人が入り込む、例えば内部公開のイベントとか、また中

での一時的な滞在というんか催し物、そういったものをした場合に安全上、支障

があるというふうな形で取り扱っております。 

 ただし、この登録の有形文化財でありますから、この建物、構築物、これをし

っかりと皆さんにアピールし、またＰＲする、またライトアップなんかを年間を

通して続けておりますけれども、そういったことを含めて永平寺口駅周辺の活性

化、そういったものにつなげていっている状況であり、今後も継続していきたい

と思います。教育委員会としては、当然文化財の保存、管理、これは求められて

おりますので、ほかの文化財等においても同様、同等の対応を継続していきたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 私もいろんな方から、東古市の駅前が活発になればなるほど

そういった声をいただいておりますし、中学校での、永中のすまいるミーティン

グでも「あそこの中でコンサート何でできないの？」とか、町外の方からも「も

ったいないな」という声もいただいております。 

 いろいろ実は調査させていただいた中で、あの建物、木造で屋根を支えてます。

補強するに当たって、一度それを撤去しなければいけないぐらいの工事になると

いうのも聞いてますし、もう一つ、国庫補助をいただいている関係で、簡単に目

的を変えるといいますか、使い方を変えるということもなかなか難しいという課

題もあります。そういった中で有利な何か補助金がないか、国庫補助との絡みが

ある、それをなしとしても有利な補助がないかというのは常々探しているところ
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でありますが、なかなかないというのも現状であります。 

 当面は、今ほど各課長からありましたとおり、まず今回、秋浪漫でも景観、ラ

イトアップして落ち葉が流れる中でのコンサートであったり、そういったので使

わせていただいて、常にそういった有利なものがないかというのは情報収集しな

がら、何か突破口がないかということを探りながら進めさせていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） 長谷川君。 

○３番（長谷川治人君） 担当課長、いろんな子細な話もありがとうございます。後

には町長から話いただきました。 

 本当に今までのれんがの形になってきたのはもう重々承知してます。町長もお

聞きしておると思いますし、考えていただいておりますので、今、きょうあした

というふうな話では当然ありませんし、一つお聞きいただきたいのは、区民が集

う拠点として、また観光交流の場として、今まで申し上げておりますけれども、

多目的な空間として幅広く活用されることが当然望ましいと思いますし、そこに

行けばいつも誰かがいる温かい場所になると、そうなるといいなと、そういうふ

うに思っております。 

 私どももいろいろ話を申しておりますけれども、大変難しいとも思っておりま

すし、このことにつきましては、近々地区の区長さんからも子細なお話があろう

かと思います。とりあえず面談の際にはよくお話をお聞きしていただいて、よろ

しくお願いいたしたいなと、かように思います。 

 それでは、次に移ります。 

 次に、永平寺口駅の、これは南のほうの周辺になるんですが、猿──お猿さん

やね──が出てきたという情報であります。 

 先月、ちょうど一月ほど前になりますかね、１１月３日になるとお聞きしまし

たけれども、その朝、７時半ごろ、この駅の南側、永平寺サイジングの周辺です

が、近くの住民から猿がいるよということで役場へ連絡されたということでござ

います。付近にはちょうど柿の実がたくさんついていて、猿もそんなところを見

つけたのかなとも思うんですが、付近は、時間的には児童らの通学路にもなりま

すし非常に危険なことも考えられましたけれども、それはなかったんかなと、そ

ういうふうに思っておるんですが。また、お聞きしますと、先月の１１月１８日

には志比北地区の振興会ですか、すまいるミーティングで猿の対応の話もあった

んかなと、そういうふうにお聞きしております。猿出没があっての対応だと思う
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んですが、どんな状態だったんかなということも知りたいし、またおりもおり１

１月１８日に福井新聞で、これは丹南地域ですが、猿に対する記事がございまし

た。 

 実はそんなことで、インターネットを開いて猿のことについてちょっと見たわ

けですけれども、日本におけるニホンザルの分布域、１９７８年から２００３年

までの２５年間、１．５倍に拡大して、福井県では嶺南地方、それから南越前町

において、少なくとも１９８０年代から被害が広く発生しております。近年は嶺

北地方でも山間部から人里にニホンザルが進出しつつあって、今後の被害拡大が

懸念されるということでございます。したがって、人身被害、それから生活環境

被害、農業被害といった人とあつれきが深刻化している獣種であると言われてお

ります。 

 そのほか、農作物被害、それから人身被害等々、いろいろな関係することが書

いてありますが、ただ、永平寺町に関する情報が、私見過ごしをしているんかも

しれないんですが、余りわからなかったんで被害状況を教えていただきたいと思

うのと、さきの１１月３日の駅周辺の猿出没についての状況もあわせて教えてい

ただきたいなと、かように思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） まず、本年度の被害状況ということでございますが、現

在、猿による人身被害、農作物の被害の届け出はございません。しかしながら、

目撃情報は何件か伺っております。特に永平寺地区の志比北地区、そして南地区、

また松岡吉野地区において目撃情報が上がっておりまして、また今議員さんおっ

しゃるとおり、東古市におきましても目撃情報を伺っております。 

 対応でございますが、目撃してから、早い時期に目撃したという連絡があった

場合、また被害があった場合は現地確認に行きます。しかしながら、ほとんどは

猿は逃げていってしまって、私たちが行くころにはもういないのが現状でござい

ます。また、対応でございますが、場所によっては違いますけれども、一応山際

の場合には、追い払いの目的でロケット花火とか爆竹によって対応しているのが

現状でございます。 

 それと、１１月３日の件でございますが、これにつきましては午前７時４５分

ごろに永平寺町役場の本庁のほうに連絡がございました。内容につきましては、

永平寺口駅周辺で猿１匹の目撃情報がありまして、そのときには目撃された方も

再度確認したけれども、猿はちょっと逃げていなくなったという電話がございま
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した。担当者に連絡をしたんですけれども、猿は逃げてどこへ行ったかわからな

い状況であったとのことです。 

 その後でございますが、目撃情報とか被害の連絡があれば再度行くんですけれ

ども、その後ちょっと連絡がなかったということで、山際のほうへ逃げていった

んじゃないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 長谷川君。 

○３番（長谷川治人君） ありがとうございます。 

 そのほか、ちょっとインターネットを見ますと、インターネットでないね、こ

れ平成２５年の５月号の広報永平寺を見ますと、「サル被害を事前に防ぐ」と題

して開発センターでサル対策講習会、これは２５年の４月３日になるんですか、

開催されております。鳥獣害対策実施単位、それから各地区の区長さん対象に大

体６０名参加されております。 

 話では、その年は数回、猿の目撃情報が寄せられておって、猿対策のほうはこ

れといった有効な指導がなく対応に困ってるんだよと、県内の猿事情に詳しい鳥

獣害対策アドバイザーの西垣正男先生から対策のポイントを聞いていたと。嶺北

地方ではまだそれほど危機感がないと思いますが、少しずつ人里に出てきて今後

の被害拡大が懸念されると思いますんで、先ほどの西垣正男先生、このポイント

が、どんなお話だったのか、また現在それが生かされているのか、ちょっと教え

ていただきたいなと、こういうふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 西垣先生の講演会でございますけれども、平成２５年の

４月３日にサル対策講習会を開催いたしまして、西垣先生によるご講演を行って

おります。 

 内容につきましては、「サル対策について」と題しまして、猿はどんな生き物

か、猿の生活ですね。これは２０頭から１００頭程度の群れ、また行動範囲は１

から３０キロ平方メートルということで、餌条件がよいと出産数はふえる。猿の

生息状況の調査について、最後に猿対策のほうについてご講演をされました。 

 主な猿対策につきましては、食べられる餌をなくしていく、これは野菜くずな

どや放棄果樹を管理する。また、里は怖いところということで、危険だと思わせ

る。目撃したらロケット花火などで追い払う。悪質な個体は捕まえるということ

で、集落に出てきて逃げない猿は捕獲するということで、集落ぐるみで取り組む
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という内容でございました。 

 ということで、町といたしましては、猿を見かけた場合はロケット花火、爆竹

等で追い払う、これが主であります。そのほか熊も一緒で、果樹とかそんなもの

を早急に見てほしいとか、そういうなので対策をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長谷川君。 

○３番（長谷川治人君） ありがとうございます。 

 イノシシの被害は瞬く間に拡大していきました。猿の場合は群れの行動で動く

ので少し違うというところはあると思いますが、山は連々とつながっていますし、

年月の経過で群れの行動変化も考えられます。そんなときは嶺北への行動範囲に

も早い時期にやってくるかもしれません。 

 最後に、きょうあす等はないんですが、ニホンザルによる人身被害の回避はも

ちろん、それから農作物被害及び生活環境被害を軽減、解消するための被害対策

を普及徹底する対策が求められてくるんだろうと思います。その部分をひとつよ

ろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） 被害対策につきましては、まず福井県においてですが、

平成２７年度の捕獲頭数でございますが、嶺南６市町では６４６頭捕獲をしてお

ります。嶺北においては、大野市が３頭捕獲で、そのほかの市町は０頭でござい

ます。嶺南地域におきましては猿被害が深刻化しているため、地域、集落ぐるみ

で積極的に捕獲を行っており、猟友会も捕獲に伴う処分を行っている状況でござ

います。 

 本町におきましてはこれまで、猟友会の方も猿の捕獲、また処分は嫌がってい

たために捕獲はしていないのが現状でございます。そうした中で、このたび、猟

友会の方にちょっとお願いをいたしまして、何とか捕獲できないかということで

ご相談をしたところ、捕獲してもいいですということで了解をいただきましたの

で、今年度、もう既に福井県のほうにお願いして、これは１０分の１０の補助で

ございますけれども、猿の捕獲おり３基を購入します。まだ内示がございません

ので、内示が来たらすぐに購入する予定でございます。ということで、来年から、

被害または猿の集団を見かけた場合、また危険と感じた場合、区長さんからご依

頼があれば捕獲おりの設置をしたいと考えております。ただし、イノシシ同様に、

やっぱり地元のご協力ということで、おりの設置とか餌やりとか後始末等のお手
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伝いをちょっとお願いしたいと思います。 

 しかしながら、町としては、この間新聞にも出ておりましたけれども、安易に

リーダー、ボスを処分すると、かえって群れが分裂しまして被害が拡大するおそ

れがあるということで、なるべくなら地域ぐるみでロケット花火とか爆竹等によ

って追い払い、また餌をなくすことで山へ追い払うということで、そういうふう

な対策をしてもらいたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 長谷川君。 

○３番（長谷川治人君） ありがとうございました。 

 これで私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 次に、１番、上坂君の質問を許します。 

 １番、上坂君。 

○１番（上坂久則君） きょうは、朝方ちょっと転んで出血をしまして、救急車で運

んで、ちょっと今鎮痛剤を飲んでるんで何かぼーっとしてますんでね。質問もぼ

ーっとはならんと思いますけれども、２時１０分には終わりたいと思いますんで、

答弁も簡潔明瞭にひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 まず１番目、来年度の予算編成方針ということで、以前に議会のほうへ提出し

ていただきまして、その中で率直に感じたことですね。何か例年、次年度、新規

の大きい事業ですとか、あるいは拡大するときに目玉みたいなものが出てきたよ

うな感じがあるんですけれども、あえてことしはそういったことをしなかったの

か、あるいはまだそういうものを想定していないのか、今から検討するのか。ま

ずその辺、財政課長、率直で結構です。 

○議長（齋藤則男君） 財政課長。 

○財政課長（山口 真君） 議会のほうにお示しいたしましたのは、平成２９年度の

予算編成方針ということでお示しをさせていただきました。 

 これは主に職員に、各所管のほうへ、こういったことに気をつけながら、ある

いはこういう重点事項、重点施策について予算編成を行うようにというようなこ

とでございますので、特にこういった目玉という、そういった設定はしてござい

ません。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上坂君。 
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○１番（上坂久則君） でもね、私、逆に言うたら、例年ですと、こういったものが

ないと、一体それぞれの所管とか、当然、町長トップとして行政は一体どういう

目的でやってるのかというのが意外とわかりにくかったけどね、今回、こういう

ふうにちゃんと項目ごとになってるんで非常にわかりいいのかなと。また、担当

の所管のほうも予算編成をしやすいのかなって。これは率直な意見としてね。 

 この中で、編成における基本方針、町民福祉の向上につながる予算編成を行う

というね。これ、私、最近の自民党の安倍政権見ると、年金は減らす、それから

介護保険並びにそういったものは自助という。一見いいんですけれども、何か戦

後、戦前から大変厳しい中をして今日まで頑張ってきて、最後のときにこういう

ふうなものって、一体、国家って何なんやろうなというのはね。それでも選挙に

なりゃ黙って自民党って書くという、これは日本の民族性ですかね。安倍さんも

そろそろもうおしまいかなと思いますけどね。 

 ですから、ここで、要するに、今みんながちゃんとわかってるのは、今の政権

そのものは、国に迷惑をかけないように生きなければいけないというね。私も団

塊の世代ですからそうなんですけれども。今の政権がある限りその行く方向は決

まってるわけですから、それを踏まえて、町として、じゃ、国って何のためにあ

るんやとか、あるいは永平寺町の行政府というのは一体何のためにあるかといっ

たら、やはり社会的弱者をどう救うのか、それから不安感をどうやって取り除く

のか、俗に言う安心して本当に一生を終えるという、こういったものがやっぱり

ますます大事やなというふうに私は思うんですね。 

 その辺の認識というのは、町長、どうですかね。福祉政策においては。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） もうおっしゃるとおりで、町の仕事の責務というのは、まず

は住民の生命、財産を守る、そして安定して安心して安全に生活を送る、そこが

基本であると思います。 

 その中でまたいろいろと広がりを見せていくと思っておりますし、また国との

関係につきましては、やはり地方は、この市町村は住民と一番近い環境にいるわ

けでございますので、そういった声をまたしっかりと伝える、また国からの政策

をしっかりと受けとめてまた住民サービスにつなげる、そういった観点でそれぞ

れの役割があるというふうに認識しております。 

○議長（齋藤則男君） 上坂君。 

○１番（上坂久則君） 町長もそういう考え方ですから決して不安感は持ってません
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けどね。ですから来年度の予算にね。 

 本当に目に見える弱者というのは救いようがあるんですけど、意外と目に見え

ない弱者はね。特に高齢者いきますと、もう我慢して我慢して、「そんなに耐え

なくてもいいですよ」と言うけどね。というのがあるんで、だから今後、来年は

また私も福祉委員を、地域の中で汗かけってことですからね。来年は自分の福祉

委員として永平寺町全体、これはあくまでも福祉委員というのはボランティアで

すから、そういう部分で地区ごとに、あるいは地区を越えて、これは社協を通し

てまた行政と本当に声なき声を、あるいは困っている人を早く見つけて、それか

らちゃんと解決策へつながるような行動を私自身も最近自分に誓いました。 

 ですからひとつ来年、福祉政策も国の政策も変わりますから、そこはお互いに

胸襟を開いていい汗をかいて、やっぱり、みんなでよかったよね、永平寺町はね

というふうな、そんな福祉の政策ができるような。 

 だから９月にも言いましたけど、見守りなんかで県の担当者から、見守りで一

部の費用を検討しますと言ったけど、来年の予算に入るんかどうかまだわかんな

いんでね、またせっかくそういう制度があれば、やっぱり費用ぐらいはまたいい

んではないのかなというふうに思いますね。福祉のほうは政策を楽しみに待って

ますわ。 

 それからもう１点、これの３項目ですかね、町内全域での周遊性を高める施策

というね。 

 ２日前ですかね、永平寺の本山のところの下のほうを駐車場おりて歩いていっ

たんですね。そしたら石の、あれは何ですか、志比線刻、何とかっていうんです

か。ちょっと税務課長、正式名は。急に振って申しわけないけど。 

○税務課長（歸山英孝君） 志比線刻磨崖佛です。 

○１番（上坂久則君） 線刻磨崖佛っていうんですか。 

 私もね、ずーっとあるって聞いたけどどこにあるかわからんのやね。だからや

っぱり自分で歩いて見るべきやなと。見たら、あれは永平寺町の指定文化財にな

ってるんやね。間違いないですね。ほんでその割には下は草ぼうぼうやし、それ

から線が、大分年月がたってますからかなり薄くなってきてますよね。 

 ほんでこれ、私、一つ提案ですけどね、今のうちだったらエックス線を当てれ

ば、これは線ですから、それをくっきり写し取ることができるんじゃないかと思

うんですね。それでつい最近も、町長、お聞きした䄅さんの銅板とかいろいろ使

って金属で折った鶴やとかね。あの人にああいったものの復刻を、こう刻印で浮
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かせてね、それを。逆に言うたら、あれは宝だと思いますよ。中身見ると、誰が

彫ったかも目的も意図もわからないという、まさしくあれが文化やなとかね。何

か自分の名前を売るためにじゃなくてね。きっとあそこへ修行に来てたとか、そ

こで修行した、本当に禅師さんが多分お彫りになったんじゃないんかと。そうや

けど、あのままではもったいないよね。何にも看板ないんだもんね。あると言う

人はあるように見えるけど、実際ほかから来たらまずわかんないですよ。だって、

私すらもやっと歩いてね。あそこにありますよと言うけど、そのあそこだって何

もきれいになってないしね。 

 だからもう一度、前のときも言うたけど、永平寺全体の所有ということは、宝

物って、今みたいなこういったものも一つの例ですし、それから永平寺町でいっ

たら清水ですかね、山からの湧き水とかね。本当においしい水の出るところって

多分何カ所かあると思うんですね。そういうところを整備してね。じゃ、今だっ

たらスマホで、永平寺町へ来たら物すごいおいしい水が飲めますよというね。そ

れをそういうふうにアプリか何かで知らせるのも方法やし、何だったらボトルに

詰めて持って帰ってくださいと。あれで水割りを飲んだら最高にうまいですから

ね。あの山の上流から伝わってくる。だからもう一度改めてね。 

 だからついでにお願いしとくけど、本当にああいう自然にあるものとか文化財

というのは一体どんなものがあるかどうかというのはどこで調べたらわかるんか

ね、あれ。一覧表か何かあるんですかね、生涯学習課長。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 一応文化財は、旧３町村のときにも、指定をしてたりとか

写真で撮ったり、あるいは今でも下草刈ったりとか保存して生涯学習課のほうで

担当しております。 

○議長（齋藤則男君） 上坂君。 

○１番（上坂久則君） ですから、せっかくそんなすばらしいものがあるわけですか

ら、もっと何か目に触れるようなね。例えば、春なら春で上志比シリーズでもい

いし、あるいは永平寺とか松岡シリーズでもいいしね。そうすると、小学校とか

中学校とか、近くにあれば保育所でも幼児園でも、「ここは何とかという木があ

るよね」とか「これ、何百年前から植えた木ですよ」とか「ここに仏様が彫って

あるよね」とかね。そういったものというのは幾つになっても忘れませんから、

そういったことの積み重ねが、永平寺町って文化あるよねというね。その辺、ま

た来年度に向けてぜひ検討をしてほしいなと思いますけどね。 
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○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 今ご指摘の件ですけれども、私も同感で、そういうことを

町民に知らせようということで、「ふるさと探訪」ということで、広報紙に吉野

の奥の五輪塔みたいなのも、なかなか埋もれて見れないんですけど、徐々に町内

のそういうようなことを満遍にご紹介していきたいと思っております。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） やはり合併して１０年たちまして、この文化というものがや

はり大切になってきておりまして、松岡地区、永平寺地区、上志比地区、これそ

れぞれ文化があるわけなんですが、今挑戦しようと思ってますのが、近隣市町と

連携しなければいけないんですが、日本文化遺産に、永平寺町、エントリーを今

考えております。それも水の文化ということで、例えば永平寺町には九頭竜川も

あって、酒蔵もあって、大本山永平寺も白山水のもとになっている。こういった

水の文化を日本遺産として選んでいただくことになれば、また文化の深まり、そ

して地域振興、そのブランドとしてまたいろいろな方々が生かしていただく。そ

ういったことにもつながると思っておりますので、今、エントリーに向けて準備

をしております。 

○議長（齋藤則男君） 上坂君。 

○１番（上坂久則君） もう一つ、やっぱり町民福祉の向上というんで、これは答弁

求めませんからね。今、生活保護世帯が約４０世帯、そんなぐらいですかね。別

に首振ってくれりゃ結構ですから。あと、いわゆる就学援助、これは約３５から

４０ぐらいかなと思うんですけど、そんなもんですね。約４０ぐらいですね。 

 この中で、いやしくも日本の国たる者は金銭的な面で平等なる教育を受けるチ

ャンスが足りなくなるようでは恥ずかしい国ですから、ですからその辺は、やは

りそれぞれの所管の、教育長はその辺はしっかり守るタイプですから、人ですか

ら安心はしてるんですけれども、今後とも学校の先生方を通じて、やっぱり明る

い顔で学校へ来てもらって、帰るときは「じゃ、またあしたね」というぐらい明

るいような、そういうふうな、いろいろ生活環境とか、もちろん学費なんかを援

助する部分があれば、そこは思いっきり、そういう子どもたちがやっぱり将来の

永平寺町を背負ってくれるし、それがひいては日本の国の国家を背負う人になる

わけですから、そこはひとつお願いをしておきたいと思いますね。 

 じゃ、１番目、これは予算編成ですから３月のときに見りゃわかるわけですか

ら、非常に楽しみだなと思ってますんで、ひとつそれぞれの所管の課長と、財政
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課長、いい顔で説明できるようにいい汗をかいてください。お願いしておきます。 

 ２番目に、議会と語ろう会ってね。これ１番目、農業の問題は川治議員がかな

り細かく丁寧に聞いてましたんで。 

 私、この感想として今でも残ってるのは、農協の経営に関して、議会も行政も

もっと口を挟むべきじゃないかという指摘があったんですね。私はそれはできま

せんと。ですから、幾ら行政であろうが、誰であろうが、補助金、助成金とかそ

れに関する人、これは目的に応じてちゃんとそれを使用されてるのかどうか、成

果が上がってるかどうかという範囲内においては、それは、介入じゃないけれど

も、指摘とか改善はできても、経営に関してはできませんよと。だって、農協の

理事っていうのは自分たち農家が選ぶんでしょうと、ですからそれは自分たちで

ちゃんと責任持ってやってくださいというふうにね。かなり相手はかりかりした

みたいな顔をしてましたけどね。私もそれ以上言いようがないんでね。 

 その中で、きょうの日刊ですかね、「県民福井」。私が言うと何かいかにも批

判してるみたいになるんで、これちょっと読ませてもらうと、「農協は今や、メ

ガバンク並みの金融機関を中心とする巨大事業グループだ。一方で肝心の営農事

業が埋没し、若い担い手の農協離れが進む。誰のための農協か。協同組合の原点

に戻って自ら改革を。」というですね。これは１１月号ですかね、月刊の「文藝

春秋」の中で自民党の若手の、将来の総理候補とも言われる小泉議員が、   

  委員長となって改革をせいという。これなんか見てても、やっぱり「政府の

規制改革推進会議は、全農が特権に甘んじて、効率化や価格交渉を怠ってきたた

めに、本来安くなるはずの資材の仕入れは高値、農産物の売値は割安という悪循

環に陥っていると、独占の弊害を指摘する。」という。 

 ですから、別に農協が悪いんじゃなくして、悪いのは悪いんでしょうけれども、

何も改革してないわけですから。ですから、戦後これだけたってＴＰＰの問題は

どうなるかはわかりませんけれども、やっぱりそれぞれしっかり、組織は組織の

構成員が責任を持って経営に口出しをし、また組織である、これは全農を初め農

協さんにしても、農家があっての農協ですから、何かその辺が、ないとは言わん

けど、かなり薄いなと。金融事業でしかもうからんからやむを得んという部分も

少しは理解できるけど、それだったら何のための組織なんですか、もう組織は要

らないんじゃないんですかというふうになっちゃうんで、その辺のことは、課長

もどこまで口出ししていいかどうかわからんけれども、その辺のことを、私の指

摘を踏まえて農協さんとのいい関係をぜひつくってってほしいと思いますけど、
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何か所感は。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（小林良一君） まず初めに農家育成、先ほども言いましたけれども、こ

の農家組合の育成につきましては、あくまでも農協が主体となって農家の育成を

行うものと考えております。 

 そうした中で、農協のＪＡ永平寺の組合員数、平成２７年の１２月末現在で、

正組合員数は１，４３６名、１，４０２戸、准組合員は１，０３０名で８９５戸、

合わせて２，４６６名の組合員がおります。そうした中で、農協の経営、運営に

つきましては農業協同組合法（農協法）に基づいて行うものでございます。 

 そうした中で、まずＪＡの目的、これにつきましては、事業目的でございます

が、組合を事業を行うに当たっては、組合員（農家）のため最大の奉仕をする。

それと、農業所得の増大に最大限の配慮をしなけりゃならない。また農畜産物の

販売など高い収益性を実現し、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図る

ということで、組合の基本方針、事業計画等につきましては総代会または総会に

おいて決定し、また業務執行につきましては代表理事とか理事会が組合の業務を

執行することとしております。行政といたしましては、農協の運営、経営には関

与することはできないというふうに考えております。 

 そうした中で、町といたしましては、農家、農業者の育成のために、農家への

支援及びＪＡを通しての農家への支援を行っているところであり、今後も農協や

関係機関と連携を図り、農家育成に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上坂君。 

○１番（上坂久則君） 課長、大変ですけど、ひとつしっかりと頑張ってくださいね。 

 じゃ、次に３番目、災害時の備蓄等の周知はというので、これは私の一方的に

なると思うんですけれども、災害の問題ね、うちの野中のタナカさんとしたとき

にね、今、防災の訓練やってますから、主に地震等をした、集中豪雨なんかがあ

ったときに、その辺がちょっと抜けてますよねというね。これは余談というか、

普通の話し合いでね。 

 確かに野中を見ても、野中のところで集中豪雨で、これはどこで雨が降るかわ

からんわけですから、皆さんの横へがんと降ったら当然土石流が下へ流れていく

んですね。一応、避難場所は野中の集落センターですけれども、あそこへ逃げた

らみんな土石流に包まれて、もう土葬みたいになっちゃいますからね。だから集
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中して雨が降ったときはあそこへ逃げないでくださいねというふうに私は反対に

言ってるんですね。 

 一番どこが安全やといったら、多分、上志比中学校の２階から上が安全じゃな

いですかね。それらを踏まえると、災害があったときに、今でも熊本もそうです

けど、やっぱり長期に避難する場所が要るんですよね。それを見ると、じゃ、上

志比ってどこにありますかというと、サンサンホールかね。あれかって、それ以

上言うとちょっといろいろ語弊もあるから言いませんけれども、本当に安全かと

いったら、何も塀がないし、しかも高速道路をつくって土をがばーっと盛ってあ

りますから、あれが下へ流れるだけでも１階ぐらいは埋まるんじゃないかなとい

うぐらいの量ですからね。 

 そうすると、上志比の支所の、いわゆる建てかえの件。私も以前は、新しく新

築したほうがいいんではないのかなというふうに今でも半分思ってますね。とこ

ろが、避難場所、あれだけの今の２階のワンフロア、ほとんど使ってないみたい

なもんですから、仮にちょっとやってても、今の商工会のあそこをまた文化施設

として使うとしたらね。あそこならトイレもかなりの数あるし、１カ月、２カ月

間やってても、いわゆる行政上の支障も、全くないとは言わんけど、かなりある

のかなと。そうすると、建てかえでももう１回ね。やっぱり上志比の中でいろい

ろ聞くと、「それはやっぱり新築がいいですよね」という声もあるんですけれど

も、片一方、自分たちが避難する場所として、今の３階をとって２階を災害用に、

これは別に松岡だろうが永平寺であろうが、上志比のそこに避難する分には構わ

ないわけですから、それも１個ありかなと。 

 それ以上の答弁は求めませんから、ひとつ、あと３分ありますね。ですから改

めて、本当に新築がいいのか、災害のときの避難場所がどうなんかという部分、

それを踏まえて、じゃ、上志比のどこかの地区がなった場合、どこへ避難しても

らう、それが２カ月間どこに適当な場所があるのかという、この辺のことがちょ

っと欠けてるように私は思うんで、１回改めてね、もちろん新築してもらっても、

それは行政の方針ですから構いませんけれども、その辺のことを、再考をひとつ

お願いしたいなと。それで結論を出してほしいというふうに思います。 

 じゃ、何か、町長、あれば。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 避難場所につきましては、先日、今回、自主防災組織連絡協

議会の皆さん主体で避難訓練をやっていただいております。本当に多くの皆さん
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が参加していただいて心強いなと感じているところです。 

 実は、吉野地区で先月防災訓練がありまして、そのとき、何か吉野地区では松

岡時代に１回やって今回は２回目だったというふうに聞いてますが、小学校区で

やったのが物すごく久しぶりということで、多くの人が、３００人を超える方に

参加していただきました。そこでやはり、いつも机上でやっているのと目の当た

りにしたのが違うのが、体育館がいっぱいになってしまいます。これは各世帯１

人ずつ、夫婦で来られてる方もいましたが、大体１人ずつ、本当に全員が集まっ

てきたら大変なことになるなというふうにも感じました。 

 その中で、まず教室を開放する。今は熊本地震で、やはり車のほうが快適だと

いう方も、新しい避難のやり方も出てきましたので、グラウンドを駐車場として

開放する。また福祉避難所、そこでちょっと体の悪い方はご家族と一緒にそちら

に移っていただく、そういった流れになってきます。今、上志比はサンサンホー

ル、上志比小学校、また中学校、そういったところに避難できますし、またその

グラウンドにつきましても駐車ができる。 

 また、じゃ、あふれたらどうなるんだという中で、今度は広域避難所というの

を町は設定しておりまして、例えば県立大学のグラウンドであったりＢ＆Ｇ体育

館。Ｂ＆Ｇはなるべく使わないのは、あそこは救援物資の中継基地になりますの

で、そういった意味でどれぐらいの面積が使えるかというのも今試算しておかな

ければいけませんし、福井大学と北陸電力の体育館は、福井大学は医療の中心に

なるということで貸していただくことはできませんし、北陸電力も、電気がもし

とまったり復旧するのにそういったスペシャルチームが入る中で体育館を利用し

たいということで借りれないという、そういった現状もございます。そうした中

で、やはり今おっしゃるとおり、どこに避難するのか。多分、グラウンドで、車

の中で。仮設住宅は、じゃ、グラウンドを埋めたらどこに建てるのか。そういっ

たことも全て想定して、今回、訓練をしたことによって見えてくることもたくさ

んありましたので、やっていきたいと思います。 

 それと、野中地区につきましても、先日、防災講座に行かせていただいたとき

に、ここは水が出ると一番水がたまるところなんだということもお聞きしました。

一緒に行ってた総務課の職員と、また消防の職員とでみんなで一緒に、もちろん

役場が一緒に考えますから、じゃ、こういった災害、雨のときにはこっち、地震

のときにはこっち、こういったことを一緒に考えていきましょう、みんなで決め

ていきましょうというふうにお話もさせていただいておりますので、そういった
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防災について、いろいろまだまだやればやるほど課題も出てくるというのも現状

ですので、一つ一つ、防災にはやり過ぎはないという認識を持って進めさせてい

ただきたいと思いますので、またいろいろご教授いただきますようよろしくお願

いします。 

○議長（齋藤則男君） 上坂君。 

○１番（上坂久則君） 本題の、もうこれで最後ですから。いわゆる防災やったとき

の食料品あるいは生活に関する部分で、今のところ、何か配置図というのは示し

てないのかなというね。示すことができにくいのかもわからんけど。 

 それとあわせて、その辺のことを検討した上で、一度それぞれの各家庭ごとに、

例えば水ですとか、災害用のどんなものを蓄えてるのか、それから何日分あるの

かという、１回アンケートをとるのもいいのかなと。そうすると、その性格がど

うこうじゃなくて、「そういうの、うち何にもないよね」とか。私、個人的には

ミネラルウオーターが２０本ぐらい置いてあるんですね。ほんで半年間たったら

それを飲んで、また入れかえるとかね。 

 そういったアンケートというのは、結果を求めるアンケートもあれば、意識づ

けとか動機づけになる場合もあるんで、それを一度ぜひね。特に学校を通じて児

童生徒に対してやるとかなり意識が高くなりますから、それもいいのかなと。興

味も湧きますし、何かその辺、考え方をひとつ、総務課長。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） 今ほど議員さんからおっしゃっていただいたとおり、や

はり自分がいかに災害に、発災したときの自分の対応をどのようにやっていくか

ということは非常に大事だと思います。そういった面では、今ご意見いただいた

ようなアンケート等も非常に動機づけにはなるのかなと思っております。 

 中には、お茶があればいいだろうとか、飲み物やったらいいだろうとかという

ものではなくて、お茶なんかですと、やはり利尿作用が多くなるということから

水のほうがいいんではないかとかということもあります。そういったことも皆さ

んに周知することによって、初めて、ああ、そうなんだということもあると思い

ますので、またそういうふうなものも機会を捉えてやっていきたいと思います。 

 ただ、災害の備蓄品というものの公表は、これはどこもやっていないわけでご

ざいますけれども、じゃ、どれだけあればいいのかということになりますので、

それは全部、全世帯あればいいのか、それともこれだけあればいいのかというこ

との決めがないということから、大体今までの経緯、経過、大きな災害をもとに
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考えると人口の約１割程度はストックを持ってたほうがいいということで、私ど

ものほうもほかの市町でもこういった公表はしていないと。 

 私どももそういった面では、食料品のストックなどを、例えば飲料水にいたし

ますと３，２００リッター分、それとあと食料全体、いろんなアルファ米とか、

ほかにはクラッカーとかがありますけれども８，５００食、それと毛布ですと１，

４００枚程度はストックをしていると、町内の１２カ所の備蓄倉庫のほうに入っ

ているというような状況ですので、これについては、もしそういった場合につい

てはすぐに搬送するような体制を整えているということでございます。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 備蓄につきましては、大規模災害が発生しますと大体３日目

には確実にそういった支援が届きます。今は早くなってますのでもう少し早いか

なと思いますけど、２日ないしは３日、何とかこの備蓄品、または自分で持ち出

していただいた水とかカロリーの高いお菓子、そういったのでしのいでいただく

というふうなことになると思います。今、永平寺町では、生協さんであったり南

越前町さん、またいろいろなところと協定を結んでいる中で、もちろん南越前町

さんに何かあった場合はこちらから持っていきますし、一緒に災害になってしま

いますとちょっとそれはできませんが、そういったことも今やっております。 

 先日、静岡県の袋井市さんが、地震、津波の災害があった場合、避難を、静岡

県が福井県ということで来ていただきました。その中でも、やはりそういった関

係が生まれましたので、またいろいろ協定を結びながら、お互いに何かあったと

きには助け合うということでやっていきたいと思いますし、もう一つ、備蓄品に

つきましては、水と食べ物は持っていてほしいんですが、もう一つは薬、その人

しか、特別な処方箋がある薬とか処方箋とか、そういったものも一緒に備えてい

ただくように今いろいろな講座でお願いをしているところであります。 

○議長（齋藤則男君） 上坂君。 

○１番（上坂久則君） 大変難しい宿題みたいなものを申し上げましたけれども、一

つ一つ解決していって、その家庭が、町民がやっぱり安心できるようになると思

いますんで、しっかりまた来年度の予算編成についても、いい行政府となれるよ

うに大いに期待して、私の質問を終わります。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩します。 

（午後 ２時１５分 休憩） 

────────────── 
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（午後 ２時２５分 再開） 

○議長（斉藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 次に、７番、小畑君の質問を許します。 

 ７番、小畑君。 

○７番（小畑 傅君） それでは通告に従いまして２つの質問をしたいと思います。 

 まず、住みたくなる町の実現に向けてということであります。 

 町は、国のまち・ひと・しごと創生法ですね、平成２６年１１月に可決してお

りますが、それに基づきましてまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しており

まして昨年２７年１０月に国に提案しております。 

 平成２８年度は、皆さんご存じのとおり、えい坊館等の具体的な事業に着手し

ていると。さらに民放テレビ等でですね、サンドアートや先ほどから出ておりま

す、福井新聞「月刊ｆｕ」のこれによります永平寺町のＰＲ、これは県内におき

まして相当なインパクトを与えたなと思っております。それは本町にとって最重

要課題の住みたくなる町の実現を目指すものであろうと思います。 

 事業の目的は、人口減少の社会にあって、平成５２年、今から２４年後までは

現状の１万９，０００人の人口を維持したいということであります。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定して、１年が経過した中でですね、基

本目標４つの進捗は全体的にどうなっているのか、目標どおりに進んでいるのか。 

 ＰＤＣＡサイクルによる評価検証をお聞きします。 

○総合政策課長（太喜雅美君） お答えさせていただきます。 

 昨年１０月に策定しました、まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、

産学官金労言に議会や住民の代表を加えまして、総合戦略検討委員会というのを

設置しております。 

 これは今年の６月２７日に第１回の検討委員会をさせていただいております。 

 内容につきましては、永平寺町住まいる定住応援事業、宅地造成適地相談事業、

県外観光誘客事業、外国人観光誘客事業、「小さな拠点」形成のためのネットワ

ーク再編事業、永平寺町まち・ひと・しごとＰＲ事業、越前加賀宗教文化街道広

報観光推進事業、ＡＲアプリまちづくり事業の各事業の目標値と、平成２７年度

実績値と比較しまして、事業が有効であったかどうかを一つずつ検証させていた

だきました。中に目標に達成していない事業はその原因を説明させていただきま

して、ご理解を得たところであります。 

 以上です。 



 －88－ 

○７番（小畑 傅君） えー、盛りだくさんの事業かと思います。 

 なかなか覚えることができませんけども。この中でですね、基本目標１、永平

寺町の地域特性を活かした、結婚・出産・子育ての希望をかなえる、合計特殊出

生率、現行１．４を平成５２年に１．８にとありますが、これでは少なくとも２

に近づけないと２４年後も自然の人口増はないということを前提にした目標値の

設定なのか、どう生かしたらいいのかなと思います。 

 基本３でですね、町への新しい人の流れをつくる、子育て世代（２２歳から３

９歳まで）の転入、転出を均衡させるとあります。この転入、転出の均衡をさせ

るというのは、１出たら１足すわけですから人口はふえないと理解するんですが、

これも転入増を考えなかったのかなと。ここは一度お聞きしたいと思います。 

○総合政策課長（太喜雅美君） 永平寺町の合計特殊出生率につきましては、永平寺

町に居住しています１５歳から４９歳の女性人口に占める福井大学医学部や福井

県立大学の女子学生の人口が非常に多く、というのが影響しまして、他市町より

低く出る傾向がございます。 

 ちなみに、永平寺町は１．４、福井県の平均が１．６２、全国が１．３８で、

福井県では一番低い、最下位でございます。国全体として、国の１．３８、これ

を国の１．８を目標としている中で、永平寺町も国の目標に合わせたことになっ

ています。これは検討委員会の中でも議論させていただきましたが、やはり１．

８を目標にしましょうということでご意見を統一させていただきました。それと、

平成２７年度の市町合計特殊出生率は厚生省からまだ発表されていませんが、町

独自の推計ではほぼ横ばいという結果となっております。 

 ただし、近年の動向を見ますと、この合計特殊出生率は、国が今１．３８です

が、平成２３年度から少しずつ回復傾向になっております。永平寺町もこの回復

傾向が少し見られればと思いますが、最終的にはこの１．８を目標としまして、

人口増──自然人口増ですね──これが、議員ご指摘のように２でないというこ

とは承知しておりますし、この人口をいずれは２．０８人にしなければなりませ

んが、これはあくまでも自然増でございまして、次に述べます社会増と兼ね合い

まして人口は形成されているものでございます。 

 次に、目標３の子育て世代の転入、転出を均衡させるということでございます

が、これにつきましては、永平寺町人口ビジョンにも記載させていただきました

が、永平寺町からの転出の大多数は２０歳から２９歳までとなっています。２０

歳前後の転出は、町民の町外大学進学と考えられます。２３歳前後は、福井大学
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医学部、県立大学からの卒業に伴うものと考えております。また、永平寺町の転

入・転出傾向につきましては、平成１５年から転出超過が続いております。しか

しながら、永平寺町は子育て環境整備に重点を置いていることから、既婚者当た

りの出生数につきましては他市町を大きく引き離して多いことになっておりま

す。 

 永平寺町のとるべき政策としましては、子育て世代、２５歳から３９歳の転入

を図ります。まずは転入、転出を均衡させるレベルまで達するべきであると検証

委員会でも結論をいただいているところでございます。現在は転出が非常に多い

というところから、少なくとも転入と転出を均衡させるというところを目標とさ

せていただいております。永平寺町では、給食無償化、保育料の低料金、住宅取

得の助成、放課後児童クラブ事業などの実施及びこれらの情報の発信をいろいろ

な媒体でしております。これを通じまして永平寺町の人口増に少しでもつなげた

いというのが総合戦略でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 小畑君。 

○７番（小畑 傅君） 基本的にはその考え方というのは、やはり日本全体の人口が、

これはどなたがどう見てもふえる様相にはないということを踏まえてこのような

ことになったのかなと思います。 

 現実、１１月広報を見ますと１万９，０５１人、前月比マイナスの２１人、そ

れから２１月の広報紙を見ますと１万９，０４５人ということで、１１月から見

ますと６人の減ということで、恐らく今後もこういう厳しい人口減が続くのかな

と思います。 

 その中でも少なくとも、先ほど言いました基本計画、基本目標Ⅲのように、最

低でも均衡させたいという気持ち、わからないわけではないんですが、やはりこ

こは転入増をまず施行しないと、これは均衡でいいという考えではないなと私は

思っております。 

 そこら辺のお考えはどうでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（太喜雅美君） 現在が転出の流出が非常に大きいという原因は、先

ほど言いましたように、大学進学とか卒業、学生の移動、これが大きな影響にあ

ると思います。それと、学生さんが転入してきても、やはり何年後かにはまた、

同数までいきませんが、転出してしまう。根本的な転入にはならない。となると、
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先ほど言いましたように、子育て世代、これを転入させるべきと考えております。 

 先ほども申しましたように、子育てしやすいまち、それを前面に出して永平寺

町は子育てができる優しいまち、それを一番前に出して住んでいただく。ある意

味では転入を促進するような感じ。あと、転出を抑制するためには、永平寺町内

もしくは近郊のまちに企業というかお仕事があれば永平寺町も転出が抑制される

ということになると思いますので、今後、後でも議員さんのご質問で出てきます

が、その仕事、企業、これに関しても総合戦略の中に組み込まれていくというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 小畑君。 

○７番（小畑 傅君） この議論は水かけ論になりますので、この辺でとめたいと思

います。 

 それから、基本目標Ⅱの中で、目標ⅠとⅢの人口増をするには地域資源を生か

した安定的な雇用を創出すると、平成３１年までに、これは３年後ですが、累計

１３０人の従業員の増加をとしております。企業誘致なしには、これ３で割りま

すと、４０人の雇用は苦しいと思いますが、果たしてどのようにここを、雇用を、

あるいは企業誘致を考えておられるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（太喜雅美君） お答えさせていただきます。 

 今年度に入りまして、福井銀行、福井労働局、福井県立大学と連携協定をさせ

ていただきました。連携協定の実施項目には、いずれも産業振興や安定雇用の創

出をうたっているところでございます。 

 まず、地域資源を生かした安定雇用を創出するため、起業、創業につきまして

永平寺町は創業支援事業計画を策定しているところでございます。また、その取

り組みをさらに推進するために、今後、商工会や日本政策金融公庫とも連携をこ

れから組んで深めていきたいと考えております。また、現在、議員ご指摘の企業

誘致についても具体的な話を進めているところでありますが、さらに、町内で頑

張っている企業の皆様が求人しやすい環境を整えることも町内雇用の創出につな

がると考え、商工会や福井労働局──ハローワークでございますが──と連携し

た求人パンフレットの作成も行うところでございます。 

 議員ご指摘の企業誘致でございますが、最近では、木材業、スーパー、大型商

業施設、製造業、レストランなど事業所が創業しております。少しずつではござ
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いますが、企業進出が見えていると思っております。これから地域が生き残ると

ころは、外からの投資をいかに呼び込むかが課題となっていることを念頭に置き

まして、これからの政策も推進していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（川上昇司君） 労働政策における雇用の創出ということから述べさ

せていただきます。 

 先ほどの議員の質問にもございましたように、観光振興、商工連携と波及効果

の拡大、また本町の特性であります大学との連携ということで、１１月９日に福

井県立大学と包括的連携を結ばせていただきまして、その事業については先ほど

ご説明させていただいたとおりでございます。また、同じく７月８日にも雇用協

定を結ばせていただきまして、安定雇用機会の創出等の施策をともに連携をして

行っていくということでございます。 

 また、今ほど話ありましたように、創業支援事業計画というものを県内町の中

で一番初めに立てさせていただいて、国の認定をいただきました。これに基づき

まして、町、商工会、日本政策金融公庫、地域の金融機関、ふくい産業支援セン

ターと連携してワンストップ相談窓口を商工観光課のほうで開設しておりまし

て、起業しやすい環境整備にも努めております。 

 このほか、近隣市町と広域観光連携にも参画いたしまして、テーマやストーリ

ー性で結びつけました越前加賀インバウンド推進機構や、福井市、大野市、勝山

市などとの周遊滞在の枠組みの中でも滞在観光の整備に努めております。 

 安定雇用におきましては、それぞれの施策の方向性による複合的効果が中心と

なるというふうな認識のもと、町内での雇用創出、町内での就職機会の増加に立

て地道に事業を進めているところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 企業誘致につきましてですけど、企業誘致、今ほどありまし

た創業支援、また企業誘致条例、いろいろあるわけなんですが、まずは進出する

企業さんに永平寺町を選択していただかなければいけないということがありま

す。その中で、今ほど進めているブランドづくり、永平寺町で商売すると付加価

値がつくんだという、そういったことをやっぱり重点的にやっていかなければ選

ばれないのではないかなというふうに思っております。 

 もちろんそのブランドだけではなしに、この立地条件、中部縦貫道も通ります。
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電車も走っております。そういったことを前面にＰＲしまして、選ばれる、まず

候補地に上がる、そういったまちづくりを目指してますし、もう一つは、そうい

ったＰＲだけではなしに、この町の事業をマスコミとかそういったことに取り上

げていただくことによりまして、その企業であったり、永平寺町に住みたいとい

う人が、自分の知りたい情報ではなしに、いろいろな情報が入ることによって、

住んでみたいなとか、永平寺町で企業を起こしてみたいなとか、そういったこと

にもつながると思っておりますので、この情報発信というのはやはりこれからま

すます力を入れていかなければいけない、そういったところだというふうに認識

しております。 

○議長（齋藤則男君） 小畑君。 

○７番（小畑 傅君） そうですね。町長おっしゃるとおりだと思っております。 

 ただ、基本目標Ⅰの町の地域特性を生かしたとか、あるいは目標Ⅱにあります

地域資源を生かしたとかという漠然とした言葉があるんですが、例えば地域特性

といいますのは、やはりここは福井県の嶺北地方でも真ん中に位置して、高速道

路が２本あってとか、もう少しここを具体的に述べていただくとわかりやすいん

かなと。それから、地域資源としては、やっぱり九頭竜川があって、大学が２つ

あって非常にいいんですという部分もここで述べておいたほうがわかりやすかっ

たんかなという気がします。 

 それで、基本目標Ⅳですが、限界集落「０」の維持としております。目標のⅠ、

Ⅱ、Ⅲを考えますと、恐らく困難な地域も今後出てくるのかなと思います。現状

１万９，０４５人、５年後、１０年後、１５年後の人口を、遠い先の人口じゃな

しに、遠い先は１万７，０００だったと思うんですが、とりあえず５年、１０年

ぐらい先は果たして、希望的には１万９，０００ということですが、私はちょっ

と無理みたいな気がするんですが、どれくらいの人口を見ておるのかなと思いま

す。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（太喜雅美君） お答えさせていただきます。 

 まず、限界集落ということでございますが、現在、永平寺町内の集落や自治会

におきまして限界集落となっているところはございません。また、今後そのよう

な集落が出てこないように、町としましては、宅地造成事業や住まいる定住応援

事業などを通しまして、限界集落にならないよう政策を立てていきたいと思って

おりますが。 
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 この人口推計でございますが、平成２７年、昨年、国勢調査が終わりました。

まだ国から最終的な結果が出てきておりません。５歳ごとの人口集計結果が公表

されていませんので、前回のまち・ひと・しごと総合戦略、あの段階での予想と

なっております。予想では１万９，０００人を目指しておりますが、最新のデー

タを見ますと、やはり一部修正が必要になるかもわからないという状況にはなっ

ておりますが、まだ細かいデータが出てませんので、また出ましたらご提示させ

ていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 小畑君。 

○７番（小畑 傅君） まちづくりの根底にあります地域の持続可能性をどう高める

かということですが、どの市も町も、定住者の維持、それから転入者の増加に知

恵を絞っていると思います。 

 そこに、先ほども申しましたように、「月刊ｆｕ」の９月、１０月、１１月号

を見ますと、本町のＰＲ、非常に端的に読みやすく、わかりやすく、それから子

育て支援、教育支援、起業・就職支援を載せておりまして、非常にわかりやすい

誌面になっておりました。さらに交通アクセスのよさなど、町外の方が読むと住

んでみたいなと思うのではないかなと思います。 

 また、別の観点では、禅という捉え方で、これも県外等々にＰＲをされている

と思うんですが、この後、１２月号はこの前出まして載ってなかったんですが、

このいわゆるＰＲ事業、果たして「ｆｕ」を使ってどのくらい続くのかな、もう

少しやる必要があるんかなという思いがするんですが、どうでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（太喜雅美君） お答えさせていただきます。 

 今、福井新聞社が発行しています「月刊ｆｕ」への永平寺町定住促進広告記事

の掲載につきましては、地方創生加速化交付金事業の一つとしてことしは実施を

しています。 

 ９月号は、永平寺町の暮らしやすさを発信するための、Ｉターン、Ｕターンを

された子育てしているお母様方にお集まりいただき、ご意見をいただきました。

１０月号は、教育のまちをＰＲするために、教育レベルの高さ、教育の幅、礼儀

正しさをポイントに記事を作成させていただきました。１１月号は、起業、創業

しやすいまちＰＲするために、永平寺町に進出した企業の方、永平寺町で起業さ

れた方に対談をしていただき、永平寺町の産業について語っていただきました。 
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 今後発刊予定としましては、１月号につきましては、町内の若者や町内大学に

通う学生、永平寺町の研究をしている学生の皆さんにお集まりいただき、若者目

線、学生目線での永平寺町を語っていただきます。最終回になりますが、３月号

につきましては、これまでのまとめとしまして、永平寺町に住むことのよさの総

集編としまして今までのをまとめていきたいと考えております。また、総集編は

パンフレットにしまして、今後、町のＰＲに活用したいと思っております。 

 また、来年度につきましては、今回のこの事業を踏まえまして、少しでも続け

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 小畑君。 

○７番（小畑 傅君） この前も富山の入善町から視察に来られまして、町長も出ら

れたと思うんですが、そのときに子育て支援が、幼児園の経費が上限１万７，０

００円でやってるんですよということで入善町の方も非常に感心をしておられた

なと思っております。 

 それで、地域間での人口獲得競争の中、本町のＰＲによって転入される方、あ

るいはそれを知らずに転入される方もおられるんですが、転入される目的や年齢、

家族構成も違うわけでありまして、その方々が役場の窓口に来て、それの対応は、

本町が今「ｆｕ」を使って、いろんなことを使ってＰＲをしておるんですが、そ

ういう有為な方策をその窓口に来られる方に一元的な説明をされておるのかな

と。例えば「これは税務課へ行ってください」「これは学校教育課へ行ってくだ

さい」とか振り回すんじゃなしに、一元的に転入される方に説明ができているの

かなと。それと、負担の分も、こういう負担が本町にはありますよという部分も

含めて説明がなされているのかなということをお聞きしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（野﨑俊也君） お答えさせていただきます。 

 転入となりますと、やはり住民生活課の窓口のほうに皆さん来られるわけなん

ですが、大体年間にして５００件余りの転入がございます。そのうち事務的な手

続としましては、福祉課とか子育て支援課、学校教育課と、こういった課が７課

ございますが、窓口のマニュアルに従いまして対応しているところでございます。 

 ご指摘の本町のＰＲによって打ち出している有為な施策はということで、これ

については総合政策課のほうからこのようなチラシをいただいております。これ

を必要に応じてお渡しするというところでございますが、実際、この子育ての世
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代というのは大体こういうような情報はもうわかってらっしゃって、例えば「住

宅支援の課はどこですか」とか、そういったところでご案内しているところでご

ざいます。 

 それから、税金や年金の負担の説明でございますが、年金については全国一律

の月額でございますので、これについては特段ありません。 

 ただ、国保税とか後期高齢者の保険料、これについては、国保については特に

市町村ごとに違いますのでお教えしたいんですが、保険証をそのときにお渡しし

ますけど、「じゃ、保険税幾らになるの？」と言われても、これ所得がわからな

いと出てこないんですね。その前の、転入前の転出先の市町村で税金を把握して

おりますので、それを確認して保険料を賦課するということがありますので、翌

月以降に納付書でお渡ししますということでご案内しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、小畑議員のこの通告によりまして、そうだな、新しく転

入してきた人にＰＲするのは一つ大事なことだと。また、その転入してきてくれ

た方がまたスポークスマン、宣伝をしていただけるというふうに思いました。今

のチラシだけではなしに、例えば、ことしから広報紙で福祉の町の補助金一覧と

か子育て一覧とかをつけさせていただいておりますので、そういったもの、また

公共施設の利用であったり、そういったものを全て封筒に入れまして、一つ一つ

そういったことを説明するのは大変ですが、「またこれごらんください」という

ことで、もちろん名所とかも入れまして、もう用意しといて、来た方にそれをお

渡しするという、そういったこともちょっとやっていきたいなというふうに思っ

ておりますので、本当にいい提案ありがとうございます。 

○議長（齋藤則男君） 小畑君。 

○７番（小畑 傅君） この質問は、実はちょっと町内の方から、こちらに、永平寺

町に来られた方が後で本町のよさがわかったということがあったということで、

それは来たときに、最初にお知らせすれば、えっということがなかったんかなと

いう思いがしまして、こんな質問をさせていただきました。そういうことで、ひ

とつよろしくお願いをいたします。 

 それでは、２つ目の質問に移らさせていただきます。 

 国体での北電体育館横の駅の仮設をお願いしたいということでありますが、福
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井しあわせ元気国体まであと２年、プレ大会まではあと１年を、１年って実際は

もうそこまではないんですが、来ました。 

 ハード面では松岡中学校の武道館建設だけでありまして、あとの会場は既存の

施設を利用して、これから国体に向けてそれぞれの会場の設備の手直しや補修、

修繕などを行うのかなと思っております。 

 本町の競技種目を見ますと女子競技が多くて、そういう部分にも備えるものが

必要になるんかなと思っております。 

 それと、本町での開催は、県と福井市に隣接しているということと、設備も整

っていて、さらに交通アクセスがよいことだと思っております。これは高速自動

車体系がいいということで、北陸自動車道、中部縦貫道などの立地条件のよいこ

とがあるかなと思っております。 

 必然的に車を利用される方が多いんですが、私がなぜこんなことを言うかとい

うことですが、ハンドボール会場の北電体育館の北側には本当にぴたっとえちぜ

ん鉄道が通っておりまして、そこを何とか利用できないかな。 

 といいますのは、本町の国体の開催日を見ますと、３０年ですが、９月１３日

から１７日はハンドボール、これは５日間あるわけですね。それから来場される

チームも、成年女子が１９チーム、それから少年女子が１６チームということで、

少年女子の場合はふれセンのほうも使うわけですが、非常に多いわけですね。え

ちぜん鉄道を利用してあそこを通るならば、その後ろ、北電体育館の後ろにもし

仮設ができると利用しやすいということ。それから、私が言いたいのは、本町の

よさというんですか、ここは高速自動車体系ではありませんよと、東西にえちぜ

ん鉄道が貫いておりまして、福井市に行くにしても勝山市に行くにしても便利が

いいんですよと。これはこういう時期にアピールをしない手はないなと。それは、

あそこに仮設駅をつくって、それは立派なものは要らないと思うんですが、あそ

こでおりてハンドボールを見ていただくという、あるいは、もう少し延ばすなら

ば、例えばバスケットボール会場、ソフトボール会場の一つのハブ駅に、あそこ

を起点に動いていただくともう少し違う展開が開けるのかなと思っております。 

 障害者スポーツも、これは一番遅くて１０月１３日から１５日の３日間という

ことで、これはｙｏｕ ｍｅパークで行われるんですが、いずれにしても割とス

パンの長い期間があります。９月１３日から、国体ですと１０月４日までですね。

これはバスケットボールですか。この間、３日間、５日間、４日間というスパン

の中でそれぞれ動いて行きます。 
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 必ずしも車だけで来られるんじゃなしに、例えばＪＲで来られる方もおるかも

わかりません。えち鉄があるということもこの際ＰＲできないかなということも

含めて、これは非常にお金のかかること、それからえち鉄の了解も必要なこと等々

も含めますとなかなか難しい面があろうかと思うんですが、お考えをお聞きした

いと思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 小畑議員おっしゃるとおり、そこに仮設駅があって選手の皆

様と応援する皆さんが、仮設駅があると本当にいいなと思うんですが、思うんで

すが、例えば今仮設駅をつくることによって、そこにハードの整備をしなければ

いけない。また、全ての駅の時刻表を変えて、印刷も全部変えなければいけない。

物理的にも財政的にも時間的にもちょっと厳しいかなというふうに今思っており

ます。 

 ただ、えちぜん鉄道がある、電車が走っている町として、観音町駅、松岡駅、

永平寺口駅でおりていただいて会場へ足を運んでいただく、そういったＰＲとか

宣伝はさせていただきたいと思いますので、ご理解よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 小畑君。 

○７番（小畑 傅君） えち鉄に関しましては、お隣の島橋駅にパーク・アンド・ラ

イドの駅をつくるみたいなことも聞いております。確かに県立大学のほうから真

っすぐ来ると島橋駅のほうに出るんかなという気がします。そういうことも含め

ていろんな、これからえち鉄の周りの条件が変わってくるんかなという思いがし

ます。我々もそういうことで、これはちょっとどうかなという気はするんですが、

できるところから進めていただけるとありがたいなと思います。 

 これで質問を終わりたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 次に、１４番、中村君の質問を許します。 

 １４番、中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） 今回、一般質問通告に地域防災（自主防災連絡協議会）

につきまして、自主防災連絡協議会の体制と助成ということでのテーマで通告を

させていただきましたので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、「『防災の町』へ官民一丸」となってということで、この記事を

福井新聞で、１０月２２日ですか、掲載がありました。これを見て私も本当に、

身震いがするというんですかね、これまで取り組んできたことがこういうふうな

生きざまでこういうふうに住民に知らされて周知できるということで、大変うれ
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しく思ったところでございます。 

 しかし、このときに自主防災連絡協議会が松岡地区で、これ松岡小学校が避難

場所ということで設定をして訓練をしておられる。１０月１６日に訓練をした記

事でございます。これ見ますと、ここに写真に載ってる方は、数えてみますと五、

六十人が出ているわけですけれども、座っている方が女性の方で本当に笑顔で訓

練に取り組んでいる。この訓練内容は応急担架、これを下着、シャツを利用した

りとか、そういったもろもろを利用してこういうふうに応急担架がつくれますよ

というような訓練をしているんだろうと思います。周りの立っておられる方は男

性の方で、これもりりしい顔をして心配そうに見ている方々やら、また楽しそう

に笑顔で取り組んでいる方、こういった背景が感じられてとても好感に思えた記

事でございました。 

 これを私、拝読しまして、そのときから、今回の議会と語ろう会、これの日程

が迫っておりましたんで、これだなと。議会と語ろう会をするには、先ほど議員

さんからもありました。今回の議会と語ろう会は各常任委員会のそういった管轄

で取り組むということで、総務常任委員会といたしましては、この防災というこ

とで、その中で永平寺町官民一体となった取り組みと防災の町、永平寺町官民一

体となった取り組みとしまして、何が今弱点なんだろうかなと、どこが今弱いと

ころかなということをちょっと振り返ってみますと、ここ９０地区にございます

自主防災組織、これにつきましては、ちょっと言葉足らずですけれども、ほどほ

どということになるんですかね。いろいろな取り組みがなされて、そのトップに

なられる会長さんとかそういった方々がそろそろ腰を据えて取り組んでおられる

なという背景が見受けられます。 

 あと、施設ごと、観光行政はもちろんですけれども、消防体制も整って、今、

強化体制、また消防団の組織につきましても、きのう吉野分団では新鋭の消防ポ

ンプ自動車が配備されたということで、消防団につきましては、今まで念願だっ

た各１個分団に消防ポンプ車と小型ポンプ積載車、これを各１台ずつ配備できる

ようになって、消防の本部の移動もあったせいで、近隣の周りの周辺の消防力の

強化に形なりに整っているんじゃなかろうかというふうな感じで喜んでいるとこ

ろでございます。 

 先ほども申しましたが、この中で一体何が弱点かなと私なりに捉えてみました

ところ、やはり自主防災連絡協議会８ブロック、これがちょっとまだ二の足を踏

んでるなと。進んでいるところはかなり進んでいるんですね。しかし、周りを見
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回し、また聴診器を当ててみますと、なかなかちょっと理解不足の組織もあると

いうようなことで温度差がかなりちょっとあれだなと。 

 これは心配だなということで、早速、この１０月２８日金曜日ですけれども、

７時から議会と語ろう会で一応連絡協議会の役員の会長の皆さんと話をさせてい

ただきたいんですけれどもということで電話連絡を私なりにさせていただいたん

です。この私も連絡協議会の会長さんに電話連絡をするのも初めて。会長さんの

顔は、ちょっと名簿をいただいたら、私も防災に携わってたもんでその顔ぶれは

わかるんですけれども、直接話をしたことがない方もおられました。しかし、皆

さんやっぱり心配なのかどうか知りませんけれども、自分の責任感を果たそうと

いう熱心さから、ぜひ開いてくださいと、ぜひそういう語る会でそういった場を

つくっていただきたいと。 

 といいますのは、会長さん同士が、まず連絡協議会の会長さん、８つ組織があ

りますから８人、それに副会長で１６人、それに会計、監査、幹事とかそういっ

た役員さんが各会から５名ずつで４０人ぐらいの役員さんがおられるわけです

ね。その中の半分でもいい、正副会長さんが一堂に会して考えて、連絡協議会の

会合を持ったことがまずなかったということなんですわ。それは何でせんかった

んやとか、今行政にそんなことを言うてるんでなしに、それは自主防災組織です

から、これは自分みずからがそういったのを立ち上げて自分たちのことは自分た

ちで解決をするためにも、自分たちで連絡をとり合って進んでいくことが望まれ

る団体でありますから、組織でありますから、そういったことで、行政に今その

ように進めんかったんやということは申し上げませんけれども。初めてこうやっ

てして皆さんの顔と顔とを合わせて、この方が、例えばＡ組織の１組織の１ブロ

ックの会長さんをなさっている方かと。またこの方、この方。コの字に組んでね、

椅子を、机と。そしてそういうふうに和気あいあいと顔を見ながら話をさせてい

ただいたところでございます。 

 そのいろいろな皆さんの思いがあるわけでございますけれども、ここで質問し

たいのは、そこで一つは、地域ごとの自主防災連絡協議会の役割ですね。今さら

何やということかもしれませんけれども、役割と連絡協議会と地域間との対応で

すね。今私が申し上げたいのは、連絡協議会はこうあるべきだ、また連絡協議会

の協議会と協議会がこうあるべきだと。実災害が発生したときには、これはもち

ろん、例えば御陵地区で何かそういう災害が大規模に発生したときは、これは永

平寺の北地区と、または松岡地区の中・東地区、ここが一括して応援、支援に行
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く、そういった体制、これが地域間の協力体制ですね。ブロックごとの自主防災

組織は集落ごとの組織のあれですから、そういった協力体制をやはり常々ここに

担いでおかなあかんなと、腹に入れておいていただきたいなということで今この

質問をするんですけれども、こういった心配があります。それすら連絡協議会の

方々、役員さんが、意識のある方は、強い方は強いんですけれども、ちょっと薄

いなというような感じも見受けられたので、行政としても少し、こういった思い

でするんやというようなことをちょっと答弁願いたいというふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 本当に、先ほども申し上げましたこの防災について、やれば

やるほど課題が出てきまして、どういうふうに進化させていくか、進めていくか

というのが出てきております。 

 まず経緯から説明しますと、昨年、まず各地区の自主防災組織のリーダーを、

今まで区長さんとリーダーが兼務されているところがほとんどだったんですが、

それではなかなか連絡が行き届かない、１年単位でかわってしまうということで、

なるべく継続できる方がしてくださいというお話をさせていただいて、そういう

ふうに進めてきました。昨年は４５％の区が区長とリーダーが分かれた区になり

ました。今年度は、リーダーと区長が分かれている集落が全集落の６３％で、リ

ーダーの方は何年も継続でやっていただくというふうなのを進めております。そ

の中でずっとそういう、自主防災組織のリーダーと区長さんが分かれて、リーダ

ーさんのリーダー制というか、それを確立することに昨年、また今年度やってお

りまして、今年度はさらにその自主防災組織のさらなる、地域で連携を図ってい

かなければいけないということで、自主防災組織連絡協議会を８つのブロック、

もともとあったんですが、実質、機能してなかったんです。機能させようという

ことで、自主防災連絡協議会を機能していただくことにしました。 

 そうやって進めている中で、やはり皆さん、防災の意識が高い方もいらっしゃ

って、今回いろいろ、議会と語ろう会、また私どもも課題を聞いております。来

年に向けてそういった課題解決、どういうふうに進めていくかというのを今精査

しているところでございますし、１２月には一度、自主防災連絡協議会のリーダ

ーの皆さんの集まる場を設定しまして、さらなる大きな協議会を設立して、永平

寺町全体の協議会ですよね。それを設立していただきまして、またその中で、じ

ゃ、来年度はどういうふうにやっていこうか、どういうふうな町からの支援が必

要かというお話を聞かせていただきまして来年につなげていきたいというふうに
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思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） この語ろう会で、今１２月中に、これはあれですか。町

長も出席される予定は、顔を出すというんか、連絡協議会の。これはまだわから

ない。そうですか。 

 語ろう会で、「これ議員さんに言うたかって、ただ聞くだけやろう」「いや、

これは絶対行政に伝えます。我々は聞く役目、また行政はその仕事に携わる、そ

ういった役割分担をきちんとさせていただきますんでね」と。それで今こうやっ

てこのようにさせてもらってるんですけれども、いろいろこの中で、この会話の

中で連絡協議会の質問がたくさんありました。災害対応とかについてもありまし

たし、中で一番ひっかかったのは、皆さんが口をそろえておっしゃったのが、何

をやるにもお金ですわ。これらを、年間１組織４万円の助成金をいただく。これ

は訓練とかいろいろなこと、事業をやってから、そのやった経費の申告を総務課

へして、そして行政にそのかかった費用を受け取ると。これでは我々はできない

んだと。簡単に言うとできないと。 

 内容を見ますと、そのリーダーの方も、４万円分のというんでないですけれど

も、これを超えた場合はどうするんやとか、いろいろなこともあったんですわ。

リーダーの方も一組織の、例えば会長、副会長、会計云々と５人役員がおられる

とすると、その役員さんとの連携もまだ強くなってないんやね。そうすると、何

をやるんか、これもやるんか、このコミュニケーションもとれてない。また、ど

のようなお金がかかるんだろうとか、誰がお金を立てかえるんだとか、やっぱり

会長さんになるだろうと。その会長さんを見ますと、町長もご存じやとは思いま

すけれども、大体第一線上の本番を終えてそろそろ年金というような方々がリー

ダーになっておられると。全部が全部でないですよ。その方々の意見を私なりに

分析しますと、やはりつらいとか口には出しませんけど、立てかえることは、四、

五千円とかそういうお金でなしに４万円、５万円となるとなかなかやっぱりつら

い面もある、そういうようなことも感じてほしいんだと。ただ行政は４万円出す

から、これで事業した報告を出せば４万円は返しますよと簡単に言うというよう

に思っておられるんかどうか知りませんけれども、そういうふうな重みのある会

長さんらの意見がありました。 

 中で、訓練の実施に当たって費用がかかるので、この助成金の使途をどう捉え
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ていいのかがわからないと言うんですね。それはそれなりに私のほうも答えまし

たけれども。 

 それと、各地区で理解のある、また先進されている地域は、その区より５，０

００円ずつ助成金をいただいて、十何地区あれば５万幾らになると、そういった

あれで訓練を開催し、区全体の、地域の理解をいただいてそういうふうにやって

いるというようなところ。また、自分は農家だから、炊き出し訓練をしたときに

自分は米１俵を出したんだというような地域。そういった中で、やはりそういっ

たことが得意な農業地域ならそういうふうにできるかもしれんけど、じゃ、こう

いうようなところは、我々は、ほんなとてもでないけど、そんな米１俵も、ほん

なもん言われないというような状況もあるので、なかなかこれも難しいんだよと

いうふうなことで、この訓練はしたいんだと、何を買う、取り組むのは、４万円

の使途がちょっと、どうやって使うたらいいんやろうかというようなこと。 

 それと、それをするに当たり、まず行政はすぐ縦の線で助成金、これは事業を

したこの値に対して申請をしていただければこれを出しますよという取り組み、

これはもういたし方ない、理解できるんですけれども、やはり助成金というとな

かなか先に、年度明けの４月１日には支払われない。これは事業した後、だから

今回この松岡地区なんかでしたときには、１０月１６日にして、これ請求出して

今支払われるところだとは思うんです。この経費についてはね。しかしそれでは、

立てかえている会長さんまたは組織、これが大変だろうというふうに心配すると

ころで、それも皆さん、１人だけのところが言うんでない、８ブロック全員の方々

がそういうふうに言いなるんですわ。 

 助成金だから私なりに考えたんですけれども、助成金だからこういうふうな仕

組みがあって、とにかく先払いはできない。先払いと言うとおかしいですけど、

活動資金というんですかね。ですから、その助成金の仕組み、名前というんです

かね、制度、それを、例えば、予算等これから組みますけれども、それを４月１

日に出せるような、助成や補助と言うと、それはできませんけれども、資金とい

うんですかね、活動資金というか。そういう名目が何かあると思いますので、そ

れらをちょっと一遍考えていただけんかなと。これは大事なことなんですわ。や

ろうと思ってもそういったことも、やっぱり官民の理解も必要、８ブロックの会

長の理解も必要。しかしこれを片一方で、今、盛んにかーっと燃え盛っている連

絡協議会をこんなところで潰したくはない。そんなことで潰れるような組織では

ないとは思うんですけれども、そういうふうなことで少しでもやはり支援をして、
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我々行政もしっかり支援するんだ、そういう形をちょっと出していただきたいな。

答弁していただきたい。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 本当に住民の皆さんのお声を伝えていただきまして、ありが

とうございます。 

 今、そういったことをしっかり、１２月のときに連絡協議会の皆さんとお話し

する場を設定しまして、その場で、来年に向けてどういうふうなやり方がいいか

とか、そういったお話をさせていただきたいというふうに思っております。言い

わけになるかどうかわからないんですけど、今年度は自主防災組織の予算、少し

ボリュームを持たせていただきましたが、より活発にしていただいたということ

で、これは喜ばなければいけない、そういったことだと思っております。 

 ただ、今議員おっしゃられたとおり、そういったことによってその火を消して

しまうわけにはいきませんので、しっかりとお話をさせていただいて、どういっ

た形が一番いいかというのを連絡協議会の皆さんとしっかり認識をともにして進

めていきたいと思いますので、本当に今回ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） 本当に今町長が言われたとおりでございます。やはり各

ブロックの皆さん、会長さん方のご意見を１２月の、今度の集まる機会をしっか

り捉えて皆さんとお話をさせていただきたい。 

 先ほども議員さんおっしゃったように、今までは自主防災組織等の補助金の要

綱に基づいてさせていただいてたわけです。これになりますと、これは２５年度

に制定されているわけですけれども、申請があって、交付決定があって、先ほど

言われたように、やはり行政のやり方でお決まりのとおりやらせていただいてた

というところも本当にあったと思います。そういったものをさらに１２月の皆さ

んのご意見を伺いながら、より活動にしっかりと取り組んでいただけるような方

向性でお話をさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 

 また、そういったご意見を教えていただけると非常にありがたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） 期待しております。 

 それで、今度１２月に、今月中にそういった会合を一つ重ねるということでひ
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とつお願いしたいんですけれども。 

 それと、連絡協議会の会長さんらがちょっと困惑してるのは、防災訓練のあり

方。防災訓練のあり方がまだ、行政が取り組もうとしている連絡協議会ごとの訓

練内容、それがちょっと、説明不足とは申しませんけれども、理解不足だなとい

うように感じておりました。また、中では、行政は、こういうふうな実災害が発

生すると、とにかく２日から３日はライフラインの復旧というようなことで取り

組まなければいけない。そこで行政は全部そういった活動をするんだから、我々

は我々のできる限りの訓練を自分たちで考えて取り組んだほうがいいですよとい

うようなことで答えてはいたんですけれども、その内容がピンからキリまであり

まして、とんでもないことを考えてる、やっぱりしっかりした会長さんもおられ

ますし、まだ何をしたらいいんかなと手をこまねいている会長さんもおられるん

ですね。そこら辺も連絡協議会ごとにコミュニケーションをとり合ってそうした

意思疎通を図っていただくと、なおさら強化が、レベル向上ができるんじゃなか

ろうかなというように感じたところがあります。 

 それで、今度のリーダー研修会、１２月にこういったのが設けられるところで

ございますけれども、そういった横の線、行政と連絡協議会、自主防災組織の縦

の線はそうですけれども、横の線をしっかりしていただけないかなと。そういっ

たことも今度の会議でちょっと指導していただきたいなということなんですけれ

ども。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今年度は、自主防災組織のリーダーの皆さんを対象に、５月

か６月に１回、山村武彦先生の講習会をしていただいて６５０人の方に集まって

いただきました。３月にもう一度、３月１９日に山村先生にお越しいただいて、

もう一度講義していただきます。その場に、もちろんリーダーの皆さんにもまた

参加いただきたいんですが、来年度は、今回のそれは、今回、自主防災組織のリ

ーダーを、区長さんとリーダーの組織さんを分けたということで、より災害につ

いて知っていただこうということで、全ての集落の皆さんを対象にさせていただ

きました。来年度は、その横のつながり、今言ってた永平寺町連絡協議会をさら

に一つの組織にするのはもちろんのことですが、その中でいろいろな研修をして

いただいて、より、よその町はこういった防災訓練をやってますよとか、防災に

ついては何が大切なんですよというのを早い段階で知っていただいて来年度の防

災訓練につなげていただくような、そういったことも今度、１２月に集まるとき
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に少しお話をさせていただきたいなというふうに思っております。 

 いずれにしましても、やはり８ブロックの皆さんが情報を共有して、「あそこ

はこうやってやってるんなら、うちもこうやってやってみようか」とか「うちは

こうやってやったらこういうふうな結果でしたよ」とか、そういったやりとりが

できることがまた防災意識の高まりにもつながると思いますので、どんどん積極

的に次の段階に向けて進めさせていただきたいと思います。 

 本当にありがとうございます。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） しっかりとひとつお願いいたします。 

 次に、前にも９月議会にも一般質問で質問させていただきました。防災人づく

りと題しまして一般質問をさせていただきましたが、その質問の中で、日本防災

士機構による防災士育成強化として、本町の方々が取得されました人数とか職種

を確認させていただきました。その中に、今回の８ブロックの連絡協議会の役員

の方々の３分の１の方がもう既に防災士として取得されておりました。活躍され

ておるんだなということで、またさらに、その中でも、今回１２月の末にあるん

ですね。今度、防災士のね。そのときに、来週ですか、取得するんだというよう

なことを言っておられました。 

 連絡協議会の役員の方々は、消防職員のＯＢの方とか消防団のＯＢの方、また

消防団長をされていた方とか分団長の経歴を持たれるＯＢの方々とか、そういっ

た地域の知名氏の方々で構成されていると。今後の防災士の役割が本当に期待さ

れるチームだなというふうに感じております。社会全体の防災力が高まって強い

安全、ひいては安全で減災まちづくりにつながるかというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

 さらに、災害の対応には、やはり若い力、女性の力が必要不可欠でございます。

町長もご存じのとおりと思いますけれども、避難場所の食事の配給とか、やはり

施設の清掃、衛生面とか、多種多技に必要とされているところでございます。そ

ういうふうなところは、やはり女性が活動していただくと周りの方々も安心でき

るというんですかね、そういったことでおられるわけですけれども。 

 そこで質問させていただきます。この防災士取得について、この新聞にもあり

ましたけれども、中学生も防災士の資格を取られるという、１５歳以上ですか、

健康な方ということで本町の中学生、高校生の方々も取られるということですが、

この取得状況はどのような状況になっているのか。また、松岡、永平寺、上志比
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中学校へのアプローチというんですかね、生徒さんにこういうようなのがあるか

ら取ってみないかとか、そういったアプローチはされたのかどうか。そういった

ことをしてないんならしてないでいいですから、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） 防災士の資格取得につきましては、やはり議員さんおっ

しゃったように、女性の目線、それと中学生以上の１５歳の方々でも、やはりそ

ういった生徒の目線というのが非常に大事だと思います。やはり女性は私らが余

り気がつかないところ、そういった面でしっかりと見ていただく。発災しますと、

妊婦の方々もおられますし、いろんな女性特有の目線で見ていただけるというこ

とで非常に重要かなと思っております。 

 まず、前回も、校長会とか町の広報紙とかで若いそういった生徒さんにぜひ受

けていただけるようにということでお話をさせていただいたんですけれども、あ

いにく高校生が１名の状況であったということでございました。 

 ことしにつきましては、昨年の６８名のうち女性が５名でしたけれども、今回

は全体で１６７名のうち女性が４４名も受けていただくことになります。そうい

ったことで、地域防災のリーダーあるいは自主防災の組織、消防団員、これは役

場の職員も多く入っておりますけれども、そういった面で主に受験をことしはし

ていただくということになります。 

 来年度も、これ県の助成も、やはりしっかりと見きわめていきたいと思います。

１人８万円程度かかりますとなりますと、なかなかそういった高額なことになり

ますので、ことしは今までどおり、非常にそういった補助を活用して防災士を受

験していただくということになっておりますけれども、来年度はそういった部分

もしっかりと見きわめていきたいと思っておりますし、なおかつ中高生のさらな

る受験の促進を図っていきたいと思っております。 

 ちなみに、参考までにことしの１６７名の内訳を言いますと、一般の方が６０

名、それと消防団員が３２名、これはＯＢも含んでおりますけれども、役場の職

員もこれから取っていただいて消防士としてしっかりと地域での役割を担ってい

ただきたいということで、職員も７５名が受けるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） ありがとうございます。詳しく教えていただきまして、

ありがとうございます。 
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 もう一度だけ確認しますけど、この６８名中５名の方が女性だったと。前回で

すね、これは。このうち、高校生がこの中に１名おられたということですか。 

○総務課長（山下 誠君） ６８名のうち１名    。 

○１４番（中村勘太郎君） ６８名の方。うん、そうそう。高校生が。今回はこのよ

うに４４名の女性が受けられるということですね。はい、わかりました。 

 とにかく、災害というのは、男だけがそういった対処するところではない。発

災後、これも重要な箇所でございます。避難場所の確保、安全・衛生面でもいろ

いろなそういった災害弱者のフォローをするには、やはり女性の力というのは重

要でございますから、こういったことでどしどし、これは行政に指導してくれと

言うても甘えてるような言い方になりますけれども、これはまた連絡協議会のほ

うで盛り上げて、こういったことを行政に、またもっと補助金くれというか、つ

くってこうやってやってくれやというような感じの組織になればいいなというふ

うに思っているところでございます。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これは、県の補助が去年からありまして利用させていただい

ておりまして、県の目標が１，２００名を福井県内で育成する、防災士になって

いただくという目標がありまして、それが今回でクリアしてしまうようなことも

聞いております。うちは２４８名なんで福井県内では一番トップの率となってお

りまして、実は先般、県への要望の中でこういった防災士の重要性とかそういっ

たものは改めて訴えさせていただきましたので、また県の理解があれば引き続き

やってもらえるかなという期待はしているところなんですが、そういうふうに思

っております。 

 それと、今回、役場の職員さんも大勢自主的に取っていただきました。やはり

防災といいますと、例えば幼児園の先生であったり学校の先生であったり、多く

の命を預かっている、そういった場面場面で、いざ災害の知識があるのとないの

とでは、少しでも時間が延びてしまうということが恐ろしいことにつながります

ので、そういった多くの命を預かる職場の皆さん、もちろん福祉関係もそうです。

そういった方々には積極的に受講していただきたいなというふうな思いもありま

す。今回、社協も結構取っていただいてます。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） 本当に役場、行政の方々、大変前向きだなというふうに
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思っております。これをぜひ無駄にせずに。 

 私が一番思っているのは、行政に携わっているとき、職員の間は、それは進ん

でいって、自分が行政に座っておられるときにそういったことで染まってやれば

いいかなとは思うんですけれども、それを満願退職した、それからこれは一人一

人の防災士として、またいろいろな場で活躍していただきたいなと。特に、今年

度ですか、退職される、ここにおられる課長さんでおられると思うんですけれど

も、そういった方々、課長さんも、自分が離れたら、行政を離れたら私はもう携

わらんのだと、行政はノータッチなんだということではなしに、それ以上にまた

足を向けてこういった取り組みに協力、自分のためじゃなしに地域のために人づ

くり、そういった協力をしていただきたいと思います。 

 それで、次の質問に移ります。 

 このいろいろな取り組みでそういった人材の育成はできてきた、またやってい

く。これはいいんですけれども、備品。備品というといろいろありますけれども、

ここには永平寺町自主防災組織等の補助金と消防本部補助金と比較表でこうやっ

てちょっとあるんですけれども、別表ですけれども、ここには自主防災組織の補

助金の一覧で、一つは活動費、一つは避難用資機材、これはヘルメット、避難所

の看板とか避難誘導看板とか避難誘導旗、非常用持ち出し袋とかが避難用資機材

ですけれども、また３番目には救助・救護用資機材、こういうなのがあります。

ここに何点か、メガホンとかトランシーバー、懐中電灯、救助工具セット、チェ

ーン、テントとかいろいろこういうふうにあるんですけれども。何でこんなこと

を言うかというと、この間の連絡協議会で一応こういうようなことをしていただ

けるといいんだけどね、だからそれを行政に伝えてよということでありました。

ちょっとそれもいい案だなというふうに思っておるんで、私、ここで今質問させ

ていただいているところです。 

 その中に、こういった一連の、お金、買えば、新しい資機材が入るというのは

あるんですけれども、これでなしに、管内にいろいろな病院がある、施設がある。

その中で車椅子、それも本当に病院で使われないんだと、ちょっと直せば、手を

加えればあれかなというふうな感じの車椅子とか担架、そういったものを町が譲

り受けて自主防災組織、連絡協議会に渡してくれないかな、そういったことも考

えていただけないかな。というのは、我々、連絡協議会が直接医科大とかそうい

った施設へ行って、商談というんでないですけれども、そういうふうなことを相

談するのもいかがかなと思うんで、そこら辺、行政の取り組みとしてどのように
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対応していただけるんかなということをお聞きしたもんですから、ちょっとどう

いう対応をできるんかな、どういう気持ちがあるんかなということをひとつお願

いします。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） 今現在、自主防災組織、先ほどから出てますように、９

０地区、また連絡協議会のほうには８ブロックあるということで、各施設で使わ

れている病院とかそういったところについては、まだそういったアクションは全

然起こしてはいないんですけれども、今回こういうような提案をいただいたので、

そこら辺はまた話はさせてもらおうかなと思ってます。 

 ただ、やはりほかの地域でも幾つもありますから、９０地区と、あるいは８ブ

ロックとということで、そうするとどこが必要かということも出てくるかと思い

ますし、そういったところについては、またいろんなご意向を今度聞いてまた話

をさせていただくということはあるかもわかりません。ただ、今まで折り畳みの

担架というのはもう一つずつは各９０地区のほうにはお渡しはしているところで

ございます。これは多分議員さんもご存じかなと思いますけれども。 

 それと、やはりそういった数が幾つ出てくるかというのも、これももし話をさ

せていただいてもどれだけ出てくるかということもわかりませんわね、どちらか

というとね。そういった場合には、先ほどから出てますこの自主防災組織等の補

助金、この要綱の中でそろえていただければというふうに思っております。この

表の中にはそういったものがなくても、やはりこちらのほうで町が認めたものに

ついては全然、用意をして準備をしていくということについては何ら問題もない

ということになっておりますので、ただ、こちらのほうに出していただいて相談

いただければ、例えば車椅子が欲しいんですけどとか、今までにもそういったも

のでこの表の中に載っていないものでも、やはり地域地域の特性はあると思うん

です。やっぱりこういうようなものが必要なんだとか、そういったものはどんど

ん提案していただいて、私たちもそれにお応えできるような形で対応していきた

いと思っております。 

 先ほど議員さんおっしゃった形については、またそういった施設のほうにお話

をさせていただくような機会を、話をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） ありがとうございます。 
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 今課長がおっしゃったように、地域の特性、これがその対象になるかなという

ふうに思うんですけれども、今自分が言ってるのは、例えば９０地区に一つずつ、

二つずつなけなあかんという、そういうのではないんです。まずはとにかく意識

づけ、それをするために８ブロック８機。合わせて８機やね、合計。それから考

えてもらえばいい。それを応急担架に使うか、または搬送に使うか、災害弱者を

それで搬送するか、荷物を搬送するのか、何を搬送するのか、それは地域で考え

てもらえばいいと思います。それは地域の特徴で、特性でね。そういうふうにし

て、まず手始めにそういったことに当たると、そういうふうな捉え方で、全部に

それを今すぐ振り分けて平等にやってくれということではないんで、その中で、

８地区なら８地区で２年に分けてもいいです。３年に分けてもいいです。そのよ

うにして、もし譲っていただけるところがあるんであればそのようにして、少し

でもそういった位置づけですね。まずはそういうふうにして取り組んでいただけ

れば、連絡協議会の会長さんらも理解できるんじゃなかろうかと思います。それ

を無理やり、うちもくれ、うちもくれって、そういうふうな会長さんの理解では

ないと思いますんで、そこら辺お願いしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） 私も決して、その９０集落に全部とかそういうつもりで

なくて、今、最低でも８ブロックが一番団体的にあるということで、やはりそう

いったブロックが今度会議があるということで、先ほども言ったように、そうい

った意見もしっかりと聞きながら、やはりうちのブロックではこういうふうなも

のが欲しいんだとか、そういうなのも出てくると思うんですね。やっぱりそうい

うところでしっかりとご意見を伺いながら、また今ほどのような備品の用意とか

ということにこちらも対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） そういうことで、ひとつよろしく取り組んでいただきた

いと思います。 

 それで、いろいろと進んできましたが、今度、避難準備情報、これについて何

度となく、この新聞の掲載でもこういう反省を捉えてこういうふうなことを取り

組んだんだというふうなことを、町長、しっかり書いてありますんで、この記事

を読んでいただければ住民の方も理解できると思うんですけれども、なかなかな

かなか浸透しておらないと。ましてや、自主防災連絡協議会の会長さんすら、こ

んなことを言うと失礼ですけど、私言ってしまいますけれども、まだその理解が
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できてないというような方もおられました。それは個人的には理解しているんだ

けれども、とり方がちょっとずれてるなと、ちょっと違うんだなというふうなこ

とで感じましたんで、またこれから、広報とかチラシとかそういういろんなもん

で訓練とかを重ねて周知はすると思うんですけれども、そこら辺のやり方、手腕、

手法というんですかね、こういうふうなのを、やはりどうやって捉えていくんか

なと、進めていくんかなと思うんですけれども。 

 私なりに思うのは、やはり今度はいろいろな訓練を、避難場所、例えばこの新

聞でいいますと、小学校の体育館で集まっていただいてそういった話をする。も

う既に集まっているんですね。避難はしてもろうたという意味合いで。しかし、

避難準備情報を実際に流して、これは訓練ですよと、災害弱者は準備をしてこう

いうふうに、第１避難から第２避難所へ、小中学校へ避難してくださいというよ

うなことを本当にやるんですね。それを実施しなくては浸透しないと私は思う。

それが集まった、参加された方々が、また家族なり、また地域の住民なりに輪が

広がって、そういった避難準備情報はこうあるべきなんだよ、行政はこうやって

言ったんだよ、こうやってするんだよと、口から口、そういうふうに広がると思

いますんで、ただチラシ、チラシも必要です。こしの国のケーブルテレビでこれ

を流すのも必要です。しかし、そういったことは、まず一番弱いところはすぐや

る、実施する、こういうふうにやるんだと、やっていくんだと、そういうふうに

取り組んだほうが手っ取り早いというんでしょうか。ちょっと口下手でごめんな

さいね。何かそういうふうにやったほうが理解できるんじゃなかろうかというこ

とですけれども、そういう取り組みを集中的にやられるというふうに。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 議員さんおっしゃるとおり、例えば避難準備情報、避難勧告、

そういったものがどういった情報なのか、また防災無線が鳴って聞き取りにくい

ときはどういうふうな確認の方法があるのか。実はこれ広報紙で出してるんです。

ただ、伝わってないんです。だから今、防災講座という形で私が、もう１５カ所

行きましたかね。きょうはちょっと議会があるんで違う会場はお断りさせていた

だいたんですが、直接行って直接伝えてます。避難準備はこう、避難    、

防災無線が鳴ったらこういうふうに確認してほしい、その中でまたいろいろなお

話も聞けてます。 

 やはり広報であったりケーブルテレビ、それも大事な伝達ツールなんですが、

私たちが絶対陥ってはいけないのは、それを出してるからもう住民の皆さんは知



 －112－ 

っているだろうと、それはだめだと思います。広報でこんだけしか伝わらないの

であれば、じゃ、違った手段でどうやって伝えるか。それを今いろいろな媒体を

使いながら、また直接出向いたりしてやっているわけなんですが、そういうふう

にやっていきたいと思います。 

 今回は、防災無線につきましては、防災講座を受けられた議員さんは何人かい

らっしゃいますが、地域へ行ったときに出ていただいたんで。そのときに防災無

線が鳴ったときの確認の方法であったりそういったものの全戸配布を考えてます

ので、スペースがあればですけど、避難準備情報とは何かとか、そういったもの

をスペースがあれば、またちょっといい意見いただきましたので、載せていって 

小さい字はちょっと読めないかもしれませんので、そういったのをまた持って帰

らせていただきまして対応していきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） よろしくお願いしたいと思います。 

 また、避難準備情報とこういうふうに今話がつながったんで、ついでにちょっ

と。通告してないんですけれども、関連で。避難場所の周辺の一般住宅がありま

すわね。例えば松岡小学校であれば、そこの小学校に集まるとき、集合するとき

に避難通路がありますわね。そこの通路の安全を確保するのに、その実災害のと

きにはどうなるかわかりませんわね。例えば、１メーター５０ぐらいのブロック

塀があると、これはあれですよと。例えば、これは補強しておかないけません、

震度７強には耐えられませんよと。または、一般住宅があります。それらの並び

について、建てられているところは既に耐震計画がなされているのか、またそう

いった取り組みを地域ごとに行政が指導しているのか。ここは避難場所ですから

積極的にお願いしますよと。または、それに取り組みやすい助成金、助成金と言

うとまたお金があれになりますけれども、そういうふうなところは極力助成率を

上げて強化するとかね。そういったことがやっぱり心配されるわけです。 

 というのは、避難先、避難場所になってるのに、そこが、家が倒壊したり、ま

たはそういうようなことが実際に発生したときに、先ほど言ったような広域避難

場所、また避難場所から避難場所へ移動しなければいけませんわね。ここは使わ

れないんだと、使われるけれども中へ行かれないんだというようなことがありま

す。発生するおそれがありますんで、そういった計画も、やはり避難通路、ツー

ルいろいろありますけれども、そういったところの強化も計画の中に入れといた

ほうがよろしいんじゃないかなと思いますけど、そこら辺どうなんかなと。 
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○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 塀とかそれはまだちょっとあれですけど、実は、５６年以前

の民間の建物の耐震について、建設課の担当の職員が私と一緒に防災講座に行っ

て皆さんに説明してくれてます。今いろいろ課題がある中で、シェルターという、

もちろん自分の命を守るのが最優先という説明をさせていただいてますが、そん

な中で今回、補正でもお願いすることになりました。説明することによって、問

い合わせというか、じゃ、この補助金を使ってみようというのがふえてきました

んで、どんどんどんどんそういった災害のときに壊れない建物、まずは自分の命

を守ることなんですが、しっかりしておけば避難路も倒れないで済む、そういっ

たことも考えられますので、耐震もあわせていろいろな角度から進めていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） 最後になります。 

 この連絡協議会のリーダーさんといろいろ語ろう会をさせていただいて、まず

こういったことをきちんと一字一句無駄にせず行政に、町長に伝えられたこと、

まずもって喜んでいるところでございます。これを、やはり少し、一つでも意義

のあるように、ひとつ取り組んでいただきたいかなと。また、町長が、私は行政

に伝えるのが仕事で、町長はそれをしっかり受けとめて、しっかり形に出すのが

町長の手腕だというふうに思っておるところでございますんで、できる限り実行

できるように返答、仕事を待ちたいと思います。 

 やはり「『防災の町』へ官民一丸」と、これが１００年後にまで伝えられるよ

うな防災まちづくりを目指して頑張っていただきたいというふうに、またいこう

というふうに思うところでございますんで、そういった決意をひとつよろしくお

願いしたいと思います。決意、頑張りますよと。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 本当にこの防災についてはやり過ぎはないということもあり

ますし、もう一つ、自分の地域は自分たちで守る、そういった意識を持っていた

だくことによって地域コミュニティがより深く深いきずなで結ばれていく、そう

いった効果もあると思っております。 

 今、地域コミュニティの希薄化が言われている中で、まず自分、家族、地域を

守るんだという意識の中で地域活動をしていただく、そういったのにつながって

いけばいいなと思ってますし、いざというときには本当に一人でも被害者が少な



 －114－ 

い、そういった減災につながる、そういったまちになるようにこれからも住民の

皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 中村君。 

○１４番（中村勘太郎君） ありがとうございました。 

 以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩します。１０分より再開します。 

（午後 ４時０２分 休憩） 

────────────── 

（午後 ４時１０分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 １７番、多田君の質問を許します。 

 １７番、多田君。 

○１７番（多田憲治君） １７番、多田でございます。 

 今回は、本当に今、新聞でもいろいろと騒がしております高齢者の交通事故。

私は今回、議題としましては運転免許証返納制度の充実と、こういう大きく実は

書かせていただきました。 

 最近、高齢者の交通事故がマスコミ、新聞等でよく報道されていたやさき、先

日、本町の高齢者運転の死亡事故も発生をいたしました。この事件以前から全国

での高速自動車道の逆走行とか高齢者事故、我が町永平寺町の対応策が実は気に

なっていたわけでございますが、高齢者と同居している家族からは、時々、日常

生活の中で帰りが遅いと本当に家族で心配していると、そういうことも耳にして

いるわけでございます。 

 よい言葉でありませんが、自損事故の場合には日がたてば忘れるわけでござい

ますが、他人を傷つけた場合、取り返しのつかない事態が実は発生するわけで、

これから私たち団塊の層が高齢化に突入するわけでございますが、今のうちに対

策を講じておかなければならないのではないのかと実は危惧をしているところで

ございます。 

 まず、町内後期高齢者、これは７５歳以上の方を標的にするわけではありませ

んが、免許証所有の人はどのくらいおられるのか。おおよそでもいい、もし数字

がわかればお聞きをいたします。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 
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○総務課長（山下 誠君） 町内の７５歳以上の免許の所有者数は１０月末現在で１，

００７名となってございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） 今、総務課長のほうから１，００７名とそういうふうな数

字をお聞きしました。これはこれからはこの団塊の層が上がってきますので、ま

だまだふえるのではないかと思います。 

 本町だけではありませんが、これからこういう高齢者運転がふえると思います

が、高齢者の運転中、体の不都合で未然に事故を防ぐ対策として、福井市を初め

全国ではいろんな取り組みがなされております。もし今、本町独自の免許証返納

制度を設けても、これは全員がその日から全ての人が返納するわけではありませ

んが、第二、第三の犠牲者をなくすためにも行政が対策を講じておかなければな

らないのではないかと思います。昨日の新聞の論説にも、習慣が染みついた高齢

者に公共交通に乗りかえてもらうには相応の工夫が必要と、こういうことも記載

もありました。 

 私の提案ですが、高齢者だけの足ではありませんが、昨年度、コミュニティバ

スの利用率向上のコンサートも実施しましたが、高齢者の意見も取り入れ、視野

に入れて利用増、また安全面の推進を図ったらどうかとか。それからまた、禅の

里温泉の年間何十枚かの入場券の無料配布券等も検討を視野に、免許証返納制度

の後押し施策を図れないか。これは私の本当に浅はかな考えでございますが、そ

れ以外で行政のほうで何か違う対策等を考えているならばひとつお聞きをしたい

と、かように思います。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） 今、ちなみに参考までに申し上げますと永平寺町内の免

許証の返納を参考までに言わせていただきます。平成２４年が９名、２５年は３

名でした。しかしながら、平成２６年が１２名、２７年が１１名、ことしにあっ

てはもう既に１１月末現在で２０名の方が返納されたということでございます。

こういった中で、やはりこういった事件のいろいろな発生の中で少しずつですけ

れどもそういった意識が出てきたのではないかということもうかがえる数字だな

と思っております。 

 今、議員さんおっしゃったようにいろいろな特典をつけて、そういったものを

つけて免許の返納ということ。ほかのところでもいろいろな自治体でやっている
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わけですけれども、一つには本町独自ではないですけれども、平成２８年６月に

福井警察署がドライブレコーダーを用意したんですね。それをつけていただいて、

それを回収したときに、この運転の仕方は危険であるとか、あるいは大丈夫であ

るとか、やはり自分自身の運動神経の衰えとかそういったものを自分で認識して

いただく。高齢者の判断を認識していただくために福井警察署がやったところ、

本町もうちの生活安全室の担当者のほうがそういったチラシを各皆さんに配布し

たところ、家族からもそういったものをつけさせてほしいという申し込みなんか

がありまして、やはり非常に多くの方がドライブレコーダーの貸出制度を使って

おられました。そういったところ、今、非常にドライブレコーダーを解析する量

が多くなりまして、なかなかそれに対応し切れないぐらい、今、皆さんが貸し出

しをされているそうです。ちょっと参考までにということで。 

 町としてもそういったものの少しでもあいてるときに皆さんにそういったドラ

イブレコーダーの周知をまたこれからもしていきたいなと思っております。 

 今、町自体ではご存じのように６０歳を超えるとコミュニティバスの無料パス

券を贈らせていただいているところです。ほかの地域では、例えば何歳以上とい

うもっと上のほうですね。７５歳とか、あるいは何年間とかそういったいろいろ

な諸条件の中で、本町においては６０歳以上、もうずっとそのままそのパス券を

持っていればコミュニティバスは無料ということで非常に有利といいますか、高

齢者の方には大変いい制度はさせていただいております。 

 それ以外に本町がやっているのではなくて県内のタクシー事業者が運転経歴証

明書を見せることによって１割の割引が受けられたりとか、あるいはその他企業、

団体においてのサービスの中で県内２００を超えるサービスが受けられるような

ものもございます。そういったものを、ただ、こういうものがあるということが

なかなか先ほどの防災と同じで、皆さん、周知がなされてないということを鑑み

て、今後、そういった敬老会とか、あるいは健康長寿クラブの各地区の総会とか

そういったところに出向いてそういうふうなものを周知しに歩こうというふうに

今考えているところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） 今、総務課長のほうからドライブレコーダーとかそういう

一つの器具を車に取りつけて、それで少し事故が防げたらとかそういうことの意

見もありました。 

 もう７５歳以上になりますと、なかなかと今まで自分の運転してきた仕方を変
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えること自体が本当に難しいあれかと思います。そういった形で、今、後期高齢

者になりますと免許の切りかえのときにも、普通、私たちの切りかえと違ういろ

んな認知度の試験とかそういうことも県ではやっているそうでございますので、

私は先ほども言いましたとおり、この制度ができたから、こんなもん今の７５歳

以上、８０歳の方が全てが入るということは、これは私は確信はいたしません。

やはりそういう運転に対して家族の方が本当に日常、心配しているとかやかまし

いとか、そういう形でそろそろと自分もおこうかなと、こういうときにこういう

町の対策といいますか、それで何か少しでも免許証の返納が充実できないかとい

う形でございます。 

 さっき総務課長、いろいろとお話ししましたが、このドライブレコーダーにし

ても私は若い方がこういうものをつけてこういう指導を受けるという場合にはこ

れは確かに直せるかもわかりませんけど、もう７５歳、８０歳の方がこういうも

んを見て、その指導を受けても、それについていけるかということも私は少し疑

問かと思いますので、私はそれなりに、これは全国でも返納制度のこういうお話

が、町村が支援するこういうふうな制度もありますので、何か先ほど返納の人の

数字もおっしゃいましたが、これからまだまだ私たちの団塊の層が上がってきま

すと、やはりこういうことにももう少し、今言う事故がこの間みたいになると、

やっぱり町も何かそういうふうな施策をしていかなあかんかなと私はつくづく思

ったわけでございますので、何かもしそういうことが今後町のほうで検討して考

えているなら結構でございますが、ただ私、先ほど総務課長が言ったドライブレ

コーダーでそういうものを解消するというのは、それは焼け石に水かなとこうい

うぐあいに思います。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） ちょっと私の言葉不足でしたら申しわけございませんけ

ど、ドライブレコーダーをつけて運転を指導し直すとかそういうことではないん

です。 

 やはり先ほど申しましたように、自分の判断力とかそういった運動神経の衰え

をじかに、やっぱり自分はこういうふうにもう既になっているんだなという、そ

れこそ意識を持っていただくということが大事だということが一つのこのドライ

ブレコーダーのものであって、これを見て、今、この運転がうまい下手になると

かそういう話では決してございませんので、ちょっと私の説明が不足していたか

と思いますので、申しわけございませんでした。 
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 やはりこういったまず意識の改革というのが非常に大事かと思います。これは

家族であったりとか、やはり本人であったりとか、今皆さんも、私たちもですけ

れども、こんなに近いところから通っているにもかかわらず車を乗っている。や

っぱり車社会のそういった依存をしていると。本当に都会ではなかなか考えられ

ない。二、三キロなら必然的に歩いてくるとかってそういった流れの中ですけれ

ども、やはりどうしもこういった地域性、あるいは車の保有率が特に全国でもト

ップクラスというような状況の中で、こういうものを出したからといってすぐに

免許を返納しますというのはなかなか難しいと思います。やはり家族の理解であ

ったりとか、あるいは本人の理解をしっかりと意識を持っていただくということ

が一番重要でないかなと思っております。 

 私、先ほども申しましたように、コミュニティバスなんかでも、東西にはえち

ぜん鉄道も走っております。そこをつなぐコミュニティバスもしっかりと駅に接

続するようになっています。あるいはことしの３月から医科大附属病院のほうに

も直通で行けるようなルートにもなっております。そういった面でそういうよう

なものを活用していただくという形をしっかりと周知していきたいなというふう

に思っております。 

 ただ、先ほど言いましたけれども、県内でもほかに事業者ごとにサービスもや

っているということをしっかりとお伝えしていきたいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） 私の言いたいことは先ほども言いましたとおり、自分でそ

ろそろと、もう年いったし車の運転はおこうかなとこういう迷った場合に、こう

いう町の施策というものをして、少しでも事故を未然に防げたらなと。 

 私も先ほど言いましたとおり、この制度、こういうふうな規約をつくっても、

そんなもんなかなかと先ほど言いましたとおり年間２０人も５０人もそんなとこ

ろへなかなか入ってきませんよ。やはりそれほど車というものは便利です。ただ、

便利ですけど、その裏にはやはり年いくと本当にとっさのこういう、体の不都合

で事故とかこういうやつが起こしやすいと。 

 先ほども言いましたとおり、このごろ高速道路へ入りますと、この間、嶺南で

は高速道路を逆走するとかこういう事件があるということは、やはりこれは今、

逆走した人がもし生きていれば、しもたな、あんなところ運転せんと、もう年い

ったし免許証返納すればよかったなって、これは一つの後の祭りでございますの
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で、やはり行政としてそういう目皿を一つ設けておけたらいいなと、こういう私

のこの質問の趣旨でございますので、これがしたさけ、永平寺町の後期高齢者の

方が本当にたくさんこれに入ったとかって、それで成功とか、これはするんでな

かったとかってそういう意味じゃなしに、一つの安全対策としてそういうことも

町で考えるべきではないかと、こういうことを実は私はくどくどと今言いました

が申したいわけでございますので、その辺、総務課長、一回また、再度またいつ

か質問しますので、そういうことも含めて。 

 これは今、総務課長、ちょっとあれですけど、ほんのこの間、そういうふうな

本町の方が事故がありました。これが再々、もう本当に事故になりますと、それ

は町長もこれではちょっとあかんな、これはちょっと総務課長、何かせなあかん

わって、こういうふうな事態が出てくるんです。 

 私は先ほど言いましたとおり、自分で田んぼ入って自分で電柱にぶつかって亡

くなったというなら私はさほど、それはもう自分の自業自得ですが、やはり人を

傷つけて、学童の通学路にそういう車が飛び込んで子供さんをけがさせた、死亡

させたとかこういうことになると本当に後で悩む。そういうことが私は危惧され

ますので、今のうちからそういうことも、行政のそういう、住民の受け皿として

そういう施策も必要ではないかと、こういうことを申したいわけでございますの

で、その辺ひとつお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この高齢者の免許返納につきまして、もちろん悲惨な事故に

なった場合、本人ももちろんつらいですし家族もつらい。そういったことをまず

は家族で認識していただきたいなと思うのと、やはり先ほど総務課長が申し上げ

ましたとおり自動車社会、車社会、特に永平寺町、私も１キロぐらいですが毎日

車で来ています。都会ですと普通に歩いてきますし、いろいろな交通網もありま

す。 

 やはり今一番大切なのは、実はコミュニティバス、今回、医学部への直通もし

ました。いろいろ便利にやっているんですが、なかなか皆さんへの周知が進まな

いというのも現実です。例えば車の免許を持っている人でも１回でも２回でもそ

ういった公共交通機関を使っていただいて、車の免許なくてもある程度生活、移

動できるなとか、そういったことをしていくことも大切かなと思っております。

多分、今、車に乗られている方はどこにコミュニティバスが走って、何時にバス

が来て、何時に電車が来るかとかそういったことはわかってない方も多数いられ
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るのでないかなと思いますので、もう一度この永平寺町の公共交通網の周知、そ

れをしっかりしていきたいなと思います。 

 というので、またご理解よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） 今、私はこの後また同僚議員からも高齢者の交通事故につ

いては質問もあるそうでございますが、私はやはりこういうことも行政として考

えていかなければならないと、こういうことで質問をしたわけでございます。 

 これは先ほど言いましたとおり、事故というものは起きてから、ああ、しもた

な。もしあれならそういうときに、別に町のほうもこれをしたからといって、今

言うお金がそんなにひどくかかるわけでなしに、やはり安全面、そういう面から

もしておけばよかったんでないかと、私はそういうぐあいで質問させてもらった

わけでございますので、また再度、行政のほうでいろいろと詰めていただきたい

と思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） もちろん高齢者の皆さんには警察と連携しましていろいろな

講習会であったり、それから免許返納の研修会といいますかそういった講演会み

たいな研修会をしっかりさせていただきまして、免許返納に対する啓発といいま

すか、そういったのはしっかりと進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） ２点目の質問に移ります。 

 第二の山口茜選手誕生の期待策をという形で質問をさせていただきます。 

 私がここで申すまでもなく、リオオリンピックの日本選手の活躍の余韻の中、

本当に３０年には福井国体開催という本町の新年度予算もそろそろできてくるか

と思うんですが、この予算にも察するわけでございますが、いかに国体を成功さ

せようという機運は実は伝わってくるのですが、本町の子どもたちへの夢への願

いが実は私は伝わってこないように思うわけでございます。 

 先ほどからもこの永平寺町を国体時には花いっぱい活動、花いっぱいの運動を

しようとかそういう機運は大変よろしいんですが、子どもたちの夢といいますか

願いが何か町のそういう後押しによってできんかと、私はそういうふうに思うわ

けでございます。 

 今回のこの１２月の広報紙にも、ちょっと見ましたら箱根駅伝出場の本町出身

のミサワ選手とか、またいわて国体のアーチェリー出場の古崎選手、それからし
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ょっちゅうテレビで、町長もその都度新聞、広報紙等でよく出ておりますが御陵

小学校のミニバスケットチームの活躍とかそういう形でいろいろと上げているん

ですが、これはたまたまいい成績だったからこういう形で町長が褒めているよう

なそういうやつが出てくるんですね。やはり本町独自のそういう形で、こういう

子どもたちの努力でスポーツが上手になっていかないかという形でございます。 

 郡部と言ったら大変あれですが、上志比辺の中学校は生徒数も少なくてクラブ

活動自体の育成も厳しい中、学校側も大変苦慮していると思いますが、このクラ

ブ活動は誰が最終的に各学校のクラブ活動の選定、また決定をするのか。ちょっ

とこれは教育長のほうからお聞きをいたします。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） クラブ活動と部活動とあるんですけれども、今、基本的に

は部活動ということで統一されていますので、この部活動につきましては今ごろ

から職員会等で図ったりして、地域のスポーツ少年団の動向とか地域の方々のご

意見とかお聞きして、職員会でいろいろ先生方の意見も聞きながら、最終的には

校長の判断で、学校教育活動の一環ということですので学校長がそういう計画に

ついては決めていくということですので、学校長が最終的には決定していきます。 

○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） 私もちょっと勉強不足やったんですが、やはり少し生徒た

ちの声というものも、何かそういう選定の中に入っているんかなと思いましたら、

今、教育長に聞きますとやはり学校の先生とかそういう形でできているという形

でございます。 

 私もこれ、教育長はその辺専門でございますが、やはり一口に言って、もし先

ほど言いましたバドミントンクラブを創設しても、やはり学校の先生といいます

かバドミントンの指導できるそういう指導の先生の確保から大変ですが、私は今

の上志比中学校あたりは本当にブラスバンドが各大会においていい成績をおさめ

ておりますが、これはやはり一つの指導者のそういう功績もあろうかと思うんで

すが、やはり子どもたちに今のこの山口茜選手を見ていて、この間ちょっとテレ

ビでも言っていましたが福井市の小学校あたりの子どもさんは将来は山口茜さん

みたいなスポーツ選手になりたいとか、こういう子どもの夢があるわけでござい

ます。 

 そういった形で、私はこの上志比中学校にそういうバドミントンクラブを創設

して、生徒たちに将来、勝山高校への進路指導も視野に入れ、生徒たちの夢を実
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現できないかと、こういうことで実は本音にこの質問をしたわけでございます。 

 そういった形で、先ほど教育長おっしゃったとおり、これはどっちかというと

教育委員会というよりか学校の教職員のトップでいろいろとお話をしているとか

こういうお話でございますが、やはり今の子どもたちから言いますと野球クラブ

にしても本当に人数がそろわないそういう事態の学校については、少人数でも対

応できるバドミントンとかこういうやつは、私は今がちょうど山口選手のブーム

でございまして、やはりそういうブームに乗るのも一つの子どもたちの夢を与え

るそういう機会ではないかと思いますので、再度その辺についてお聞きいたしま

す。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 確かにおっしゃられるように子どもたちがこれしたいと言

ったら部活をぽんとできたり、強くしたいと言ったら指導者をぱっと入れられれ

ばそれにこしたことはないんですけれども、どの学校も今おっしゃられるとおり

部員も少ないですし、なかなか自分がやりたいというところに行けないのが現状

です。 

 ただ、本町でも今、スポ少でいろいろな種目で頑張っておられますし、おっし

ゃられた御陵Ⅴスパークは何年も全国へ行っていますし、今、男子バスケの松岡

クラブも今、県でも断トツでトップクラスにいるということで、今回も全国を狙

っているということもありますし、バドミントンに関して言えば永平寺中学校に

実はあるんです。女子バドミントン部。以前は勝高へ行ってトップを目指して頑

張った生徒もたくさんいました。ただ、最近になりますともう強化指定って、勝

山高校のバドミントンのレベルがどんどん上がってしまったので、なかなかそこ

までという子は徐々に減ってはきているんですけれども、かつてはバドミントン

をしに勝山高校へ通ったという事例もあります。 

 それから、バドミントンで言いますと山口茜ちゃんとダブルスを組んでいた鈴

木咲貴さんは永平寺の子ですし、去年、和歌山へ行ったときもソフトボール成年

女子を応援に行ったんですけど、エース、宇野さんも松岡中学校の出身者ですし、

そういう意味で永平寺町もスポーツ少年団、中学校、先生方は一生懸命頑張って

いまして、子どもたちに夢を与えられるように。 

 いろいろレベルは違うんですけれども、それなりに先生方も顧問、副顧問にな

って分かれて全体で、先生方全員で子どもたちを育てていこうということで一生

懸命頑張っていますので、たまたまいい子が出たから町長も褒めているんではな
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くて、やっぱり地道にそういう指導者も育て、そして頑張ってもらう激励もし、

育てていっているというのが現状ですので、その辺、ご理解いただきたいと。 

○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） 今の子どもでも何かいろんなクラブ、バスケットとかいろ

んなやつもあるんですが、何かその中で今のバドミントンクラブというものを、

いろいろと規程、ルールはかなりあると思うんですが、何かそういうやつをこの

永平寺町にもできないもんかと私はつくづく思うんですね。こんだけ今、勝山は

バドミントンブームでそれはもう本当に大きくやっていますわね。上志比は勝山

に近いので特に勝山へ行く機会が多いのでそういうことを大変目にするんかもわ

かりませんが、そういうバドミントンというクラブを何かもう少し下のほうまで

持ってくるとかというこういうことは、教育長、何か。 

 これは私の一存と言ったらおかしいですけど、やはり父兄の中にはバドミント

ンをしたいとかこういう人もいます。父兄の親さんが。私、それは一回何やった

ら役場へまた何かのときに聞いてみるというぐらいでちょっと言ってましたんで

すけど、先ほど言いましたとおり、今ちょうど新聞に山口茜、山口茜って毎日出

ていますし、今これはブームですのでやはり親さんあたりは何か少し世界的にな

らんでも何かしようかというこういう気があるんかね。私はちょっとわかりませ

んけど。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 実はバドミントン部、旧永平寺町にもスポ少でありました

し、松岡でも今実際やっているんです。活動。残念ながら、旧永平寺町のほうは

後継がいなくて、今、したい子らも松岡のそういうクラブに入ってやっているん

ですけれども、スポーツ少年団では熱心な方もおられまして一生懸命子どもたち

を育てています。中学校のほうも部活動にはできないけれども地区の大会とかに

は出てもらっていいですよというので、地区でクラブ活動、これはクラブ活動で

す。地域のクラブ活動として練習して育ててもらって中体連の大会にはどうぞと

いうことで、今そこまで歩み寄って育てているんですけれども、ただ、上志比に

今、バドミントンをつくってとかスポ少で誰かということになりますと、やっぱ

り地域で熱心な方がおって、あるいは子どもたちでやりたいという子どもが何名

かいて何かそういう組織ができないと、今、教育委員会なり我々がそこでつくり

なさいというわけにはいかないので、現状としましては結構松岡のスポ少は熱心

に活動しています。 
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○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） 私もくどいようですが、やはり上志比にいると昔から勝山

高校というのは本当に上志比中学校の卒業生が一時は半分以上が勝山高校に通っ

たそういう時代もあるんですね。勝山高校は今のバドミントンのクラブに対して

は本当に指導者も立派な方もいて、やはり将来、勝山高校へ行ってバドミントン

をしたいというそういう人を上志比中学校のときには下手でもだんねえ、高校行

って伸ばすとか、こういうやつの窓口を突破できないかと。 

 私はそれを実は言いたかっただけで、初めから今、町長の言うすぐれた選手に

なればいいですけど、やはり勝山高校に行ってバドミントンクラブに入れば将来

どうなるかわからんというぐらいの、それはちょっとあんまりですか、教育長。

そうですか。いや、私はそういういい指導者に向えばそういう自分も磨かれるか

なと、こういう発想で実は言ったわけでございますので、今の浄法寺の鈴木さん

も一緒でしょう。あの人もやはり最終的には丸岡に行っていましたけど、最終的

には勝山高校にかわったというのは、それはやはり自分はバドミントンを何か生

かしたいというそういう形で私は勝山にかわったんじゃないか。ちょっとこれは

自分の予想ですが、そういうこともありましたのでちょっと申したまででござい

ます。 

 今いろいろと申したとおりでございまして、これは本当に私の、今の山口茜さ

んも本当に私の一夜漬けでございまして、もう少し先というものを考えなあかん

なと思いましたけど、やはり今の父兄の声とかそういうものを聞きますと、何か

少しでもそういう方向にできないかというのは、これは私のそういうふうな願い

でございまして、またそういうときにはぜひとも子どもたちのそういう願いがか

なうような方策をひとつお願いします。 

 本当に新聞を見ていますと、町長は今回の１２月号にしましても子どもたちを

褒めるそういうやつについては本当に上手に、新聞記事については上手に書いて

あります。私はそれが教育長、先ほど言いましたとおり一つ一つの個人プレーと

かそういう形に入っていくわけでございますが、私は子どもたちの夢というもの

をどう生かしていけるかということも一つせな。ただ、いい点数とったさかいに

子どもの頭なでるだけでは私はどうかなと思いますので、ひとつその辺よろしく

お願いします。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） もちろんいい成績とった方は町長室に来ていただきまして報
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告をしていただいております。やはりこういった町の、例えばこの前、障害者ス

ポーツのアーチェリー、古崎君、日本一になりました。そういった方々をまたみ

んなで応援して国体を盛り上げるというのも一つですし、もう一つは成績優秀な

人だけを僕が会っているんじゃなしに、逆に言いますと部活動訪問という形で２

年間、各部活動を取材しまして地域の皆さんに、例えば演芸している部活であっ

たり、いろいろな部活を地域の皆さんにお知らせして、また地域の皆さんが子ど

もたちを応援していただくというそういうふうな取り組みも行わせていただいて

おりますし、そのときに行ったときにはそのチームの特色であったり、仲いいの

がこのチームの特色なんですとかそういったので、成績じゃなしに生き生きとや

っているそういった子どもたちの生の姿も見させていただいて応援しております

ので、その辺、成績優秀な子だけを特別扱いしているとかそういったことはあり

ませんので、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 多田君。 

○１７番（多田憲治君） どうも本当にありがとうございました。 

 よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩します。 

（午後 ４時５０分 休憩） 

────────────── 

（午後 ４時５０分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま一般質問の途中ですが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 本日はこれをもって延会することに決定しました。 

 本日はこれをもって延会します。 

 なお、明日６日は定刻より本会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお願

いします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

（午後 ４時５２分 延会） 


